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鏡石町告示第５５号 

 

 第５回鏡石町議会定例会を次のとおり招集する。 

 

  平成２８年９月１日 

 

鏡石町長  遠 藤 栄 作 

 

 １ 期  日  平成２８年９月６日 

 

 ２ 場  所  鏡石町役場議会議場 
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○応招・不応招議員 

 

応招議員（１２名） 

    １番  小 林 政 次 君       ２番  吉 田 孝 司 君 

    ３番  橋 本 喜 一 君       ４番  古 川 文 雄 君 

    ５番  菊 地   洋 君       ６番  長 田 守 弘 君 

    ７番  畑   幸 一 君       ８番  井土川 好 髙 君 

    ９番  大河原 正 雄 君      １０番  今 泉 文 克 君 

   １１番  木 原 秀 男 君      １２番  渡 辺 定 己 君 

 

不応招議員（なし） 



 

 

 

 

 

 

 

第 １ 号 
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平成２８年第５回鏡石町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２８年９月６日（火）午前１０時開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 町長の説明 

日程第 ５ 認定第 ２号 平成２７年度鏡石町各会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ６ 報告第１８号 平成２７年度鏡石町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告 

             について 

日程第 ７ 議案第７３号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第 ８ 議案第７４号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第 ９ 議案第７５号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第１０ 議案第７６号 鏡石町税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第７７号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第７８号 鏡石町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する 

             条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第７９号 鏡石町税特別措置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第８０号 町道路線の認定、廃止及び変更について 

日程第１５ 議案第８１号 平成２７年度鏡石町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ 

             いて 

日程第１６ 請願・陳情について 

──────────────────────────────────────────── 

議 事 日 程（第１号の追加１） 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 町長の説明 

 日程第 ５ 認定第 ２号 平成２７年度鏡石町各会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ６ 報告第１８号 平成２７年度鏡石町財政健全化判断比率及び資金不足比率の報 

              告について 
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 日程第 ７ 議案第７３号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第 ８ 決議案第３号 鏡石町議会議長の不信任について 

 日程第 ９ 議案第７４号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第１０ 議案第７５号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第１１ 議案第７６号 鏡石町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１２ 議案第７７号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て 

 日程第１３ 議案第７８号 鏡石町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関す 

              る条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１４ 議案第７９号 鏡石町税特別措置条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１５ 議案第８０号 町道路線の認定、廃止及び変更について 

 日程第１６ 議案第８１号 平成２７年度鏡石町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分に 

              ついて 

 日程第１７ 請願・陳情について 

──────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

──────────────────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

     １番  小 林 政 次 君      ２番  吉 田 孝 司 君 

     ３番  橋 本 喜 一 君      ４番  古 川 文 雄 君 

     ５番  菊 地   洋 君      ６番  長 田 守 弘 君 

     ７番  畑   幸 一 君      ８番  井土川 好 髙 君 

     ９番  大河原 正 雄 君     １０番  今 泉 文 克 君 

    １１番  木 原 秀 男 君     １２番  渡 辺 定 己 君 

欠席議員（なし） 

──────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 遠 藤 栄 作 君 副 町 長 小 貫 忠 男 君 

教 育 長 髙 原 孝一郎 君 総 務 課 長 栁 沼 英 夫 君 

参 事 兼 
税務町民課長 木 賊 正 男 君 

福 祉 こ ど も 
課 長 小 貫 秀 明 君 

健康環境課長 長谷川 静 男 君 産 業 課 長 小 貫 正 信 君 



－5－ 

参 事 兼 
上下水道課長 髙 原 芳 昭 君 

参 事 兼 
都市建設課長 圓 谷 信 行 君 

教 育 課 長 関 根 邦 夫 君 
会 計 管 理 者 
兼 室 長 角 田 信 洋 君 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 車 田 光 男 君 

原 子 力 災 害 
対 策 室 長 菊 地 勝 弘 君 

農 業 委 員 会 
会 長 菊 地 榮 助 君 

教 育 委 員 会 
委 員 長 塩 田 重 男 君 

選 挙 管 理 
委員会委員長 渡 邉 俊 廣 君 監 査 委 員 根 本 次 男 君 

──────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

議 会 事 務 局 
局 長 吉 田 賢 司   副 主 査 藤 島 礼 子   
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開会 午前１０時００分 

◎開会の宣告 

○議長（渡辺定己君） おはようございます。 

  ただいまから第５回鏡石町議会定例会を開会いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議会運営委員長報告 

○議長（渡辺定己君） 初めに、本定例会の運営について、議会運営委員長から報告を求めま

す。 

  ４番、古川文雄君。 

〔議会運営委員長 古川文雄君 登壇〕 

○４番（議会運営委員長 古川文雄君） おはようございます。 

  それでは、ご報告申し上げます。 

  第５回鏡石町議会定例会会期予定表。 

  平成28年９月６日火曜招集、日時、日、曜、会議内容の順でご報告いたします。 

          〔以下、「会期予定表」により報告する。〕 

──────────────────────────────────────────── 

◎招集者挨拶 

○議長（渡辺定己君） 本定例会に当たり、町長から挨拶があります。 

  町長。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） おはようございます。 

  第５回鏡石町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  議員の皆様には、本日ここに第５回鏡石町議会定例会を招集いたしましたところ、公私と

もにお忙しい中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。厚く御礼を申し上げる次第

であります。 

  ことしの夏は梅雨らしい雨もなく、連日暑い天候が続きました。農作物には厳しい夏とな

り、農家の方々にはご苦労があったかと思います。特に羽鳥用水については、雪が少なかっ

たことに加えまして、空梅雨の影響で貯水量が乏しく間断用水となり、生育が心配されまし

た。これからの収穫の時期を迎え、影響が少ないことを願うものであります。 

  今定例会につきましては、決算認定のほか、監査委員、教育委員の再任案件、条例の一部

改正、各会計補正予算を合わせまして20件の提案を予定しております。 

  何とぞよろしくご審議をいただきまして、認定、同意、議決を賜りますようお願いを申し



－7－ 

上げ、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

  よろしくお願いします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（渡辺定己君） ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達していますので、直ち

に本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（渡辺定己君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでありますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（渡辺定己君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第113条の規定によって、８番、井土川好髙君、

９番、大河原正雄君、10番、今泉文克君の３名を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（渡辺定己君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から16日までの11日間としたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は11日間と決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（渡辺定己君） 日程第３、諸般の報告を求めます。 

  閉会中の議会庶務報告については、お手元に配付の報告書によりご了承願います。 

  次に、例月出納検査の報告を求めます。 

  代表監査委員、根本次男君。 

〔監査委員 根本次男君 登壇〕 

○監査委員（根本次男君） おはようございます。 

  例月出納検査の結果をご報告申し上げます。 
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  いつものとおり３カ月分をまとめて報告いたします。 

  例月出納検査報告書。 

  １、検査の対象、平成28年５月分、平成28年６月分、平成28年７月分。以上について、

それぞれ一般会計、上水道事業会計、９特別会計、各基金、歳入歳出外現金について、現金、

預金等の出納保管状況を検査いたしました。 

  ２、実施年月日、平成28年５月分につきましては、平成28年６月24日金曜日午前10時か

ら正午まで。平成28年６月分につきましては、平成28年７月25日月曜日午前９時54分から

午前11時55分まで。平成28年７月分につきましては、平成28年８月25日木曜日午前９時52

分から正午まで。以上のとおり実施いたしました。 

  ３、実施場所、各月とも議会会議室で実施いたしました。 

  ４、出席者職氏名、各月の全ての検査時におきまして、次の４名の方々の出席をいただき

ました。会計管理者兼出納室長、上下水道課参事兼課長ほか２名。 

  ５、検査の手続、各月分とも検査の対象となった各会計、各基金及び歳入歳出外現金の出

納事務について、計数は正確か、現金、預金の保管状況は適正かに主眼を置き、それぞれ関

係帳簿、証書との照合、その他通常実施すべき検査手続を実施いたしました。 

  ６、検査の結果、検査調書記載の計数と関係諸帳簿、証書類により計数審査を行い、各対

象月の末日現在における各金融機関提出の預金等残高証明書を照合した結果、平成28年５月

分、平成28年６月分、平成28年７月分とも、各会計、各基金及び歳入歳出外現金の全てに

ついて計数上の誤りはございませんでした。 

  なお、各月末日現在における現金、預金、基金の残高は、添付資料のとおりでございます。 

  以上のとおり報告いたします。 

○議長（渡辺定己君） 次に、事務組合議会の報告を求めます。 

  初めに、須賀川地方広域消防組合議会議員、９番、大河原正雄君。 

〔須賀川地方広域消防組合議会議員 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（須賀川地方広域消防組合議会議員 大河原正雄君） おはようございます。 

  須賀川地方広域消防組合議会報告。 

  平成28年第１回須賀川地方広域消防組合議会臨時会の日程。 

  議事日程第１号、平成28年７月４日月曜日、午後１時30分開議。 

  第１、議席の指定。 

  第２、会期の決定、本日１日限りであります。 

  第３、会議録署名議員の指名、13番、古殿町選出の藁谷議員と、14番、私の２名であり

ます。 

  第４、議案第７号 須賀川地方広域消防組合監査委員の選任につき同意を求めることにつ
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いて。 

  第５、議案第８号 専決処分の承認を求めることについて。 

  第６、議案第９号 災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材購入契約締結につい

て。 

  第７、議案第10号 災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約締結について。 

  第８、報告第１号 平成27年度須賀川地方広域消防組合一般会計予算繰越明許費の繰越し

についてでありますが、議案４件、報告１件、これ全て可決承認をされております。 

  なお、詳しくは、配付しております冊子にお目通しを願いたいと思います。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（渡辺定己君） 次に、公立岩瀬病院企業団議会議員、５番、菊地洋君。 

〔公立岩瀬病院企業団議会議員 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（公立岩瀬病院企業団議会議員 菊地 洋君） おはようございます。 

  公立岩瀬病院企業団議会の報告をいたします。 

  平成28年６月公立岩瀬病院企業団議会定例会議事日程。 

  平成28年７月５日火曜日、午後２時開会。 

  議事日程第１号。 

  第１、会期の決定、本日限りでございます。 

  第２、会議録署名議員の指名。 

  第３、議案第７号 監査委員の選任につき同意を求めることについて。 

  第４、議案第８号 平成28年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計補正予算（第１号）。 

  以上、原案のとおり可決、承認をされました。詳細につきましては、１ページ以降の資料

のほうご参考にしていただきたいと思います。 

  以上、ご報告といたします。 

○議長（渡辺定己君） 次に、行政視察調査の報告を求めます。 

  ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） 平成28年９月６日、鏡石町議会議長、渡辺定己様。 

  鏡石町議会議員、菊地洋。 

  行政視察調査報告書。 

  平成28年７月11日月曜日から13日水曜日まで実施した行政視察調査結果を次のとおり報

告いたします。 

  記。 

  １、調査の目的、先進的な各般にわたる自治体等の行政運営の取り組み状況を視察調査す
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ることにより、議会活動と行政運営の向上発展に資すること並びに議員の識見を高めること

を目的として実施した。 

  ２、調査した自治体、（１）北海道豊浦町、（２）北海道当別町、（３）北海道新篠津村、

（４）北海道由仁町。 

  ３、調査項目、（１）産業の振興について（新規就農支援、薬草の里づくり、クリーン農

業）、（２）地域ブランド推進事業（イメージアップ戦略、大学連携ブランド、ふるさと納

税）、（３）観光振興事業について（道の駅地域特産物販売、庭園観光施設）、（４）優良

住宅団地開発について（宅地分譲販売）。 

  ４、参加者、議員12名、議会事務局長、計13名。 

  ５、調査の内容、豊浦町、町の概要、面積…… 

〔「文章省略」の声あり〕 

○５番（菊地 洋君） はい。省略の声が出ましたので、まとめに入らせていただきます。 

  14ページのほう、ごらんをいただきたいと思います。 

  まとめ。 

  ホタテ、豚、豊浦イチゴで有名な豊浦町では、新規就農者に手厚い支援制度を設けており、

財源には地方創生交付金も利用する等工夫が見えた。支援制度内容は道内トップ10に入る手

厚いものとなっており、民間の株式会社との提携、そして担当職員の感性、努力のたまもの

であると感じた。薬草の里づくりでは、トリカブトの栽培地も視察したが、５ヘクタールの

畑はさすが北海道と思える広大な敷地であった。14トンの生産量で、栃木県にある製薬会社

と取引しているとのことであった。町の基幹産業である農業の振興と特産品による地域づく

りを地方創生事業として取り組み、着実に成果を得ていく行政手腕を認識した。 

  当別町での調査事項は地域ブランド推進等であった。まず初めに、感心したのが役場の職

員の挨拶であった。我々議員が庁舎の玄関を入り研修会場に着くまでの間、職員の一人一人

が起立して、いらっしゃいませと挨拶する。爽やかな北の大地の印象をひときわ際立てる対

応であった。地域ブランド推進では、キャラクター制定過程そのものをイメージアップ戦略

として対外的にＰＲし、大学との連携、そして町づくりに取り組む手段として活用されてい

た。多くの事業が連携していると感じたふるさと納税については、５億円を超える寄附納税

を生み出し、財源確保に一役を買っている。ちなみに、100万円以上の実績もあり、記念品

にオーダーメードの高級家具が人気だという。道の駅建設では、全国各地の人気道の駅の要

素を多く取り入れており、まさにいいとこ取りの計画で、大都市札幌からの利用者でにぎわ

う情景が浮かんで見えるものであった。 

  新篠津村では、おいしい米づくりに取り組んでおり、特Ａランクになることが多くなった

そうである。農業振興センターについては幾つかの事業を行っているが、クリーン農業を目
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指した土壌分析が基盤になっている。分析開始からことしで20年になるが、稲が倒れること

がほとんどなくなったということである。さらに、土壌改良も進み、ＪＡの肥料の売り上げ

が減少傾向にあるという。９月からサンプルの受け入れを開始し、翌年３月までに農家へ回

答しなければならないが、１日30本処理をして合計約1,500本を分析するという。土ととも

に生きるという言葉を聞くが、こうした取り組み一つ一つが日本の農業技術推進の向上につ

ながり、安心、安全な食の確保につながっていくことを感じた。 

  由仁町では、優良田園宅地分譲は坪単価の違いがあるが、広大な大地を有効に使ったうら

やましい区画面積を有した事業であった。実際、居住者の話を聞くと、札幌在住時代は定期

的に医者通いをしていたが、ここに来てからは病院要らず、医者要らずになった。週に二、

三度は町内のゴルフ場で楽しんでいるよとのこと。農地流動化、そして休遊地問題の対応策

として、事業構想の一つとして参考となった。移住者、定住者支援もあわせて若者が魅力を

感じる制度もあり、我が町でも必要な施策であると感じた。由仁ガーデンは民間の観光施設

であるが整備が行き届いており、来訪者を別世界へと誘うすばらしい施設であった。 

  以上、農業振興、地域ブランド推進、ふるさと納税、地域特産物販売、優良住宅団地開発

等の研修を行ったが、研修地それぞれ創意工夫を凝らした事業と真摯な取り組みは、震災か

ら５年が経過し本格復興を目指す鏡石町の町づくりについて大いに参考となった。今回研修

内容を今後の議員活動に生かしていきたい。 

  以上、ご報告といたします。 

○議長（渡辺定己君） 次に、議会運営委員会所管事務調査の報告を求めます。 

  ４番、古川文雄君。 

〔議会運営委員長 古川文雄君 登壇〕 

○４番（議会運営委員長 古川文雄君） それでは、ご報告申し上げます。 

  平成28年９月６日。鏡石町議会議長、渡辺定己様。 

  鏡石町議会運営委員会委員長、古川文雄。 

  議会運営委員会所管事務調査報告書。 

  平成28年６月29日（水曜）から30日（木曜）まで実施した所管事務調査の結果を次のと

おり報告いたします。 

  記。 

  １、調査目的、議会運営委員会の所管事項について、類似自治体（人口や面積規模）議会

及び先進議会の活動実態を視察調査し、我が町の議会運営の参考とするために実施した。 

  ２、調査自治体（議会）、山形県西川町議会、山形県庄内町議会。 

  ３、調査項目、議会活性化、（１）議会による行政評価、議案書事前公開、広報紙文書ア

ドバイザーの設置について。（２）議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるため



－12－ 

の条例、議員政治倫理条例、議員の執行部附属機関からの引き揚げ、委員会等の機能強化に

ついて。 

  ４、参加者、議会運営委員会６人、議長、事務局長、計８人。 

  ５、調査内容及び結果。 

  山形県…… 

〔「朗読省略」の声あり〕 

○４番（議会運営委員長 古川文雄君） はい。朗読省略の声がありましたので、まとめます。 

  山形県内での先進的な２つの議会において調査研修したが、いずれも議員みずから考え、

みずから実践している熱意と行動力、そして議会みずからの情報発信力について参考となっ

た。 

  まず、西川町議会では、広報紙の文書アドバイザーや読書モニター、そして公聴活動とし

ての議会と町民の対話の集い等は、開かれた議会、信頼される議会を目指す上で有効な手段

であり、広報紙の充実がもたらす情報発信力の強化も大変有意義なものであると感じた。 

  次いで、庄内町議会については、委員会の強化、定例会の検証、そして多数の受賞歴を誇

る議会広報等、積極的かつ熱心な議会、議員活動が展開されていた。議会活性化の基本は議

員の資質向上であると位置づけ、執行とも緊張感のある距離感で建設的な質疑応答を行うこ

とを心がけているということであった。 

  今回の事務調査では、議会活性化に向けた取り組みを主体的に調査研修したが、いずれも

多くの実績を誇る議会、議員活動が展開されており、議員各位の意識の高さを実感した。今

回の調査研修内容を今後の議会活動の参考とすべく、引き続き研究していくこととしたい。 

  以上、ご報告といたします。 

○議長（渡辺定己君） 以上をもって諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎町長の説明 

○議長（渡辺定己君） 日程第４、町長の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） 本日ここに、第５回鏡石町議会定例会の開会に当たりまして、町政運

営に当たっての所信の一端を申し述べるとともに、提出いたしました議案の概要についてご

説明申し上げます。議員各位並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力を賜りたいと存じま

す。 

  連日、熱戦が繰り広げられたリオオリンピックが閉幕しました。地球の裏側、リオでの日

本選手団の熱い戦いの結果、過去最高だった前回ロンドン大会の38個を上回る41個、金12
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個、銀８個、銅21個のメダルを獲得し、私たちに熱い感動とドラマを与えてくれました。選

手の皆さんは、４年間のたゆまぬ鍛錬と努力の結晶を最大限にぶつけ、メダルを勝ち取り、

あるいは敗れはしましたが、その努力や重圧は私たちの想像をはるかに超えるものであり、

選手の皆さんに温かいねぎらいと敬意を表するものであります。 

  今回のリオ大会は、現地の治安や競技運営、ロシアのドーピング疑惑など多くの問題もあ

りました。次回の東京大会においては、世界に恥ずかしくない知恵と工夫に満ちた、将来オ

リンピックのスタンダードとなるようなすばらしい大会となることを願うものであります。 

  先月３日、第３次安倍再改造内閣が発足しました。 

  安倍首相は、新たな内閣を未来チャレンジ内閣と位置づけるとともに、選挙で約束した政

策を一層のスピード感をもって実現していくと述べ、自民党が衆参両院で単独過半数を足場

に、官邸主導でアベノミクスや憲法改正の議論などを進める考えを示しました。首相は最優

先課題は経済とし、デフレからの脱出速度を最大限まで引き上げると語り、再びデフレの気

配が漂う経済の立て直しを期待したいと思います。 

  今回の内閣改造では、県内の復興や東京電力第一原子力発電所事故の対応に密接にかかわ

る、復興、環境、経済産業大臣も変わったことから、早速、内堀知事との会談が行われ、被

災者の立場に立った復興、再生に全力で取り組むことが確認されました。 

  アメリカ大リーグ、マーリンズのイチロー選手が大リーグ通算3,000本安打を達成しまし

た。イチロー選手はせんだって日米通算最多安打4,257安打を達成していますが、この

3,000本安打は紛れもなくメジャーリーグ最高選手のあかしであり、大リーグ140年の歴史

の中で達成した選手は30人しかおりません。この記録は在籍16年目で達成したわけですが、

単純に毎年200本の安打を15年続けないと達成できない数字であり、長い間常にコンディシ

ョンを維持し、厳しいレギュラー争いを勝ち抜かなければ達成できない、単なる記録以上の

意味があるのではないでしょうか。 

  第98回全国高等学校野球選手権大会が栃木県作新学院の優勝で幕を閉じました。連日の暑

さの中、熱い戦いを繰り広げられ、本県代表の聖光学院は準優勝となった北海高校に準々決

勝で敗れ、福島勢45年ぶりのベスト８を逃がしましたが、選手たちの最後まで諦めないプレ

ーは私たちに熱い感動を与えてくれました。 

  町における６月定例議会以降の主な出来事では、第13回鏡石あやめ祭りが６月18、19日

の２日間、鳥見山公園で開催され、町内外から多くの来場者でにぎわいを見ることができま

した。さらに、25日、26日には、自由広場において熱気球のあやめフライト事業も開催さ

れ、町内を初め、近隣市町村から多くの親子が体験教室に参加しました。 

  ５年目となりました田んぼアート事業については、田植え以降、６月14日に一般観覧を開

始し、８月末現在で来場者は１万6,000人を超したところであります。町内はもちろん、近
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隣市町村や県内、さらには県外からの観覧者も多く、大変盛況となっております。来場者へ

のおもてなしと特産品のＰＲや販売に取り組んでいる田んぼカフェでは、今年度から商工会

によるキッチンカー、牧場のあーさー号による活動も始まり、町の活性化につながる事業と

して推進してまいりたいと考えております。 

  また、このたび地方創生加速化交付金事業の第２次募集分として、窓から眺める絵本事業

が採択されたことから、稲刈り後も引き続き観覧者を誘致できる企画として、ＬＥＤアート

事業など展開するための補正予算を計上いたしましたので、よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

  ７月22日に静岡県御殿場市で開催された第50回全日本高等学校馬術競技大会において、

県立岩瀬農業高等学校の馬術競技部が25年ぶり２度目の全国制覇をなし遂げました。決勝戦

となった奈良県立山辺高等学校戦では、減点ゼロの走行を続ける大接戦となりましたが、見

事プレッシャーをはねのけ、僅差で優勝した地元高校の快挙に心からおめでとうとお祝いの

言葉を贈りました。 

  今年は冬期間の降雪量が少ない上、梅雨時の降水量も少なかったことから、羽鳥用水も６

月中旬から取水調整を行うなど、８月19日で取水が終了となりました。米の品質や収量など

生育状況が心配されるところでありますが、収穫期まで適度な生育環境が続き、実りある収

穫期が迎えられることを願うものであります。 

  また、野菜、果樹などの農産物についても、不順な天候により生育が心配されました。出

荷量や品質に影響はあるものの、生産者の皆さんの努力により生産、出荷されておりますの

で、価格面で補われることを期待したいと思います。 

  次に、今年度の主な主要事業の執行状況についてご報告いたします。 

  初めに、原子力災害対策事業における一般住宅等の除染事業については、繰越事業で実施

しておりました鏡沼・高久田工区326戸が完了し、残りの不時沼・本町・３区東工区604戸、

中央・中町・笠石工区654戸については、今月末完了の見込みとなっております。また、今

年度計画のＪＲ東北線から東側地区、笠石区東・旭町区・豊郷区・成田区786戸につきまし

ても、一般住宅及び道路側溝除染を全て７月中に発注したところであり、除染事業の今年度

完了に向け進めているところです。 

  農作物や自家消費野菜、学校給食食材等の放射能簡易測定については、これまで継続して

検査を行っておりますが、現在まで基準値を超えるものは検出されておりません。今後も引

き続き、町民の安心・安全な食生活の確保のため測定事業を進めてまいります。 

  また、移動式ホールボディーカウンター車両による放射線内部被曝検査については、保育

所、幼稚園児及び小中学校の児童生徒を対象として、５月17日から７月７日まで1,707名が

検査を受けましたが、全員異常は認められませんでした。 
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  被災者支援として気軽な運動を通して健康づくりが図れるよう、８月６日、鳥見山公園自

由広場でラジオ体操のつどいを開催しました。幼児から高齢者まで幅広い年齢層から約350

名が参加し、早朝の心地よい空気の中でラジオ体操を行いました。 

  次に、第５次総合計画の５つの行政分野における状況でありますが、１つ目の「町民とカ

を合わせて、新しい鏡石をつくります」として、行財政の改革として取り組んでいる町税等

収納率向上対策事業につきましては、今年度から本格的にコンビニ収納業務の運用を開始し

ました。４月の軽自動車税から５月の固定資産税、６月の町県民税、７月の国民健康保険税

までの各税目での利用実績は、利用件数で4,211件、税額で約5,000万円がコンビニから納

入されました。当初見込みを超える利用があり、改めて納税環境の拡大による効果が広がっ

ているものと感じたところであります。さらに国民健康保険税については、今年度から原則

口座振替による納入に切りかえ、新たに口座振替の申し込みを受け付けております。より確

実な収納手段により、少しでも収納率の向上につながるよう期待しております。 

  次に、今年１月から運用が開始されたマイナンバーにつきましては、これまで1,024名の

方がマイナンバーカードの交付申請を済ませておりますが、町全体の申請率は7.95％と１

割に満たない状況であり、このうち669名の方にお届けすることができました。マイナンバ

ーカードは本人確認の際に役立つばかりでなく、今後多くの場面で利活用される計画となっ

ておりますので、早い機会に申請されるようＰＲに努めてまいりたいと思います。 

  新規事業として取り組んでおります住民税の特別徴収一斉指定事業につきましては、今年

度福島県下一斉に実施したものでありますが、現在までのところ特にトラブルもなく、順調

に推移しているところでありますが、年度中途の就職、退職による特別徴収と普通徴収の切

りかえ業務が増加しておりますので、事務に遺漏のないよう取り組んでまいります。この一

斉指定により、毎月納税者の給料から天引きされることになり、特別徴収による住民税が前

年度に比べ約20％増加したことから、収納率がさらに向上するものと期待しております。 

  ２つ目の「心豊かで人を育て、地域文化を大切にする鏡石をつくります」の分野として、

教育・文化・スポーツ・健康づくり事業につきましては、語学指導助手として１年間活躍し

ていただいたギル・ステファニー先生が任期満了で８月に帰国いたしました。後任としてカ

ナダからジュリアン・ジェファーソン先生が着任し、今後中学校を主に保育所、幼稚園にお

いて、語学指導助手として勤めることになりました。 

  中学３年生を対象とした土曜学習会については、８月18日から42名により開講し、元中

学校教師を講師に迎え、数学、英語の基礎的な学力の向上を目指して、来年２月25日まで

20回の学習会を開催します。 

  鏡石中学校校舎大規模改修事業第２期工事につきましては、平成29年１月の竣工に向け順

調に工事が進められております。 



－16－ 

  今年度の文化講演会は、10月11日にテレビ番組「行列のできる法律相談所」でおなじみ

の弁護士、菊地幸夫氏を招き、「菊地流 魅力的人生のススメ」と題して開催することにな

りましたので、多くの町民の皆さんが参加できるようＰＲに努めてまいります。 

  11月６日に開催する第11回鏡石駅伝・ロードレース大会は、９月１日からエントリーを

始めたところであり、町内外から多くの参加者をお迎えし、気軽に参加できる大会となるよ

う努めてまいります。 

  次に、町民の健康づくり支援における集団検診については、８月29日から今月11日まで

各地区集会所や鳥見山体育館を会場に実施しておりますが、医療機関での個別検診について

も９月１日から来年１月31日まで実施することとし、より多くの皆さんが受診しやすい環境

づくりに努めているところです。 

  また、地域医療に関心を持つ医学生を対象とした地域医療体験研修事業が、８月３日から

５日にかけて公立岩瀬病院構成市町村で実施され、福島県立医科大学生など５名が参加しま

した。鏡石においては、町食生活改善推進員との健康食づくりの実習や交流を通し、食の重

要性や健康との関連性、ボランティアとしての町健康づくり事業への取り組みなどについて

理解を深めていただいたところであります。 

  高齢者の栄養改善を目的としたハッピーイートプログラム事業につきましては、栄養に関

するチェック表により栄養改善サービスの階層化を図り、階層に応じた食生活改善指導を行

っております。４月から７月末までの訪問実績は42名で、事業開始から延べ人数は113名を

数えております。今後も健康寿命を延ばすため、訪問活動を通して食生活の見直し、栄養改

善の支援を図ってまいります。 

  ３つ目の「地域で支え合う、人にやさしい鏡石をつくります」につきましては、高齢者福

祉の充実として、在宅福祉事業や生きがいづくり事業を計画的に実施するとともに、介健保

険制度においては、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な介護状態になっ

ても住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、

医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供できるよう、現在、地域包括ケアシステムの構

築に向け、取り組んでいるところであります。 

  今月17日には鳥見山体育館において、75歳以上1,623名の方々をお招きして恒例の敬老会

を開催し、長寿をお祝いすることとしております。 

  平成26年４月の消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、対象者１人当たり3,000

円を給付する暫定的、臨時的な措置としての臨時福祉給付金支給事業、並びに所得の少ない

高齢者などを対象として１人当たり３万円を給付する年金生活者等支援臨時福祉給付金支給

事業については、それぞれ９月26日から申請受け付けを行うこととして準備を進めておりま

す。 
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  障害者福祉の充実については、第４期障がい福祉計画に基づき、障害者自立支援事業等の

サービスの利用促進並びに相談事業の充実に努めており、介護給付費、訓練等給付費、障害

児給付費として８月未現在、6,593万円を給付いたしました。 

  児童福祉の充実については、子ども・子育て支援の新制度のもと、子ども・子育て支援事

業計画に基づき、つどいの広場、放課後児童クラブ、保育所の運営、認定こども園運営支援、

町立幼稚園の管理運営及び私立幼稚園運営支援など、総合的な子育て支援策を推進に努めて

おります。 

  ４つ目の「新しい産業を開花させ、活力あふれる鏡石をつくります」における、魅力ある

町づくり事業につきましては、イメージキャラクター活用事業として、キャラクター着ぐる

みの追加作製と着ぐるみのオランダ衣装の製作など、公式キャラクター牧場のあーさーを活

用した企画を展開しております。鏡石牧場の朝秋祭り実行委員会主催による、鏡石「牧場の

朝」オランダ秋祭りは、10月１日土曜日の開催が決定し、商工会や関係団体と準備を進めて

いるところであり、イベントには多くの皆さんにご来場いただきたいと考えております。 

  ５つ目の「快適に暮らせ、住んでみたくなる鏡石、訪ねてみたくなる鏡石をつくります」

につきましての、鏡石駅東第１土地区画整理事業については、第１工区内の道路築造工事を

計画に沿って推進中であり、昨年分譲した保留地の残り１区画と新たに２区画の保留地分譲

を開始いたしました。なお、宅地の一部造成等に伴う道路築造工事費について、今定例会に

増額補正を計上しておりますので、ご審議いただきたくお願いいたします。 

  社会資本整備総合交付金事業については、今年度計画された町道499号線の舗装工事は完

了し、笠石476号線歩道新設に係る用地測量業務を発注いたしました。また、道路ストック

総点検事業については、北町・堀米線の舗装補修工事を発注したところです。 

  次に、水資源の確保と供給事業についてでありますが、平成22年度から進めている第５次

上水道拡張事業については、施設拡張や配水管布設に係る測量設計業務を発注し、本年度拡

張計画に合わせ事業推進を行っているところであり、６月議会において議決をいただいた水

道料金改定については、10月１日から新料金改定に向けて準備を進めております。また、繰

越事業としておりました新浄水場整地工事につきましては、表土の剝ぎ取りも終了し、竣工

に向け鋭意工事を進めております。 

  公共下水道整備事業については、繰り越ししました鏡石駅東第１土地区画整理事業地内の

管渠築造工事については、関係機関と協議を行いながら事業の進捗に合わせ事業を進めてお

ります。 

  次に、平成27年度決算の概要について申し上げます。 

  平成27年度の国の経済動向はアベノミクスの取り組みのもと、経済再生、デフレ脱却に向

けた進捗が見られ、景気は緩やかな回復基調が続きました。しかしながら、海外要因などの
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リスクが高まり、ＧＤＰ成長率については緩やかな伸びにとどまりました。 

  こうした状況の中、地方財政計画では厳しい財政の現状を踏まえ、国の取り組みと歩調を

合わせて歳出抑制を図ることとされましたが、社会保障関係費の増加により、地方財政は依

然として厳しい状況にあります。 

  このような財政環境の中、我が町においては財源確保に努める一方、各種施策の優先順位

に基づいて徹底した事業選択を行い、財源の計画的、重点的な配分に徹し、計画４年目とな

る第５次総合計画の５つの柱を基軸に、震災からの復興事業の重点的かつ効率的な執行に努

めてまいりました。 

  平成27年度決算額は、震災復旧・復興事業がおおむね完了したことから前年度決算額と比

べ大きく減少したものの、依然として通常時を上回っております。 

  一般会計の決算額では、歳入59億5,028万9,000円、前年比16.1％減。歳出58億4,294万

3,000円、前年比15.0％減となり、形式収支では１億734万6,000円、翌年度繰越財源等を差

し引いた実質収支は9,358万1,000円の黒字決算となったところであります。 

  平成27年度末における普通会計の町債残高につきましては、51億6,779万3,000円となり、

年々減少してまいりましたが、鏡石中学校耐震・大規模改修事業債の借り入れにより、前年

比１億1,801万2,000円の増額となりました。今後とも、起債の抑制や繰上償還による計画

的な財政運営に努めてまいります。 

  また、地方公共団体の財政健全化比率の４指標については、実質公債費比率で12.2％、

対前年比1.7ポイントの改善、将来負担比率については27.2％、対前年比2.2ポイント改善

し、年々減少しているところでありますが、さらなる計画的な改善を図ってまいります。 

  平成27年度の上水道会計を除く全会計の総決算では、100億1,248万4,000円、前年比

3.4％減の歳入に対し、97億8,098万1,000円、前年比2.3％減の歳出となり、実質収支では

２億1,404万6,000円、前年比19.9％減の剰余金を生じ、次年度繰り越しを行うこととなり

ました。 

  なお、上水道事業会計につきましては、給水人口が１万1,980人、前年度比67人増、給水

契約4,557件、前年度比78件増、年間給水量は132万4,642立方メートルで、前年度に比べ１

万8,145立方の増加となり、１日平均給水量は3,619立方メートルでした。 

  収支決算においては、収入決算額で２億4,741万1,000円、支出決算額は２億1,499万

8,000円で、収支差額は3,241万3,000円となり、消費税及び地方消費税資本的収支調整額等

を除き、2,008万5,000円が当年度純利益となりました。 

  次に、今定例会に提出いたしました議案の概要について申し上げます。 

  認定第２号 平成27年度鏡石町各会計歳入歳出決算認定については、一般会計ほか９特別

会計並びに上水道事業会計の11会計について、決算の認定をお願いするものであります。 
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  報告第18号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき報告するものであり、

議案第73号 監査委員の任命につき同意を求めることにつきましては、現委員、根本次男氏

が９月30日で任期満了となることから、再任をお願いしたく提案するものであります。 

  議案第74号及び議案第75号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつきまし

ては、現委員、塩田重男氏の任期満了に伴う再任と、同じく関根さなえ氏が前任者の残任期

間として９月末日で任期満了となることから、再任をお願いしたく提案するものであります。 

  議案第76号 鏡石町税条例の一部を改正する条例の制定及び議案第77号 鏡石町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、上位法である所得税法等の一部を改

正する法律の公布により、外国人等の国際運輸業に係る国際課税の一部を改正する法律の一

部改正が行われたことから、所要の改正を行うものであります。 

  議案第78号及び議案第79号 鏡石町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に

関する条例の一部を改正する条例の制定及び鏡石町税特別措置条例の一部を改正する条例の

制定につきましては、減収補塡制度を規定している各省令の改正により、適用期限の延長が

行われたことによる関係規定の改正を行うもの。 

  議案第80号 町道路線の認定、廃止及び変更については、成田地区圃場整備事業の完了に

基づく区画道路の認定等について議決をお願いするものであります。 

  議案第81号 平成27年度鏡石町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分につきましては、

決算に伴う剰余金の処分について、地方公営企業法の規定に基づき議会の議決をお願いする

ものであります。 

  議案第82号 平成28年度鏡石町一般会計補正予算（第２号）につきましては、主な歳入

として普通交付税1,206万9,000円の減額、私立保育園保護者負担金1,150万円、福島再生加

速化交付金983万5,000円、ふくしま森林再生事業県補助金1,020万円、平成27年度繰越金

6,358万円の増額、庁舎新築基金繰入金1,371万3,000円の減額であります。主な歳出につい

ては、財政調整基金積立金3,180万円、町コミュニティーセンター改修工事費800万円、施

設型給付費1,150万円、七曲池・梨池放射性物質除去対策業務委託費1,560万3,000円、ふく

しま森林再生事業年度別計画作成業務委託費1,020万円などの増など、総額１億3,791万

6,000円の増額補正予算であります。 

  議案第83号 鏡石町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）から議案第85号 鏡石町

介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、前年度繰越金の整理と国などの補助

金、給付費負担金などの確定に伴う増額補正で、議案第86号 鏡石町工業団地事業特別会計

補正予算（第１号）につきましては、前年度繰越金の整理であります。 

  議案第87号 鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）について

は、区画道路築造工事費の増及び前年度繰越金による補正、議案第88号 鏡石町公共下水道
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事業特別会計補正予算（第１号）及び議案第89号 鏡石町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）につきましては、前年度繰越金の整理のための補正予算であり、議案第90号 平

成28年度鏡石町上水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、水源取水施設改修工事

費の増に伴う補正予算であります。 

  以上、今定例会に当たりまして、町政運営と提出いたしました議案の概要についてご説明

申し上げました。何とぞよろしくご審議いただき、認定、同意、議決を賜りますようお願い

申し上げます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎認定第２号及び報告第１８号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（渡辺定己君） 日程第５、認定第２号 平成27年度鏡石町各会計歳入歳出決算認定に

ついて及び日程第６、報告第18号 平成27年度鏡石町財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告についてを一括議題としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  局長の議案朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

  副町長、小貫忠男君。 

〔副町長 小貫忠男君 登壇〕 

○副町長（小貫忠男君） ただいま上程されました認定第２号 平成27年度鏡石町各会計歳入

歳出決算認定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  議案書１ページをお開き願います。 

  こちらにつきましては、地方自治法並びに地方公営企業法の規定に基づき、平成27年度一

般会計並びに国民健康保険特別会計などの９特別会計及び上水道事業会計を合わせました11

会計の決算が調いましたことから、監査委員の審査意見書と主要な施策の成果及び予算執行

の実績報告書を添えて提出いたしますので、審査をお願いするものでございます。 

  各会計の決算概要につきましては、別冊の決算書の１、２ページの総括表によりご説明を

させていただきます。 

  なお、詳細につきましては、会期中に設置が予定されております決算審査特別委員会にお

いてご説明をさせていただきますので、あらかじめご了承をお願い申し上げます。 

  それでは、別冊の決算書の１ページをお開き願います。 

  鏡石町決算書、２ページ、こちらは10会計の総括表でございます。 

  まず、１番が一般会計で、歳入が59億5,028万9,000円、歳出が58億4,294万3,000円、歳

入から歳出を差し引いた形式収支が１億734万6,000円。 

  次に、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支が9,358万1,000円。 
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  次に、27年度実質収支から26年度の実質収支を差し引いた単年度収支が5,585万5,000円

のマイナスとなっております。 

  次に、２、国民健康保険特別会計でございますが、歳入が17億4,132万円、歳出が16億

3,297万5,000円、形式収支並びに実質収支が１億834万5,000円、単年度収支が836万6,000

円の黒字となっております。 

  次に、３、後期高齢者医療特別会計でございますが、歳入が１億81万6,000円、歳出が

9,898万9,000円、形式収支並びに実質収支が182万7,000円、単年度収支が83万7,000円のマ

イナスとなっております。 

  次に、４、介護保険特別会計でございますが、歳入が８億8,137万6,000円、歳出が８億

7,765万9,000円、形式収支並びに実質収支が371万7,000円、単年度収支が300万6,000円の

マイナスとなっております。 

  次に、５、土地取得事業特別会計でございますが、歳入が１億9,969万4,000円、歳出が

１億9,964万円、形式収支並びに実質収支が５万4,000円、単年度収支が３万円の黒字とな

っております。 

  次に、６、工業団地事業特別会計でございますが、歳入が４億148万円、歳出が４億104

万8,000円、形式収支並びに実質収支が43万2,000円、単年度収支が51万3,000円のマイナス

となっております。 

  次に、７、鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計でございますが、歳入が１億6,408万

円、歳出が１億6,109万7,000円、形式収支が298万3,000円、実質収支が122万9,000円、単

年度収支が51万円のマイナスとなっております。 

  次に、８、育英資金貸付費特別会計でございますが、歳入が741万7,000円、歳出が740万

6,000円、形式収支並びに実質収支が１万1,000円、単年度収支が１万円の黒字となってお

ります。 

  次に、９、公共下水道事業特別会計でございますが、歳入が５億187万3,000円、歳出が

４億9,576万円、形式収支が611万3,000円、実質収支が417万5,000円、単年度収支が64万

4,000円のマイナスとなっております。 

  次に、10、農業集落排水事業特別会計でございますが、歳入が6,413万9,000円、歳出が

6,346万4,000円、形式収支並びに実質収支が67万5,000円、単年度収支が６万5,000円のマ

イナスとなっております。 

  10会計の合計でございますが、歳入が100億1,248万4,000円、歳出が97億8,098万1,000円、

形式収支が２億3,150万3,000円、実質収支が２億1,404万6,000円、単年度収支につきまし

ては5,302万4,000円のマイナスとなったところでございます。 

  次に、上水道事業会計についてご説明を申し上げます。 
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  別冊の上水道事業決算書をごらんいただきたいと思います。 

  上水道事業決算書、１ページをお願いいたします。 

  １ページから３ページにつきましては、総括事項でございますが、平成27年度末の給水人

口、年間給水量、そして事業実績の概要についてまとめたものでございます。 

  それでは、決算概要につきましてご説明をさせていただきます。 

  ４ページをお開き願います。 

  ４ページにつきましては、平成27年度上水道事業決算報告書で、（１）収益的収入及び支

出でございますが、５ページのほうになります、収入につきましては、営業収益並びに営業

外収益を合わせまして、水道事業収益につきましては、決算額が２億4,741万640円となり

ました。 

  支出につきましては、営業費用並びに営業外費用を合わせまして水道事業費用につきまし

ては、決算額が２億1,499万7,319円となりまして、当年度は差し引き2,008万4,970円の黒

字決算となったところでございます。 

  次に、６ページをお開き願います。 

  ６ページにつきましては、（２）資本的収入及び支出についてでございます。 

  ７ページのほうになります。収入につきましては、企業債と負担金及び補償金を合わせま

した資本的収入につきましては、決算額が１億8,634万1,375円となりました。予算額との

比較では、7,925万8,625円の減額となりますが、そのうち5,600万円につきましては翌年度

繰越財源となります。 

  次に、支出につきましては、建設改良費と企業債の償還金を合わせました資本的支出につ

きましては、決算額が３億233万9,682円となりました。 

  ６ページの下の表の欄をごらんいただきたいと思います。 

  資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億1,599万8,307円は、過年度分損益勘定留

保資金8,008万2,085円、建設改良積立金2,500万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額1,409万4,894円のうち、未収の消費税及び地方消費税還付金など317万8,672円

を除いた1,091万6,222円で補塡をしたところでございます。 

  以上、認定第２号 平成27年度鏡石町各会計歳入歳出決算認定につきましてご説明を申し

上げました。ご審議をいただき、認定賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） 総務課長、栁沼英夫君。 

〔総務課長 栁沼英夫君 登壇〕 

○総務課長（栁沼英夫君） 続きまして、報告第18号 平成27年度鏡石町財政健全化判断比

率及び資金不足比率の報告につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  議案書の２ページをお願いいたします。 
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  平成27年度財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告につきましては、平成19年度か

ら報告することになりました地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく４指標並び

に資金不足比率につきまして、同法第３条第１項及び第22条第１項の規定によりまして、別

紙のとおり監査委員さんの意見を付して報告するものであります。 

  別冊に、平成27年度鏡石町財政健全化審査意見書が配付になっていると思いますので、１

ページをごらんいただきたいと思います。 

  ２の審査結果の（１）総合意見の一覧表に記載のとおり、平成27年度４指標のうち表の①

実質赤字比率、②の連結実質赤字比率につきましては、実質赤字額が発生しないため、該当

しませんでした。 

  ③の実質公債費比率につきましては、平成27年度が12.2％と前年度比で1.7ポイント改善

され、④の将来負担比率につきましても、平成27年度が27.2％と前年度比2.2ポイント改善

しております。 

  実質公債費比率の改善の要因といたしましては、昨年度に引き続きまして、元利償還金及

び公債費に準ずる債務負担行為であります国営隈戸川改良事業の負担額の減、特別養護老人

ホーム鏡石ホーム建設事業に係る負担金が終了したことによるものであり、将来負担比率の

改善の要因につきましては、国営隈戸川土地改良事業や特別養護老人ホーム建設事業の債務

負担行為に基づく支出予定額や退職手当支給業務を処理しております一部事務組合の積立額

が増加したことによる退職手当負担見込み額の減少によるものが要因となっております。 

  次に、２ページの平成27年度水道事業会計健全化審査意見書についてでありますが、平成

27年度において水道事業会計における資金の不足がなかったため、該当しませんでした。 

  以上、監査委員の意見を付しまして報告するものでございます。ご承認賜りますよう、お

願いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  ここで、監査委員から決算審査の意見を求めるとともに、報告第18号 平成27年度鏡石

町財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見の報告を求めます。 

  代表監査委員、根本次男君。 

〔監査委員 根本次男君 登壇〕 

○監査委員（根本次男君） 地方自治法並びに地方公営企業法に基づく平成27年度各会計歳入

歳出決算の審査及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく平成27年度の財政健

全化審査を実施いたしましたので、以下のとおり結果及び審査意見を申し述べます。 

  初めに、各会計の決算について申し上げます。 

  平成27年度鏡石町各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 

 第１ 審査の概要 
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 １ 審査の対象 

  （１）平成27年度鏡石町一般会計歳入歳出決算 

  （２）平成27年度鏡石町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

  （３）平成27年度鏡石町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

  （４）平成27年度鏡石町介護保険特別会計歳入歳出決算 

  （５）平成27年度鏡石町土地取得事業特別会計歳入歳出決算 

  （６）平成27年度鏡石町工業団地事業特別会計歳入歳出決算 

  （７）平成27年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

  （８）平成27年度鏡石町育英資金貸付費特別会計歳入歳出決算 

  （９）平成27年度鏡石町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 

  （10）平成27年度鏡石町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

  （11）平成27年度鏡石町上水道事業会計歳入歳出決算 

  （12）平成27年度鏡石町決算付属書類 

  （13）平成27年度各基金の運用状況 

 ２ 審査の期間 

  平成28年８月２日から平成28年８月５日まで。 

  ただし、上水道事業会計は平成28年５月25日に実施いたしました。 

 ３ 審査の手続 

  この審査に当たっては、町長から提出された各会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別

明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、各基金の運用状況及び主要施策の成果

と予算執行実績報告書について、関係法令に準拠して作成されているか、財産運営は健全か、

財産の管理は適正か、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているかなどに主眼を置き、

関係職員の説明を聴取し、関係証拠書類との照合等、通常実施すべき審査手続を実施したほ

か、必要と認めるその他の審査手続を実施いたしました。 

 第２ 審査の結果 

  審査に付された一般会計、特別会計及び上水道事業会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算

事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は法令に準拠して作成されてお

り、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りはございませんでした。 

  また、各基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合し

ており、誤りはございませんでした。 

 第３ 決算の概要 

 （１）決算規模 

  一般会計、特別会計及び上水道事業会計の決算は次のとおりでございます。 
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  計数は省略させていただきます。 

 （２）決算収支 

  一般会計及び特別会計の総計決算における歳入歳出差引額（形式収支）は２億3,150万

3,000円の黒字となっており、実質収支額は２億1,404万6,000円となっております。この内

訳は、一般会計１億734万6,000円、特別会計１億2,415万7,000円の剰余金となっており、

特別会計の主なものは、国民健康保険特別会計の１億834万5,000円、公共下水道事業特別

会計の611万3,000円等であります。 

  上水道事業会計は、収益的収入及び支出においては3,241万3,000円の黒字となっており

ます。 

  また、資本的収入及び支出においては１億1,599万8,000円の不足額が生じました。資本

的収入額が資本的支出額に不足する額は、過年度分損益勘定留保資金8,008万2,000円、建

設改良積立金2,500万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,409万4,000円

のうち、未収の消費税及び地方消費税還付金等317万8,000円を除いた1,091万6,000円で補

塡をしております。 

  決算収支の推移は以下のとおりでございます。計数は省略させていただきます。 

 （３）主要財政分析指標 

  普通会計の主要財政比率は下記のとおりでございます。おのおのの比率は省略させていた

だきます。 

 第４ 基金の運用状況 

  平成27年４月１日から平成28年３月31日までの各基金の運用状況は次のとおりでござい

ます。計数部分は省略させていただきます。 

 第５ 審査意見 

  原文のまま読み上げます。 

  以上、平成27年度決算の概要を示した。 

  東日本大震災に係る復旧関係費の占める割合は僅少となり、ほぼ震災前の財政状況に戻っ

ている。本格的に今後の当町のあるべき姿に向かい、腰を据えた行政を行う時期に入った。 

  平成27年度内の我が国の経済状況を振り返ると、当初は企業の業績が好調で景気回復の動

きが見られたものの、年が明けてから海外経済の減速懸念等から円高、株安となり力強さを

欠く状況に陥った。地方経済の活性化を期待していたものの現状では難しい局面にある。 

  これらの状況を踏まえ、以下のとおり、前記の決算概要のほか、主要な動きについて補足、

意見を付し結びとしたい。 

  まず、一般会計、特別会計の全体の純計による歳入、歳出を示すと、歳入総決算額につい

ては91億3,133万7,000円、前年度比６億8,987万9,000円減、歳出総決算額は88億9,983万
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4,000円、前年度比５億6,667万3,000円減であった。いずれも減少となったが、震災関連費

用の減少に伴う要因が主である。 

  次に、一般会計の総計決算額について、款区分により前年度と比較してみる。 

  歳出合計では、10億2,824万4,000円の減。増加した項目は、商工費が工業団地事業特別

会計への繰出金が多額であったため１億8,922万8,000円増、教育費が中学校の大規模改修

工事代の支払いに伴い２億5,780万9,000円増となった。一方、減少した主な項目は、衛生

費が除染関係ほかの要因で２億1,266万3,000円減、土木費が災害公営住宅を主要因とし６

億4,926万5,000円減、災害復旧費も２億9,926万5,000円減であった。 

  これに対する歳入面を見てみる。 

  歳入合計では、11億4,274万7,000円減。町税については前年度比2.3％、3,468万2,000円

の増加となった。反面、震災関係の動きが落ちつき、大規模事業が少なくなったことに伴い、

国庫支出金、県支出金は大幅に減少した。 

  ちなみに、財源の構成比を示すと自主財源が36.6％、依存財源が63.4％であり、自主財

源は前年度に比し３％低下した。税収の伸び悩み状況に加え、町税を初めとしたもろもろの

累積滞納額が年度末現在３億2,913万円と多額であり、自主財源の増加を阻害しているのが

現状である。依然として依存財源に頼る姿に変わりはない。 

  これらの状況打破を目的とし、過日、行政監査を実施、その結果については、前回の定例

会で報告したとおりである。いかにすれば問題解決になるか、厳格に執行して行くことのみ

が解決につながるのか冷静に判断した場合、納税者がどのような考えを持っているのか、す

なわち納税者の意識分析が必要ではないかと思われる。特に滞納者については、納税に対す

る甘い考えがあるのではないか。税の負担は、鏡石町に住み、鏡石町の行政サービスを受け

るためには当然の義務である。これらの情宣活動を地道に行いながら改善の道筋を探るしか

ないと思う。 

  義務的経費、なかんずく扶助費は年々増加を続けており、財源確保が大きな問題となって

いる。滞納解消、新たな滞納を発生させない、これだけでも自主財源の増加につながる。議

会の協力も得、諸策を講じ、改善に向け最大限の努力をしてほしい。 

  次に、財政状況を示す指標を見ると、財政力指数は0.530でわずかではあるが改善された。

経常収支比率は82.5％と適正水準より高く改善を要する。 

  町の借り入れである町債の残高は、普通会計、特別会計、合計で90億5,779万1,000円と

前年比5,504万7,000円増加した。消防費、教育費の起債が主因である。また、借り入れに

準ずる債務負担行為の残高については、全会計合計で16億589万6,000円と前年比５億5,481

万9,000円の大幅減となった。郡山地方土地開発公社分の償還に伴う減、国営隈戸川土地改

良区事業、特別養護老人ホームの償還に伴う減少が主な要因である。ちなみに、当該残高の
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うち国営隈戸川土地改良事業分が全体の82.5％を占めている。 

  以上、主な点と意見を述べた。 

  政府はあらゆる政策を駆使し、経済状況の改善に取り組んでいる。海外経済が絡んで難し

い情勢にあるが、早期の回復とこれによる地方経済の改善を期待し、結びとする。 

  決算審査については以上のとおりでございます。 

  続きまして、財政健全化審査につきまして申し述べます。 

  平成27年度財政健全化審査意見書 

 １ 審査の概要 

  この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施いたしました。 

 ２ 審査の結果 

 （１）総合意見 

  審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められました。 

  各健全化判断比率は以下のとおりでございます。個々の比率は省略させていただきます。 

 （２）個別意見 

  ①実質赤字比率について 

  平成27年度は実質赤字額がないため、早期健全化基準に該当いたしません。 

  ②連結実質赤字比率について 

  平成27年度は連結実質赤字額がないため、早期健全化基準に該当いたしません。 

  ③実質公債費比率について 

  平成27年度の実質公債費比率は12.2％となっており、早期健全化基準の25.0％と比較す

るとこれを下回っております。 

  ④将来負担比率について 

  平成27年度の将来負担比率は27.2％となっており、早期健全化基準の350.0％と比較する

とこれを下回っております。 

 （３）是正改善を要する事項 

  特に指摘すべき事項はございません。 

  財政健全化審査につきましては、以上のとおりでございます。 

  最後に、水道事業会計における資金不足比率について申し上げます。 

  なお、本件につきましては、口頭での報告のみとなります。 

  平成27年度水道事業会計において資金不足額はございませんでした。 

  したがいまして、経営健全化基準に該当いたしませんので、この旨、報告申し上げます。 
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  以上、決算関連審査、財政健全化審査に対する意見並びに報告を申し上げました。 

○議長（渡辺定己君） これより決算に関する一括質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  ここでお諮りいたします。 

  認定第２号の件については、決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、認定第２号 平成27年度鏡石町各会計歳入歳出決算認定についての件は、決

算審査特別委員会を設置し、これに付託することに決しました。 

  なお、報告第18号については報告までといたします。 

  ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第５条

第２項の規定によって議長において指名いたします。 

  平成27年度鏡石町各会計歳入歳出決算審査特別委員会の委員に１番、小林政次君、２番、

吉田孝司君、３番、橋本喜一君、４番、古川文雄君、５番、菊地洋君、６番、長田守弘君、

７番、畑幸一君、８番、井土川好髙君、９番、大河原正雄君、10番、今泉文克君の10名を

指名いたします。 

  ここで、決算審査特別委員会の正副委員長の選任のため、休議いたします。 

休議 午前１１時３２分 

 

開議 午前１１時４５分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き会議を開きます。 

  決算審査特別委員会の正副委員長が選任されましたので、報告いたします。 

  平成27年度鏡石町各会計決算審査特別委員会委員長に畑幸一君、同副委員長に大河原正雄

君が選任されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第７３号の上程、説明、質疑、意見、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第７、議案第73号 監査委員の選任につき…… 

〔「議長、動議を提出します」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 動議が出されましたけれども、じゃ、その件名だけでもおっしゃって
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ください。 

〔「議長不信任案を提出します」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 議長不信任案。 

〔「議事進行」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 監査委員の選任につき同意を求めることを申し上げたから、これを選

任してから動議を受け付けてもよろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） よろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 日程第７、議案第73号 監査委員の選任につき同意を求めることにつ

いての件を議題といたします。 

  ここで、当事者であります根本監査委員の退席を求めます。 

〔監査委員 根本次男君 退席〕 

○議長（渡辺定己君） 局長に議案を朗読させます。 

○議会事務局長（吉田賢司君） 〔第７３号議案を朗読〕 

○議長（渡辺定己君） 提出者から提案理由の説明を求めます。 

  町長、遠藤栄作君。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） ただいま上程されました議案第73号 監査委員の選任につき同意を求

めることにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

  現監査委員であります根本次男氏が今月30日をもって任期満了となりますので、再任いた

したく、地方自治法第196条第１項の規定により、議会の同意をいただきたく提案するもの

であります。 

  根本氏は、平成20年10月から２期８年間、監査委員としてお務めいただいており、経験

豊富ですぐれた識見を有し、人柄もよく、監査委員として最適任であるので、議会の皆様の

同意をお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本案については再任でありますので、意見及び質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしま

す。 

  議案第73号 監査委員の選任につき同意を求めることについての件は、これに同意するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、議案第73号 監査委員の選任につき同意を求めることについての件は、これ

に同意することに決しました。 

  ここで、当事者に入席を求めます。 

〔監査委員 根本次男君 入席〕 

○議長（渡辺定己君） 暫時休議いたします。 

休議 午前１１時５１分 

 

開議 午前１１時５２分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加 

○議長（渡辺定己君） ただいま動議が出されております。 

  お諮りいたします。 

  動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手少数〕 

○議長（渡辺定己君） 挙手少数であります。 

  １名以上の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。 

  動議の説明を求めます。 

  ２番、吉田孝司君。 

〔発言する者あり〕 

○議長（渡辺定己君） 失礼、着席願います。 

  お諮りいたします。 

  ただいま動議を出されております。 

  議事に追加して、日程を追加して行いたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  日程第８として運営したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎決議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（渡辺定己君） ただいま動議を出された２番、吉田孝司君の説明を求めます。 

  ２番、吉田孝司君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） ２番議員、吉田孝司でございます。 

  私のほうから動議を出させていただきました鏡石町議会議長不信任決議についての案でご

ざいます。 

  こちらにつきましては文面をもって、地方自治法第112条及び我が町の会議規則第13条の

規定により提出するものでございます。 

  提出理由を述べさせていただきたいと思います。 

  議長の権限については、地方自治法第104条において、「普通地方公共団体の議会の議長

は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。」と規定

されているものの、議長は日本国憲法は当然のことながら、地方自治法や鏡石町における条

例及び規則等の法令を遵守し、会議の諸原則にのっとった公明正大な議会運営をしていく責

務がございます。 

〔「局長、動議案があれば、配付したらいいんじゃないの」「用意して

きていれば配付しますけれども、用意してきていますか。じゃ、終わ

ってから」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 終わってから配付します。 

○２番（吉田孝司君） 中でも議長は、公正指導の原則により、中立的、指導的立場を保持し

なければならず、さらに、過半数議決の原則と表裏一体の位置にあるとされる議員平等の原

則においては、各議員の権限は全て平等かつ対等なものとして扱わなければならないという

ことになっております。 

  しかしながら、渡辺定己議長、以下、渡辺議長においては、これまで通算２期５年間、鏡

石町議会議長として在職いただいたことには感謝し、ねぎらいの言葉をさしあげたいと思い

ますが、下記に挙げます５つの事例は一部として、明らかにこれらの諸原則から逸脱するよ

うな、議長としてはふさわしくない言動がますます顕著になってきていることから、議会運

営上、議長としての資質に欠ける点が多いと判断し、今般、渡辺議長に対する不信任決議案

を提出するものでございます。 

  以下、５つの例を申し上げたいと思います。 

  お時間をいただければと思います。お聞きください。 

  １、議会運営委員会における議長の不適切な発言。 

  地方自治法第105条に、「普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言する

ことができる。」と規定はされているものの、あくまでも議長としてはオブザーバー的な位
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置づけとして、個々具体の政策判断までは論及すべきではなく、委員会運営の基本的あり方

に限定しての大所高所からの指導的立場からの発言にとどめるべきであるというのが常識で

ございます。すなわち、他の委員が質疑や意見を述べ、それが出尽くしたり意見調整が必要

になったりしてから、ようやくみずからが指導的に発言することが原則であり、冒頭から議

長がみずからの発言を率先してするべきではないと考えられております。 

  しかしながら、指導的立場にあるはずの渡辺議長は、発議した委員外議員、これは私であ

りましたけれども、に対する質疑に際し、他の委員に先んじて、質疑ではなく、本来は不必

要でもあるといえる自分の主観的な見解や意見を述べ始め、それが続くに至ったのでござい

ます。そのような公正指導の原則を逸脱する言動によって、他の委員を萎縮ないし困惑させ

ることとなり、委員と提出者の間で質疑応答が必要十分に行い得ない状態となりました。そ

れを記録者として同席していた議会事務局長が静観できなくなり、渡辺議長は注意喚起され

るに至ったのであります。 

  ２番、全員協議会における「あんた」発言。 

  地方自治法第132条に「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、

無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」とあり、同第

133条には「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、こ

れを議会に訴えて処分を求めることができる。」とあります。 

  渡辺議長は、以前の全員協議会において、私、提出者に対して、その協議を行っている途

上において、興奮が高まっている状態で私に対する呼称として「あんた」と呼ぶ場面があり

ました。提出者は、私はそれを看過したものの、上記の地方自治法第133条に基づき、鏡石

町議会及び渡辺議長個人に適切な事後対応を求めることまでを検討することがございました。 

  ３としまして、全員協議会におけるパフォーマンス発言。 

  全員協議会は、地方自治法第100条第12項「議会は、会議規則の定めるところにより、議

案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。」と規

定され、鏡石町議会会議規則第114条第１項に、法第100条第12項、今申し上げましたが、

「の規定により、議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場として、

全員協議会及び広報編集委員会を設ける。」と規定されていることで、我が町にも全員協議

会が置かれているものでございます。要するに、全員協議会は、協議または意見調整のため

に設けられるものであり、ここにおいては、本会議や委員会と同様の実質審議となってはな

らないと考えられているのが通例であります。この認識の誤りは、全国の地方議会において

も大きな問題点となっているものであります。 

  しかしながら、法令を遵守し、指導的立場にあるはずの渡辺議長が、あろうことか全員協

議会において、大体のことはここ全員協議会でやって、パフォーマンスでやりたい人はあち
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ら本会議でやればいいんだというような内容の、何とも情けない発言をなさったということ

でございます。これは全員協議会の位置づけを明らかに誤解、あるいは曲解しているだけで

はなく、地方議会における本会議の位置づけを軽視するどころか、ややもすると本会議の権

威をも失墜させるような言動であり、他に範を示すべき議長というよりも一人の議員として

も極めて不適切であると言わざるを得ないものであります。 

  ４、全員協議会における決定事項を破棄するに至った暴挙。 

  全員協議会で協議された役場庁舎改修問題について、町執行部側のビジョンが不明瞭にな

ってきたことから、提出者、私でありますが、提出者の発案及び意見により全員協議会にお

ける全会一致で、庁舎改修問題に関する特別委員会を設置する方向性が決められたにもかか

わらず、その後の渡辺議長と遠藤町長との間の会談によって、その決定事項がほごにされ、

撤回され、次の全員協議会においては特別委員会設置は見送り、町執行側の新たな提案を待

つべきであるという方針に一転してしまうような議長からの説明がありました。これは、全

員協議会に参加した議員全員で一度決定した事項を、渡辺議長の個人的判断及び行動によっ

て安易に覆してしまうという、議員平等の原則及び過半数議決の原則に明らかに反している

所業であるのと同時に、我が町における二元代表制の崩壊を物語っているものでございます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○議長（渡辺定己君） ここでお諮りいたします。 

  本日の会議時間を議事の都合によって延長したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本日の会議時間は延長することに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

○２番（吉田孝司君） ５、日本国憲法に定められた表現の自由や報道の自由等を侵害する言

動。 

  私、提出者が個人的に会員となり、その会員規則にのっとって自由に閲覧したり記入した

りしているＳＮＳ、フェイスブックに書かれている内容や利用方法について、渡辺議長は全

員協議会の場において、私、提出者に対して叱咤するとともに、内容に関する弁解を求めま

した。内容のいかんにかかわらず、これは我が国の憲法に定められた国民固有の権利である

表現の自由や報道の自由を明らかに著しく侵害するものであり、議員だからといって公私関

係なく、それらの自由権利は何ら制限されることはありません。また、地方自治法第132条

に、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、
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又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」とありますが、あわせて明らかに提出

者の私生活をじゅうりんするものであります。したがって、提出者が他の議員の前で議長か

ら上記内容の件で叱咤されるいわれもなく、また一切について弁明する義務もなく、むしろ、

その言動を行った議長の行為は、我が町議会の権威を著しく失墜させるのと同時に、本来で

あれば議会における処分の対象となるものでございます。 

  以上によりまして、最終ページになりますが、鏡石町議会議長不信任決議として出させて

いただきました。 

  本議会は、鏡石町議会議長である渡辺定己君を信任しない。 

  以上、決議する。 

  平成28年９月６日、鏡石町議会。 

  以上、提出理由及び提出案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（渡辺定己君） ただいま不信任決議案が、説明が終わりました。 

  ここで、昼食を挟み午後１時まで休議といたします。 

休議 午後 零時０３分 

 

開議 午後 １時００分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き会議を開きます。 

  ただいま出された案件について、私事でありますので、副議長と交代いたします。 

  暫時休議いたします。 

休議 午後 １時００分 

 

開議 午後 １時０１分 

○副議長（小林政次君） 休議前に引き続き会議を開きます。 

  暫時議長の座を務めさせていただきます。 

  先ほどの緊急動議でございますが、決議案第３号になりますので、よろしくお願いいたし

いたします。 

  日程第８、決議案第３号 鏡石町議会議長の不信任決議案についての件を議題といたしま

す。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○副議長（小林政次君） 質疑なしと認めます。 
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  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  反対討論はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○副議長（小林政次君） 次に、賛成討論はありませんか。 

  10番、今泉文克君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） ただいま、２番、吉田議員のほうから提出されました鏡石町議会議

長の不信任決議案でございますが、これにつきまして、るる説明は提出者からあったところ

でございますが、私は賛成の立場で意見を述べさせてもらいます。 

  まず、第１点目は、議会二元代表制という地方自治に与えられたこの大事な議会運営の形

骸化であります。 

  思い起こせば今から４年前、私が議員発議案として役場庁舎の建設資金の条例改正案を上

程したところでございますが、これを上程と同時に休議をし、45分間ほど議会がストップし

ました。そのまま上程をせず、拒否をし、そしてなおかつ翌月の全員協議会では、議長のほ

うから、取り下げはしないのですかというふうな発言がありました。また、26年の１月には

町の新年賀詞交換会において、我々議会で一度も話したこともない、議題にも上がっていな

かったことが、議長の挨拶の中で、子供議会をことしは開催しますとこのような発言され、

私ら議員としてはびっくりしたところでございます。 

  また、昨年の９月には、議員の役職、これについて不均衡化が甚だしく発生しております。

常任委員会の割り振りは議長のほうに一応一任はしておるところでございますが、２つの我

が町の委員会の中で６年間も全くこの同じ委員会から動かない実態が今続いております。こ

れは議員が求めたにもかかわらず、そこの常任委員会のほうに入れてもらえないというふう

な、このような議員活動としては甚だしく不均衡的なことがあります。このように二元代表

制の形骸化。 

  それから、２点目においては、町議会議員の意見の不集約、議会民主主義の無視というふ

うな形が感じられます。 

  以前に、公立岩瀬病院運営の中で須賀川市からも提案ありましたが、福島医大の寄附講座

開設の説明がありました。執行のほうから説明が終わると同時に、議長は我々の意見をまだ

聞く前に、町長、これは反対否決すっからなというふうに、もう決定権的な話をされました。

はっきり言って驚きました。我々の意見が集約されてからの議長の反対否決発言ならばまだ

幾らかはわかるかもしれないんですが、全然なくて発言されました。また、26年の12月に

は、公立岩瀬病院の議員選出、これが議会にどのような形で選出するかという諮る前に当事
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者と２人で決定をして、そしてそれを我々に押しつけてきたところでございます。また、27

年の７月には、前副議長であります円谷氏の逮捕の問題が発生しました。このとき我々の全

員協議会でまだ議論する以前に、新聞記者のほうに、あすの議会全員協議会では辞職勧告す

るというような発表をしてしまったということでございます。この辞職勧告というものがど

のような重みを持っているのか、十分、二元代表制であり、なお我々議会議員の意見を集約

することができないまま終わってしまった点でございます。 

  それから、３点目は、議長職権の濫用でございます。 

  実は、昨年の９月に審議会役員人事において、自分の身内への圧力をかけております。議

長配下に入るよう身内の方に指示をして、そして何とか入るようにこうやったというふうな

ことで、大変当事者としては悩んだところでございます。また、９月８日の朝には渡辺議長

を議長として推すならば監査役のポストを与えるというふうな、そのような発言をして、役

員のポストを目の前に下げるようなことで自分の立場を有利にしようというふうな行動もあ

りました。それから、ことしの７月なんですが、岩瀬農業高校の馬術部が全国優勝いたしま

した。議会からお祝い金が贈呈されました。これは大変うれしいことかと思います。しかし、

我々議員はこのお祝い金が贈呈されたことすら知らない、また議会においても報告もないと

いうことで、このように自分１人で職権を動かしているというふうなことを痛切に感じたと

ころでございます。 

  ４点目は、町執行権への介入がありました。 

  それは、26年の12月だったと思うんですが、町の公認ゆるキャラを決定するための、一

般質問は、つくるべきだということでありました。12月議会が終わりまして、その後の懇親

会での議長の挨拶の中には、きょう議会が終わった午後２時過ぎに担当課長と担当者を議長

室に呼びつけて、年明け２月までに完成させるように指示をしましたと。まだ予算も取って

いない、なおかつつくることも決定していないのに、このように執行権への介入が、私はい

かがなものかというふうに感じました。 

  それから、５点目ですが、町議会の私物化。 

  と言いますのは、24年の７月に議会の行政調査が北海道壮瞥町に行きました。そのとき調

査スケジュールに全然入っていない部分で、予定外の議長の友人宅に訪問して約１時間近く

そこでいろんな話を議長はされておったようでございます。また、昨年の10月、ことしの７

月にも行政調査がありましたが、これらについては鏡石町議会として行っているにもかかわ

らず、その名称が渡辺グループというふうな名称で行っておりました。多くの町民の税金を

使って我々その行政調査をやっているところでございますから、鏡石町議会としてしっかり

とそういうふうな立場で地に足をつけてやらなくてはならないのに、この名称が渡辺グルー

プというのには、私は大変驚いているところでございます。 
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  それから、このことしの５月でございますが、昨年選出されました井土川監査委員が辞職、

５月30日で町長のほうに受理されました。発表になりました。ところが、その３日前の５月

26日の朝には、新監査委員になりました木原宅を議長が訪問して、監査委員をやってくださ

いというふうに要請に伺っております。まだ我々にその段階では、井土川議員が監査委員を

辞職したことを報告もされておりませんでした。しかし、その背景にはもう決定して、我々

に報告なったときは決定しておりました。何か聞くところによりますと、辞表提出は５月の

16日にもう出ていたそうでございますが、そのように町議会の私物化というものが余りにも

目に大きく入ってくるところでございます。 

  それから、６点目は、一般質問の議長席での指示の態度でございます。 

  議長席に腰をおろしておりながら、いつかは古川議員の質問のときに昼食までの時間が、

質問が延長できるように一生懸命議長席で指を開いて、延ばせ、延ばせというふうなジェス

チャーを与えておりました。また、ことしの３月には、木原議員が質問時間が短くなったこ

とによって順番の変更を申し出たらば、議長席でまいったなというふうな、こうバンザイを

やっておりました。このように議長席たるもの、しっかりとした態度でいていただかなくて

はならないと思います。また、全員協議会はいつもなぜか議長だけはサンダルでぴたぴた会

議に臨んでおります。我々に多くの点を求めながら、サンダル履きで会議出席しておると。 

  このようなことでは、私はこの以上６点を挙げまして、議長としてとるべき行動から著し

く逸脱しており、この理由によって２番、吉田議員が出しました不信任案には賛成するもの

であります。 

  以上です。 

○副議長（小林政次君） ほかに討論はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○副議長（小林政次君） これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決に入ります。 

  決議案第３号 鏡石町議会議長の不信任決議案についての件を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○副議長（小林政次君） 賛成が５名であります。 

  それで賛成、反対が同数であります。 

  したがいまして、地方自治法第116条第１項の規定によって、議長が本案に対して裁決い

たします。 

  決議案第３号 鏡石町議会議長の不信任決議案についての件は、議長は否決と裁決いたし

ます。 
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  したがいまして、本案は否決されました。 

  ここで、議長を交代したいと思います。 

  暫時休議いたします。 

休議 午後 １時１４分 

 

開議 午後 １時１５分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第７４号及び議案第７５号の上程、説明、質疑、意見、討論、採

決 

○議長（渡辺定己君） 日程第９、議案第74号 教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについての件及び日程第10、議案第75号 教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについての件を一括議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案２件を一括議題としたいと思います。 

  ここで、当事者であります塩田教育委員の退席を求めます。 

〔教育委員会委員長 塩田重男君 退席〕 

○議長（渡辺定己君） 局長に議案を朗読させます。 

○議会事務局長（吉田賢司君） 〔第７４号及び第７５号議案を朗読〕 

○議長（渡辺定己君） 提出者から提案理由の説明を求めます。 

  町長、遠藤栄作君。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） ただいま上程されました議案第74号及び第75号 教育委員会委員の

任命につき同意を求めることにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

  議案第74号の教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつきましては、このたび現

委員であります塩田重男氏が今月30日をもって任期満了になりますので、再任いたしたく、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意をいただ

きたく提案するものであります。 

  塩田氏は、平成20年10月から１期４年間、教育委員としてお務めいただいており、温厚

実直で、教育行政への識見を有し、教育委員として最適任でありますので、議会の皆様の同

意をお願いするものであります。 

  次に、議案第75号の教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつきましては、この
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たび現委員であります関根さなえ氏が、前任者の在任期間であります今月30日をもって任期

満了となりますので、再任いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定により、議会の同意をいただきたく提案するものであります。 

  関根氏は、平成27年10月から前任者の残任期間である１年間、教育委員としてお務めい

ただき、学校教育や社会教育に深い関心を持たれ、温厚で人柄もよく、教育委員として最適

任でありますので、議会の皆様の同意をお願い申し上げまして、２議案の提案理由の説明と

いたします。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  本案については、再任でありますので、意見及び質疑、討論を省略し、直ちに採決いたし

ます。 

  初めに、議案第74号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件を採決

いたします。 

  本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第74号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件は

同意することに決しました。 

  ここで、当事者の入席を求めます。 

〔教育委員会委員長 塩田重男君 入席〕 

○議長（渡辺定己君） 暫時休議いたします。 

休議 午後 １時２０分 

 

開議 午後 １時２１分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き会議を開きます。 

  次に、議案第75号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件を採決い

たします。 

  本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第75号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件は

同意することに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第７６号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（渡辺定己君） 日程第11、議案第76号 鏡石町税条例の一部を改正する条例の制定

についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  税務町民課長、木賊正男君。 

〔参事兼税務町民課長 木賊正男君 登壇〕 

○参事兼税務町民課長（木賊正男君） ただいま上程されました議案第76号 鏡石町税条例の

一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  ６ページをお願い申し上げます。 

  このたびの改正につきましては、今年３月末に所得税法等の一部を改正する法律が公布さ

れ、同法により外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税

に関する法律の一部改正及び同法施行令の一部を改正する政令が５月25日に公布されたこと

に伴う改正であり、所要規定の追加並びに関係規定の一部を改正するものでございます。 

  改正の主な理由につきましては、日本と台湾との民間租税取り決めに規定された内容を実

施するための改正でございまして、法律名の改正及び台湾との間の二重課税を排除するため

の措置を講ずることが主な内容でございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  このたびの改正条例につきましては、現行の附則第20条の５を附則第20条の６とし、現

行の附則第20条の４第１項から第６項までの条例適用利子等及び条例適用配当等に係る個人

の町民税の課税の特例に関する規定について条文の整理を行うものであり、さらに同条を附

則第20条の５として、附則第20条の３の次に新たに附則第20条の４の特例規定を追加する

ものでございます。 

  追加する附則第20条の４第１項は、特例適用利子等に係る所得割額の税率と課税の特例に

ついての規定でございまして、次ページ、８ページでございます。第２項につきましては、

第１項の課税の特例規定の適用がある場合の読みかえに係る規定でございます。第３項につ

きましては、特例適用配当等に係る所得割額の税率と課税の特例に係る規定でございます。

第４項につきましては、第３項後段に係ります適用の範囲を規定してございます。第５項に

つきましては、第３項後段の適用がある場合の読みかえに係る規定を追加するものでござい

ます。 

  附則につきましては、第１項においては、施行期日を法律附則に掲げる規定の日から施行

するとし、10ページでございます。第２項につきましては、経過措置として改正後の附則第

20条の４の施行日について規定したものでございます。 

  以上、議案第76号 鏡石町税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の

説明を申し上げました。ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第76号 鏡石町税条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第７７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第12、議案第77号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  税務町民課長、木賊正男君。 

〔参事兼税務町民課長 木賊正男君 登壇〕 

○参事兼税務町民課長（木賊正男君） ただいま上程されました議案第77号 鏡石町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

  11ページをお願いいたします。 

  このたびの改正につきましては、前議案同様、所得税法等の一部を改正する法律及び関係

政令の公布に伴う改正でございまして、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る国民健康

保険税の課税の特例について関係規定を追加するものでございます。 

  12ページをお願いいたします。 

  このたびの改め分につきましては、附則に次の２項を追加するもので、附則第13項につい
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ては特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例として、町民税で分離課税される特

例適用利子等の額を国民健康保険税の所得割の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含め

るものでございます。 

  また、附則第14項につきましては、特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例と

して、前項同様に適用するものでございます。 

  附則につきましては、第１項においては、施行期日を法律附則に掲げる規定の日から施行

するとし、第２項においては、適用区分として改正後の附則第13項及び第14項の規定の施

行日について規定したものでございます。 

  以上、議案第77号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、

提案理由の説明を申し上げました。ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第77号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決

いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第７８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第13、議案第78号 鏡石町復興産業集積区域における固定資産
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税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  税務町民課長。 

〔参事兼税務町民課長 木賊正男君 登壇〕 

○参事兼税務町民課長（木賊正男君） ただいま上程されました議案第78号 鏡石町復興産業

集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定につきま

して、提案理由のご説明を申し上げます。 

  14ページをお願いいたします。 

  このたびの改正につきましては、減収補塡制度を規定している政令のうち、平成27年度末、

本年３月31日にその期限が到来するもの等について、省令において適用期限の延長が行われ

たことにより、改正を行うものでございます。 

  15ページをお願いいたします。 

  このたびの改正につきましては、東日本大震災復興特別区域法に基づき規定された第２条

課税免除規定のうち、認定を受ける期限について平成28年３月31日と規定されたものを１

年間延長するための所要の改正でございます。 

  附則につきましては、本条例の施行について公布の日から施行し、平成28年４月１日から

適用するとしたものでございます。 

  以上、議案第78号につきまして提案理由の説明を申し上げました。ご審議いただき、議決

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第78号 鏡石町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部

を改正する条例の制定についての件を採決いたします。 
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  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第７９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第14、議案第79号 鏡石町税特別措置条例の一部を改正する条

例の制定についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  税務町民課長、木賊正男君。 

〔参事兼税務町民課長 木賊正男君 登壇〕 

○参事兼税務町民課長（木賊正男君） ただいま上程されました議案第79号 鏡石町税特別措

置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

  このたびの改正につきましては、前議案同様、適用期限の延長が行われたことにより、改

正を行うものでございます。 

  17ページをお願いいたします。 

  第３条企業立地促進法の規定による同意を得た基本計画において、集積区域における課税

免除規定について、前議案同様、平成28年３月31日と同意期限が規定されたものを１年間

延長し、平成29年３月31日とするための所要の改正でございます。 

  附則につきましては、本条例の施行について公布の日から施行し、平成28年４月１日から

適用するとしたものでございます。 

  以上、議案第79号につきまして提案理由のご説明を申し上げました。ご審議いただき、議

決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第79号 鏡石町税特別措置条例の一部を改正する条例の制定についての件を採決いた

します。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第８０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第15、議案第80号 町道路線の認定、廃止及び変更についての

件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  都市建設課長、圓谷信行君。 

〔参事兼都市建設課長 圓谷信行君 登壇〕 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ただいま上程されました議案第80号 町道路線の認定、

廃止及び変更につきまして、提案理由をご説明を申し上げます。 

  このたびの町道認定、廃止及び変更につきましては、成田地区圃場整備区域内の区画道路

でございまして、圃場整備の完了したことから区画道路から町道に切りかえを行うものでご

ざいます。 

  路線の認定が３路線、廃止が６路線、変更が17路線でございまして、道路法第８条第２項

及び第10条第３項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

  議案書の18ページをお願いします。 

  認定になりますが、１番になります成田527号線、起点が河原923番の３先、それから終

点が河原938番地１先でございます。延長が450ｍ、幅員が10ｍから27ｍでございまして、

以下１路線が認定でございます。 

  次に、廃止になりますが、廃止につきましては、路線名成田380号線、起点が河原423番

地先、終点が河原479番地先、延長が545.4ｍ、幅員が2.3ｍから５ｍ。以下廃止が５路線で

ございまして、計６路線が廃止というふうなことになります。 

  次に、変更になりますが、変更につきましては、成田357号線、起点が変更前が大宮552

番地先、変更前が終点が大宮523番地、延長が250.2ｍ、幅員が４ｍから6.3ｍ、変更後にな
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りますが起点が大宮843番先、それから終点が大宮780番先、延長につきまして416ｍ、幅員

が4.8ｍから19.4ｍになります。以下16路線でございまして、計17路線が変更になります。

記載のとおりでございます。 

  以上、議案第80号につきまして提案理由をご説明申し上げました。ご審議の上、議決賜り

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより議案第80号 町道路線の認定、廃止及び変更についての件を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第８１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第16、議案第81号 平成27年度鏡石町上水道事業会計未処分利

益剰余金の処分についての件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  上下水道課長。 

〔参事兼上下水道課長 髙原芳昭君 登壇〕 

○参事兼上下水道課長（髙原芳昭君） ただいま上程されました議案第81号 平成27年度鏡

石町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、提案理由のご説明を申し上げます。 

  このたびの未処分利益剰余金の処分につきましては、前年度決算に伴い剰余金の処分につ

きまして、特定の目的に使用するための積み立てをするものであります。その処分につきま
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して、地方公営企業法第32条第２項の規定により、平成27年度鏡石町上水道事業会計未処

分利益剰余金を次のとおり処分することについて、議会の議決を求めるものであります。 

  未処分利益剰余金、平成27年度末残高4,028万7,222円、議会の議決による処分額といた

しまして2,000万、そのうち減債積立金の積み立て100万、建設改良積立金の積み立て1,900

万、処分後の残高を2,028万7,222円とするものでございます。 

  以上、ご説明申し上げました。ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  ２番、吉田孝司君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 今、上下水道課長から説明があった議案第81号について、質疑をさせ

ていただきたいと思います。 

  私が不勉強なものでわからないんで教えていただきたいんですが、以前にも一般会計のほ

う、これ事業会計で別だと思いますが、残高が余った場合に半分を下らない額は貯蓄といい

ますか、その積み立てに回すということも聞いております。そちらの場合に財政調整基金で

すか、あるいは減債基金等に回すんだと思うんですが、この地方公営企業法の規定もやはり

同じように、半分を下らない額は回すということで、これは考えてよろしいのかどうか。 

  そして、その内訳、4,000万残って2,000万を、100万を減債積立金、これ減債基金という

ことで考えてよろしいのかどうか。そして、その減債基金というのは、条例も私も勉強した

のですけれども、ちょっと町の借金を減らすためのものとして制定されているわけですね。

そういうものに対して100万で、建設改良積立金に1,900万としたその根拠ですね。 

  というのは、お聞きしたいのは、今この水道事業、それこそ今この50億の第５次拡張事業

やっているわけですけれども、それに伴って借金がどんどんふえたというさっき説明、監査

委員さんからの説明があったわけでありますが、その額面までちょっと私忘れたんですけれ

ども、どれだけその企業債といいますか、その借金、この水道のほうで今残っているのか、

お示しいただいて、それに伴ってその借金の減債の積み立てが100万だと。私から見ればわ

ずか100万というのは本当に焼け石に水のような感じがするんですが、この辺についてどう

いう見解でこういうことになっているのか、一連の説明を求めたいと思います。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  上下水道課長。 
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〔参事兼上下水道課長 髙原芳昭君 登壇〕 

○参事兼上下水道課長（髙原芳昭君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  上水道会計未処分利益剰余金の処分、この処分額につきましては、あえて未処分利益剰余

金に対して任意積み立てということでやっておりまして、金額的に幾ら積み立てるという規

定はございません。あえて未処分繰越剰余金に対して、当年度の利益があった部分で、今年

度4,000万あった部分のうち2,000万を任意に積み立てるということでございます。 

  減債積立金への100万ということでございますが、現在27年度末で企業債の未償還部分が

約14億8,200万ございます。これらにつきまして、毎月、毎年利益が出た場合、減債と建設

改良という形で積み立てさせていただいておりますが、減債積立金、これはご存じのとおり

企業債、それへの償還分に充当させる、目的使用のために積み立てる分でございまして、元

金等がその条件になって元金償還に至れば、それを使って償還していくという場合の積み立

てをしている部分でございます。建設改良そのもの分については、現在、第５次拡張をやっ

ておりますが、こちらにつきましては、内部留保資金的になる部分でございまして、建設改

良への使用ということで利益が出た分を任意で積み立てて、今年度につきましては1,900万

ということで積み立てております。 

  将来的に、当然第５次拡張をやっておりますが、ほとんどが企業債、いわゆる借り入れを

して行うと、それに償還は、当然皆さんからいただきます使用料で賄うという条件で、公営

企業法に基づいた独立採算でやっている部分でございます。そういった部分で、今後もこう

いった利益が発生した場合には、そちらに積み立てて目的使用のために処分していくという

考えでおります。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第81号 平成27年度鏡石町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件を

採決いたします。 
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  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎請願・陳情について 

○議長（渡辺定己君） 日程第17、請願・陳情についての件を議題といたします。 

  陳情第10号は、会議規則第86条第１項の規定により、別紙付託表のとおり、所管の常任

委員会に付託いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（渡辺定己君） 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

散会 午後 １時４７分 
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開議 午前１０時００分 

◎開議の宣告 

○議長（渡辺定己君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

  本日の議事は、議事日程第２号により運営いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（渡辺定己君） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 今 泉 文 克 君 

○議長（渡辺定己君） 初めに、10番、今泉文克君の一般質問の発言を許します。 

  10番、今泉文克君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） おはようございます。 

  10番、今泉でございます。９月定例議会のトップを切って一般質問をさせていただきます。 

  ことしは異常気象と言われながらも全く雨が降らなかったり、あるいは暑い日が続いたり、

かと思えば最近は台風の連続ということで、その被害は全国で大変な形を残しております。

先週も岩手県、北海道においては考えられないような大雨のために、たくさんの方々が人命

を落としております。当初の予定どおり福島県にあの台風が上陸して、我が町を通ったらば、

大変だなというふうに思われます。 

  ご存じのように、収穫を間近に控えた稲やリンゴ、梨やたくさんの農作物、それから我々

の生活にまで大きな被害をもたらすことが考えられます。あの台風が海を行ったことが幸い

したのかなというふうに、今、安心をしております。 

  今朝、議会に来るのにうちを出ましたらば、鏡石はいいな、特に鏡田はいいなと思いまし

た。宣伝してしまいますが、鏡田のサルスベリがきれいに咲いておりまして、心安らぎ、そ

して花いっぱい町づくりの我が鏡石町がそこにあるんだなということを感じながら、役場に

向かったところでございます。 

  この最近は、リオでのオリンピックが41個のメダル。簡単に言いますが、世界の中でのベ

スト３に入った方が41もあるということは、すごいことだなというふうに思いました。また、

あすからはパラリンピックが開かれまして、多くのアスリートがたくさんの喜びや感動を与
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えてくれると思います。 

  また、鏡石町においては、昨日の町長の説明にもありましたが、岩瀬農業高校の馬術部が

全国優勝するという、全国の優勝ですから大変なことをあの若い学生さんたちが頑張ってく

れました。 

  また、昨日は「ゴジてれ」におきまして、鏡石町のパン工房さんが米粉の加工品でいろい

ろ頑張っているということが放送され、若い方の努力が感じられました。 

  そして、鳥見山陸上競技場に行きますと、あの緑の芝生の上で若いアスリートたちが楽し

く汗を流して、元気いっぱい頑張っております。人気であり、体力づくり、あるいは我が町

の健康づくりにマッチした環境だなということを改めて感じたところでございます。 

  しかし、ちょっとかすんでおりますが、ふれあいの森が最近影が薄いというんですか、あ

のようにせっかくのすばらしい環境、そして遊具施設等が整っているところでありますが、

もっともっと宣伝を強化して、日の当たるエリアづくりに今後期待していきたいなというふ

うに感じている昨今でございます。 

  それでは、通告させていただきました質問に入らせていただきます。 

  一番大きいのが、１番は交通体制と道路網の整備についてをお尋ねいたします。 

  （１）でございますが、鏡石スマートインターができまして、町民を初め非常に多くの

方々がその利便性を享受しているところでございます。当初、南部工業団地のほうに大きい

本格的なスマートインターの計画があったところでございますが、時代の背景、それから予

算等の兼ね合いもありまして、このパーキングエリアを使ったサービスエリアが、今、我が

町の一つの交通の核になっております。 

  しかし、残念ながらスマートインターでこの時間が６時から10時まで、あるいは車種も中

型車以上は現在のところ無理であるというふうなことに規制がされております。このスマー

トインターというのは、我が町の交通網あるいは産業の活性化、それから利便性と考えたと

きに、町づくりの一つの大きな核であると思います。絶対に重要なインターチェンジであり

ます。 

  この鏡石スマートＩＣの今後の方向、24時間運用あるいは全車種運用の計画等は、町当局

としてはどのように考えておられるのかをお伺いします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） おはようございます。 

  それでは、10番議員の交通体系と道路整備。その中の鏡石スマートＩＣの今後の方向、そ

れから24時間・車種運用の計画についてのご質問にご答弁を申し上げます。 

  東北縦貫自動車道鏡石パーキングエリアに接続する鏡石スマートインターチェンジにつき
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ましては、交流人口の増加や移動時間の短縮などを目的に、平成21年４月に本格稼働したと

ころでございます。 

  現在は１日約800台程度の利用をいただいているところでございます。スマートインター

チェンジの整備・管理運営方法につきましては、町、それから国・県、ＮＥＸＣＯ東日本、

それから近接する市町村で構成されています鏡石スマートインターチェンジ地区協議会とい

うところで検討・整備することになっております。 

  鏡石スマートインターチェンジの24時間及び全車種運用につきましては、地区協議会にお

ける関係機関と協議が必要になります。全車種運用を行うためには、スマートインターチェ

ンジへのアクセス道路の改良が必要になります。構造技術的な課題も含めて検討してまいり

たいというふうに考えてございます。 

  以上、答弁としたいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） そうしますと、ただいまのところ24時間運用とか、あるいは全車種

可能とかというふうなことについては全然考えていないと、協議会でやらなくてはならない

からということであって、町としてはそういう計画というのはお持ちでないのか。あるいは、

予算等についても試算か何かしたのかどうか。 

  それから、町としてはこの24時間運用に対する必要性というのは感じていないのかという

ふうな、協議会でまだやっていないということは、町ではそれは求めていないということに

なるかと思いますので、町としてはこの必要性は考えていないのかというふうなことをお伺

いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） ただいまの質問にご答弁申し上げます。 

  まずインターチェンジの24時間の必要性、これについては当然必要というふうに考えてお

ります。今、担当課長から申し上げたとおり、いわゆる道路構造上の問題、さらには資金的

な問題ということがあるということでありますので、そういった点については、細かいとこ

ろは担当課長から申し上げますけれども、そういったことで必要性は感じているということ

でご答弁にかえさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） 都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） その鏡石スマートインターチェンジの地区協議会の検

討調整につきましては、交流人口の増加、それから移動時間の短縮を目的にしまして、整備

効果について検討しております。 
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  先ほど町長が言いましたが、24時間もお話の中ではあるんですが、地区協議会の中ではそ

の整備効果について検討しております。整備効果の内容になりますが、１つ目は緊急医療に

関する効果、それから企業支援の強化、支援ですね。それから地域の交流の効果。次に、定

住促進の効果ということで、整備効果の内容について検討をしているところでございます。 

  24時間に対しては、大体１日当たり今800台というふうになっていますが、目安としては

1,000台が目安だというふうなことになっているようでございます。1,000台の目安という

ことで、それなりに町としては努力をしたいと考えてございます。 

  それから、車種運用につきましては、車種別の判定機の設置ということでございまして、

これは長さ等につきまして車軸が長いやつ。長いというか大きなダンプとかトラックについ

てはスペースが足りないということがございまして、これらについては構造技術的な課題も

含めて検討の材料というふうになってございます。 

  その利用台数とアクセス道路の関係につきまして、当時の試算といいますか、改良するに

当たりどのぐらいの試算がかかるんだということで、一度試算をした経過がございまして、

約３億3,000万ほどかかるような、これは上り線ということの限定でございます。下り線に

ついてはあらかた整備がされていますので、上り線については一応３億3,000万程度の試算

になってございました。 

  それから、地区協議会につきましては、関係機関と協議しながら継続ということで進めて

まいりたいと思います。その整備効果については町内の企業へのアンケートをとったり、そ

れから体育施設等に来てくださる方々へのアンケートをとったり、いろんなことの効果につ

いて調査をしながら進めていきたいというふうに考えてございますので、24時間ないし車種

については勉強会等々でできるような方向で考えていきたいというふうになっておりますの

で、ご理解をいただきたいと、そういうふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 24時間はやはり多くの町民が求めているものであるし、全車種とい

うものも、これいろいろありますが、そうしますと、効果については十分協議会で検討して

いるということであり、予算は上り線だけの予算が３億円くらいかかるというふうな数字が

出てきましたが、これらについては、我々きょう初めて聞くことでありますから、後日また

全協か何かで、どのような設計でこの３億というのが出たのか、説明でもいただけるように

求めていきたいと思っております。 

  それでは、（２）番になりますが、国道４号線の４車線化の進捗状況は計画どおりなのか

ということでございます。非常に今、道路が立派になりつつあるところが目に見えておりま
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す。しかしまだ部分的な完成であって、完全開通にはなっておりません。一部いろいろ裁判

の問題もあるようでございます。収用法務があるようでございますが、それらはどの程度ま

で進んできたのか。それから、この高久田・久来石線の完了は予定どおり当初どおり進んで

いくのか。 

  この４号線というのは国で４番目に重要な道路ですから、やはりいち早く４車線化が完了

できるような体制を整えていく、町としても要望していくというふうなことが大事であろう

と思っております。 

  実は、県外から訪れた方々が鏡石に来て驚いているのは、今どき国道で２車線なんですか

と。それで、渋滞に巻き込まれたりしておりますから、やっぱりいち早く鏡石町がいい町だ

というふうにアピールしたいということであれば、この４車線につけては相当強力なバック

アップをしていってほしいというふうに思っておりますが、計画どおりに進むのかどうなの

かを改めてお伺いさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  国道４号線、４車線の拡幅についてでありますけれども、久来石の交差点を起点としまし

て終点の高久田までの4.5キロということで４車線の計画が実施されているということであ

ります。 

  そういう中で、国から公表されました開通の見通しということでは、昨年５月に役場前の

交差点から終点の高久田までの2.3キロメートルの区間につきましては、31年度の完成に向

けて事業を進めているということで発表をされたところであります。 

  また、役場前交差点から南2.2キロについては、今後の進捗状況を踏まえまして、完成予

定時期の見通しに立った段階で公表するということでの内容のようであります。 

  さらに、４号線については質問のとおり１桁道路で２車線、そして東北の玄関口だという

中であり得ないと、私もそういうふうに思っております。そういう中では、この４車線の拡

幅の事業計画も鏡石全域ではない。いわゆる久来石の交差点までだということであります。

それ以南、いわゆる泉崎村まであるわけでありますけれども、これらも含めて、やはりこの

関係機関と協議をしながら国のほうに要望をしてまいりたいというふうに思っているところ

であります。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） そうしますと、当初よりは若干おくれているというふうなことであ
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るかと思います。これは郡山のバイパスの高架橋もあったから、大変この郡山管内の財政的

なこともあるかと思いますから、あれはもう終わっておりますので、いち早い鏡石が完成す

れば、今度は南進に向けてまた行くと思いますから、強力なやっぱり要望あるいは対応をし

ていただきたい。 

  特にこの地区においては、前の外務大臣をやっていた玄葉光一郎先生が、地元選出の国会

議員として力のある方がおいでになるわけですから、こういう方々のやっぱりお力を借りて、

ましてや町長さんは身内でもあるわけですから、やっぱり頭下げても泣いてもいいから頼ん

で早く完成するように進めていただきたいというふうに、私ども議会としても強く思うもの

であります。 

  それでは（３）番になりますが、鏡石から天栄、稲田も通りますが、この最重要線であり

ます県道、鏡石・停車場。これは岩瀬牧場の牛乳を運ぶための汽車の停車場だったから停車

場というふうに名前がついてしまったらしいんですが、松本線の改良計画です。 

  これはもう従来から舗装になっただけで、道路は広くはなっていない。あるいはカーブも

多い。しかし、交通量は相当の交通量が通っているかと思います。これ、１日何台くらいあ

の道路は通過しているのかは、私もわかりませんが、町は把握していると思いますから教え

ていただきたいと思うんですが、朝夕のラッシュ、これ、非常に大変な部分もあります。 

  そこの中で、高校生が自転車で岩農に通う生徒さんたちが狭いところを通る。あるいは、

一小、中学校に通う子供さんたちが何とか通るということになりますと、人命にかかわる部

分でもありますから、やっぱりこの路肩が悪い、それから狭隘な部分、カーブが多い、交通

量が多いということを考えると、そしてなおかつ先ほどお話ししましたスマートＩＣの下り

線の進入あるいは出口とかになっていますので、今後どんどんとやっぱり多くなることが予

測されます。 

  そういう意味では、やはりあのエリアの道路、これをもっと何らかの形で拡幅するなり、

あるいはカーブを取るなりとかというような計画が、私は必要であるというふうに強く、今、

感じております。 

  町当局としては、そのような部分については改良計画をお持ちなのか。それから、県のほ

うへの要望はしているのか、それらについてお伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 10番議員の県道鏡石・停車場線、松本線の道路改良に

ついての計画と県への要望についてのご質問にご答弁をしたいと思います。 

  本県道につきましては、鏡石中心にして市街地から天栄を結ぶという大変交通量の多い路

線になってございます。特に朝夕の通学についてもなっていることから、自動車や自転車、
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それから歩行者の往来が激しく、車道の路肩も狭く片側歩道ということで狭隘であるという

ことで、大変危険な状態にあるということで、議員さんのおっしゃるとおりだと思います。 

  それから、不時沼交差点におきましても、県道から国道４号線に入る右折レーンがないと

いうこともございまして、朝夕は滞留してしまうというふうな状況が発生しております。交

通に支障を来しているというような状況でございます。 

  これにつきまして、以前より県と意見交換会の中で交通安全の確保ということを念頭にし

まして、歩道の整備、それから国道４号拡幅工事に合わせた交差点の改良ということについ

て要望をしております。 

  県では、利用状況等の確認をしながら方針を検討して、当面は通常管理により交通安全の

向上に努めてまいりたいというふうな回答でございます。ただ、そのような回答でございま

すが、町としては危険であるというふうに認識しておりますので、継続して要望してまいり

たいというふうに考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） そうしますと、県としては現状の形で安全性を確保する努力をする

というふうなことですよね。そうしますと、ただいま課長が答弁されたように、４号線が今

度４車線化になって進入がしやすくなってくるということになると、また流れも多くなると

思うし、多くの意味でやっぱりこれは４車線とともに、アツジから私が当初にお伺いしまし

たスマートインターの活用とともに考えると、整合性がこの部分については大きいと思うん

です。 

  ですから、インターチェンジと一緒にやっぱりこの開発行為というんですか、それから高

速の上り線とか、そういうやつの兼ね合いもあると思うんですが、特に私、あそこを通って

いつも感じますのは、高速道路の上のあの橋がやっぱり、今、課長が言ったように歩道が狭

い。なおかつ、あそこにネックになって集中しているということで、非常に危険性が感じら

れます。 

  それから、あと、小島自動車さんのところから斎藤前県議会議長の入り口のところなんか

はカーブもあるし、特に冬期間はあそこは日陰になって凍結もしているんですよね。ですか

ら、そういうことを考えれば、やっぱりあれは町の重要な安全を確保しながら交通動線とし

ての必要性が私は高いのではないかというふうに思いますので、今後、県のほうに要望して

いるだけではなくて、町の再整備計画の中の大きいポイントとしてやっぱり考えていく必要

性があるんではないかというふうに思います。 

  ましてや斎藤前県議会議長がいるところですから、力をお借りして、やっぱりこのときに
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こそやっていかないと、なかなか後で進まないと思いますので、町としてはそれについて強

力にやる気があるのかどうか、お伺いします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 再質問にお答えします。 

  議員さんが言われるとおりでございまして、大変危険だというふうな認識は持っておりま

す。これにつきましては、建設事務所所長を含めまして、須賀川土木事務所長も含めまして

毎年意見交換会ということをやっておりまして、町の重要性については十分認識してもらっ

ているとは思っております。 

  町としては第１幹線道路、県道３本しかございません。鏡石下松本線から矢吹、成田、鏡

田線と３本しかございませんので、特に危険であるということには、市街地の中では一番危

険な箇所になっておりますので、十分承知しておるところでございます。 

  なので、重要課題として継続して要望していきたいというふうに考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 事故が起きてからでは遅いし、ましてやそこの事故の被害者になる

のは我が町の子供とか老人とか、その方々が一番対象になるわけですから、やっぱり安全性

というふうなことを加味しながら、そして地域の全体的な交通網の整備やら、インターチェ

ンジも含めてやっぱり関連するところでございますので、町としてはやっぱり今後これは力

を入れていく案件だと思いますので、きょう、質問させていただきました。 

  それから、（４）番になりますが、町道の整備計画はどのようになっているかというふう

なことでございます。先日も、前々回ですか、１番の小林副議長も質問でやっておりました

が、自動車学校の裏から今度新たに開通した国道118号線、深内を通るつながる自動車学校

のところから入って田んぼ道を行く大変狭い道路です。 

  これはやはり非常に交通量が多くて、私もこれであそこのことに触れるのが４回目ぐらい

になるかと思うんですが、やっぱり地域の朝夕の交通網の整備では、今、Ｕ字溝にふたをし

たぐらいで逃げていくことはなかなか不可能な状況ではないかと思うんです。 

  やっぱりこれは関係者のご協力をいただいて拡幅あるいはカーブを取って、走行が安全に

できるような考え方。そういうことが私は今後の大事な部分であろうというふうに思ってお

ります。 

  それから、農免道路の西原、俗に言う円谷一男さんのところから高野池に入っていく道路。

そしてまた、それが延長すれば、あの基盤整備の間を通って大宮団地を抜けて成田の運輸ま
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で行く道路があるんですが、あれらもやっぱり従来の道路幅であるし、それからカーブも多

いししますから、これらについてももう少しカーブを取るとか拡幅して、車がすれ違うのは

必ずあそこはとまって待っていないとできない状態がもう何十年も続いている状況だし、ま

た、高野池には白鳥が来ておりまして、きれいな環境になっておりますので、やっぱりそう

いう意味ではこの道路網をどんなふうに考えておられるのか。 

  それから、鳥見山一貫線を通じて、須賀川市と今、再三再四にわたってこれも議論されて

いると思うんですが、これらの町道です。須賀川に延伸するための道路の状況。これは現段

階ではどのようになっているのか。 

  また、須賀川市としてはあの幾らですか、300メーターだかのあの道路部分の買収状況と

か、話し合いとかはどんなふうになっているのか、お伺いさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 10番議員の町道の整備の計画についてでございますが、

道路計画につきましては鏡石町の都市計画マスタープランにおきまして、道路、それから交

通網の整備方針を定めております。 

  具体的には、当町の周辺市町村を結ぶ国道４号のような広域的な幹線道路、それから鏡石

とＩＣを結ぶ町道中外線のようなアクセス道路。次に、身近な生活道路までさまざまなラン

クがございます。 

  都市計画道路を初めとしまして体系的に整備計画を立てているということで、マスタープ

ランにおいては計画になってございます。 

  現在では東北本線の東側におきまして、南北動線の確保ということで重点的に整備してお

りまして、１つは久来石行方蓮池西線、それから鏡田地区については499号線を優先的に整

備しておりまして、ＪＲの東側を中心にやっているところでございます。 

  今後の新たな計画というふうになりますが、都市の骨格を形成する幹線道路ということで、

未整備となっている都市計画道路の整備を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 一問一答だから答弁ない部分も再質問できますから助かりますが、

ただいま申し上げましたように、鏡田の蒲之沢地区の道路網の整備というのは計画道路の中

でマスタープランでやっていくというふうなことで、久来石行方線、499号線を進めている

ことは、それは承知をしております。 

  そして、マスタープランの中でやるということになっていますが、この蒲之沢地区の道路、
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それから高野池の道路、それから須賀川の買収についてはどんな情報が入っているかですね。

あのエリア。須賀川の１名の地権者の方の同意が得られなくて、須賀川、接続できなくてお

りますよね。それらについてはどんなふうな現状の状況になっているか。 

  マスタープラン、計画に沿ってということになりますが、この蒲之沢とか高野池というの

は何番目ぐらいに考えられるんですか。30番、40番なんていったのでは来年の話ではなく

なりますが、その辺はどんなふうになるかお伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） まずは高久田一貫線の話になりますが、この次の質問

に出てくる橋本議員さんの質問にも答弁するようになると思うんですが、現在、須賀川市で

動いておりますが、１件の方につきましては難色を示しているようでございまして、膠着状

態というふうなことになってございます。一貫線の先線については、須賀川地区については

そのような状況になってございます。 

  次に、道路の整備の関係でございまして、蒲之沢地区、それから成田地区は確かに重要だ

ということで考えてございまして、補助幹線道路、道路については高機能道路、それから補

助幹線道路というふうに分かれてございまして、町、ある程度は補助幹線道路というふうな

ことで捉えておりまして考えているんですが、ただ、道路整備につきましては、その費用に

ついてはそれ相当の費用がかかってございます。道路行政に限られた予算の中で整備してい

きたいというふうに考えてございまして、１つについては今後の118号から蒲之沢地区に向

かう道路。 

  これは、２年前にも今泉議員さんのほうから質問をいただきました。それは計画に載って

いますというふうなことでお話ししたんですが、順番的には順番待ちというふうな、先ほど

言いました補助幹線道路になっていますので、計画はあるんですが、先ほど言いましたよう

に道路行政に限られた予算の中でというふうになりますと、なかなか町は厳しい状況にござ

います。 

  決してやらないということではないので、いわゆる町全体を考えながら今後の整備を進め

たいと考えていますので、順番を守りながら整備していきたいと考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉文克君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 118号線の接続については順番待ちということですから、何番だか

わからないけれども順番待っていますから。私が待っているんじゃなくて、地域住民と利用

者が待っていますから、十分念頭に置いて進めていただきたいなというふうに思います。 
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  それでは、５番目になりますが、東日本の大震災から５年半年を経ました。本当にあの考

えられないような環境からよく今日の鏡石町に再生したなというふうに、振り返ってみます

と思います。誰もがあの状況からどうしたらいいかわからない中から、今日まで努力してき

たことが見える今日になっております。 

  町道は確かにもうマンホールが上がったり陥没したり大変な状況になっておりまして、担

当課としてはもう本当に24時間昼夜関係なくこの対策に当たってこられたと思うんですが、

事業内容を見ますとほとんど復旧という言葉はなくなりましたので、全部完了したのかとい

うふうに思いますが、完了したのかどうかというふうなことをお伺いします。 

  また、５年ほど前に把握したときに、この復旧の必要性を感じる要望は全部で何カ所ほど

あったのかということ、それらに対する対応はほぼ完了しているのかどうか、お伺いいたし

ます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 東日本大震災による町道の復旧と５年前の復旧の箇所

の対応についてでございますが、まず当時被災した箇所については、要望箇所を含めまして

被災調査をしまして、道路の災害復旧工事ということで査定を受けました。 

  査定については79カ所で12㎞、国の査定を受けまして、補助事業として復旧をしたとこ

ろでございます。それから、査定後、被災がまた判明した箇所というのがございますが、こ

れは町の単独事業ということで68カ所、約６㎞ほど復旧をいたしました。合わせまして、

147カ所18㎞になります。金額にしまして１億1,000万ほどの金額になってございます。 

  それから、震災前の状況に戻ったのかというご質問になりますが、災害復旧は部分的にし

か復旧しておりません。これも国との査定の状況によりますが、部分的にしか復旧しており

ませんので十分とは言えないかもしれませんが、支障となる箇所についてはある程度完了し

たというふうに考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 147カ所、大変な箇所が対象になったかと思うんです。確かに今、

課長が言われたように応急的な部分もあるし、それで鏡田の転作センターの入り口のところ

なんですが、あそこが私も３回ほど町のほうにお話をしたんですが、どうもまだひずみが出

たり、あるいは上からの排水のＵ字溝の横断する部分があったり、あるいは大型車が通った

りということで、非常にひずみが多くて、あそこのお住いになっている方が夜ガチャガチャ

ンと大型で何回も目が覚めてしまうんだというふうなことは、よく言われております。 
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  町に伝えておきますとは言って伝えてはおったんですが、もうやっぱりしっかりと路盤か

らですね。前に伺ったときは、あれは上下水道課だとか下水だとかと、こういうお話もあっ

たりして、担当課はどちらでも構わないんですが、ましてや相当ひずみがありますから、ま

して転作センターというのはもう地区の人たちが集う場所でもあるし、子供達も集まるし、

それから住んでいる方が夜中、自分の枕元で大型がガチャガチャンといったら目が覚めたら

やっぱり安眠もできませんので、しっかりともう一度、路盤から整備してもらうようにでき

ないかということをお伺いしたいと思います。 

  確かにこの災害復旧でこれほどの1,400カ所もやったわけですから、大変な仕事だったと

思うんですが、昨年９月にはかなりの大きい工事が、議長さんのうちの前100ｍが片側全面

舗装にきれいになりましたね。きれいになったからよかったです。交通安全上も。 

  だから、そういうふうな部分があったり、あるいは今言ったように継ぎはぎでガタガタし

ている部分があったりということを考えますと、もう少し道路網の整備については目線を広

くして進められないかどうか、改めてお伺いします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 再質問になりますが、議員さんのおっしゃるところは

非常に理解はしてございます。町の整備、補修につきましては、それ相当な費用がかかると

いうことも先ほども申し上げましたが、道路行政につきましては経費が大分限られておりま

す。 

  要望に当たっての整備というのは、それぞれ応えるのはなかなか順番があったり厳しいと

ものがあるんですが、町としては緊急的なもの、それから暫定的なもの、公共的なものとい

うふうなことで分けながら、今、進んでいるところでございます。 

  先ほど言われました幹線道路、議長さんの前のあたりの幹線道路につきましては、道路不

足事業ということで補助事業のほうで対応させていただいております。そのほか副次的な接

続道路につきましては、その他の交付金等を使いたいということで県に要望しながらやって

いるところでございますが、いかんせん交付金、なかなかつきが悪うございまして、町単独

事業というふうなことになってございまして、先ほど言ったように要望に合わせて整備する

のは困難でございますが、なるべく要望に沿うように考えていきたいというふうに思います

ので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

  以上、答弁とさせてください。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 多くの住民は道路の整備について要望があるものですから、担当課
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としては大変でしょうけれども、十分な対応を進めるようなことで強く求めていくものでご

ざいます。 

  それでは、２番目の町の広報事業と対外的アピール政策についてに移ります。 

  （１）番はふるさと納税です。これらは町もかなり努力されており、その効果は上がって

きているのかなというふうに思います。しかし、いろいろ調べてみますと、これほどの差が

出る事業もないのかなというふうに改めて感じました。 

  全国ですごく大きいところが宮崎県の都城市です。これは納税額が35億円というふうな、

とてつもない額がふるさと納税。それから静岡県の焼津も35億円とか、そんなふうに我が町

の一般会計もとの予算と同じくらいの納税額が集まっているんです。同じふるさと納税であ

りながらもこんなに差が出る。国が求めている姿とは違うと言うかもしれないんですが、余

りにも大きい差が出ているのかなと思います。 

  市町村格差がこれほど出たんでは、集まったところだけでも大変いいなと。近くでは湯川

村がやっぱり米の返礼品でやったところが１万俵オーバーしたということで、うれしい話な

のか悔しい話なのかわからないんですが、８月19日でふるさと納税のこの米の部分は締め切

ったというふうな、信じられないような記事が新聞に出ておりました。 

  市町村格差がかなり大きいんですが、我が町鏡石としては県内では何番目くらい、また、

額は現在どのくらいになっているのか。また、全国のトップクラスとの上位との差が何でこ

んなにあるのかということを町のほうではどのように把握して、またその対応策を練ってお

られるのかをお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） おはようございます。 

  10番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  ふるさと納税につきましては、寄附金税制の仕組みを活用しまして、自らの納める個人住

民税の一部について住所地団体から他の地方団体へ移すような効果を持つ制度でございまし

て、平成20年度から導入されてございます。 

  自分の生まれ育ったふるさとだけではなくて、応援したいどの地方団体に対する寄附も対

象とされてございます。近年につきましてはふるさとへの貢献よりも返礼品のほうに関心が

集中するなど、その是非についてはいろいろな議論がなされているところでございます。 

  県内、鏡石の状況につきましては、先ほど議員さんからありましたように湯川村が３億

7,400万、飯館村が３億6,800万と多くの納税の実績となってございます。当町におきまし

ては平成26年度から、町外の個人に対して１万円以上について3,000円相当の返礼品を開始

してございます。26年度は18件、27年度は53件の実績でございまして、県内では59市町村
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中、金額で言いますと45位というような状況になってございます。 

  大きいところとの差と申しますか、なかなか一概には言えませんけれども、数字的に見れ

ば、やはり先ほどありました都城とか多いところを見ますと、大変魅力的な返礼品のブラン

ド力と、さらには寄附金額に対する還元率。つまりメディアでも多く報道しておりますが、

やはりお得だというようなところがあると考えております。 

  また、それ以外にもやはり申し込み方法とか決済方法が簡便であるというようなことも挙

げられると思います。 

  ただ、それだけではないと思いますけれども、現在のところ、そのような差があるのでは

ないかと。さらには商品の数、選択数も一因ではないかなと思ってございます。 

  町におきましても、ことしの４月から従来の返礼にかえまして種類と区分を変えてＰＲを

行っているところでございます。また、今回、補正予算を計上しまして、今やっている方法

をもう少し簡便にできるような方法に取り組んでまいりたいと思います。 

  当然、引き続き、ふるさと納税の増加を図るためにＰＲしてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 県内で45位ということは、余り記録に残したくないですね。４位か

５位というふうなことであればこうやりたいんですが、こう見てみますと、全国の中からも

小さな町でありながらも、20億くらいをざらに確保している町村もたくさんあります。見て

みますと、本当に小さい町でも15億とか、そういうふうな額を確保している。これはやり方

であるのかな。 

  国の本来の趣旨とは違うから、それは違うんだというふうなことになると、花をとるのか

実をとるのかになると思いますが、まだまだ我が鏡石は二歩も三歩もおくれていると思いま

す。 

  返礼品をいただいた方からお話を伺いました。そうしましたら、やっぱり満足したという

ふうなことではないんです。やはりもうちょっと何かないですかねという言葉がついてきま

した。その言葉を聞いたときには、喜んでもらえなかったんだなというふうな思いがありま

したので、やはり返礼品については、何かまた補正予算でこの後、改善がされるというふう

なことでございますが、私たちまだ伺っていないのでわからないんですが、やはりかなり抜

本的にこれをやっていってもいいのではないかと思うんです。 

  ひょっとしたらば、専門の専従のこういうふうなプロの職員を置いて、ふるさと納税をも

うどんどん拡大するんだというふうな職員を１人くらい、こういうのにたけている方を何と

か見つけ出してやって、そして鏡石町を少しでもやっぱり対外的に理解してもらえるような
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やり方を町としては今後考えられないかどうか、それらについてお尋ねします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） 10番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  総務省で言っております本来の趣旨というのも、私たちも理解しているということで、そ

ういったことで20年から始まりましたけれども、実際、返礼品を出したのは26年というこ

とになっております。 

  送った方々に喜んでいただけるように、当然ながら町の特産品をメインとして送っており

ます。ただ、還元率が１万円以上で3,000円程度というような３割ぐらいの還元率でやって

いると申しますのは、やはり町を応援したいというような気持ちを寸借しますと、やはりこ

のぐらいが通常の返礼としては常識的なのかなと。 

  ただ、議員さんがおっしゃいますように、実をとるのであれば都城とか他の先進地のよう

に８割、９割、さらには105％というような還元率の返礼品をやっているところも実際にご

ざいます。 

  ですから、実際に手元にどのくらい残るかという議論もありますけれども、うちのほうで

もことしの４月から、そのような形で内容をちょっと刷新させていただきましたので、こと

しの状況を見ながら、当然ながら改善はその都度変えていきたい。 

  あと、職員専従につきましても、現在のところ産業化のほうに特産品の返礼をするという

ことで、臨時職員を雇ってやっている状況でございますけれども、それについても今後、補

正等で専門の業者さんのほうに簡便な方法にできるように依頼するような補正も計上してお

りますので、その中でいろいろご審議をいただいて、今後の対応についても協議してまいり

たいと考えてございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 同じ手間をかけて、やっていることもほぼ近いようなことをやって

いて、それで相当の収入に差が出るということになると、何か我々、その立場にかかわる者

として、やっぱり鏡石は県内で４番なんです、５番なんですと言われるのと、45位ですと言

われると、その話の中にも入りたくなくなってしまいますから、やっぱりこれからの体質と

しては実をとるスタイルのふるさと納税、それを強力に進めていくべきでないかなと思いま

す。 

  この７月に行政調査で行ってきました北海道の当別町。ここなんかはふるさと納税でもっ

て道の駅の建設基金にするというふうなことで、もっとも、そこには生チョコで有名なロイ
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ズ（ｒｏｙｃｅ）ですか、あれがありまして、そこから相当の額の納税もあるようでござい

ますが、そういうふうなことで、やはり少しでも我が町財政を確保するために進めていく必

要性を感じました。 

  それでは、２番目には鏡石町の対外的な認知度を高めることをどのような政策を実施して

いるかというふうなことでございます。その必要性というのはどのように考えておられるの

か。 

  ラッピングカー導入や町公共施設の冠名称は、これは前にも出ておったんですが、その後

どうなっているか。 

  身近なところでは、震災のときに寄附をされましたＡＫＢバスです。あれなんかラッピン

グカーの最たるものだと思います。ああいうバスが目の前にあるのに、鏡石の公用車が鏡石

町はアヤメがあったり田んぼアートがありますとか、農業のキュウリとかリンゴがとれるん

ですとかというふうな部分を書いた車は一台も走っておりません。 

  やっぱり町の車だからそういうのをやるのはふさわしくないという考えなのか、あるいは

そういうことに対して今まで考えていなかったのか。ある意味では、やっぱり公用車につい

てはそのような姿を、全部やれとは言わないですが、町の中を走る車が鏡石町の車なんだと

いうことになると、何となく明るさもありますから、やっぱりそのようなことでこのラッピ

ングカーの導入。 

  あるいは、鳥見山陸上競技場なんかは町内の企業の名前のついた、県ではとうほうスタジ

アムなんていうのがあったり、いろいろありますから、そういうふうな冠名称というのはそ

の後どんなふうになっているか、お尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） 10番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  町の魅力を対外的にＰＲしていくことは、今やっております人口減少対策。当然ながら今

後、地方創生でも示しているように人口がどんどん減少していく。人の取り合いになるのか

なということも考えられますから、大変重要な施策ではあると思います。 

  対外的なＰＲとしましては、第５次総合計画にありますような、今までは「牧場の朝のま

ち」というのを将来像としまして、緑に囲まれたさわやかなイメージの町ということで、田

んぼアートの取り組みとか鳥見山公園の充実したスポーツ施設、さらには平らで住みやすく、

交通の利便性がいいというようなことを今までもホームページとかいろいろな機会でＰＲに

努めております。 

  ご質問のようにラッピングカーにつきましては、今のところイベントの、例えばことしで

言いますと、あやめ祭りのときに看板を張ってＰＲするというようなことはやってございま
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すけれども、ラッピングカーまではちょっといかないんですが、そのような状況でございま

す。 

  あと、当然、公共施設のネーミングライツというような議論もございました。当然ながら

企業としていかなメリットがあるのかというようなことを公共として示してどのくらいの効

果があるというようなことをなかなか試算まではいっていない状況もございますので、その

ようなことをＰＲできるような取り組みも今後していかないと、なかなか冠、さらにはイベ

ントの冠というようなことも考えながら検討する必要があるのかなと、行政のほうでも考え

てございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 町のアピールということで、広告収入もあると思うんですが、広報

に広告収入というのは取っていますよね。これは１年間で幾らぐらい入っているのか。これ

は全戸配布になっていますから、それなりに効果は上がっているのかなと思いますけれども。 

  なぜ町内企業とのマッチングをもっと強化しろというふうなことを考えたかと言うと、や

っぱり産業と、それから今、俗に言われている学と、それから官と協働の推進というんです

か、産学官の協働というのが、この小さな鏡石でありますから、特にやれば町の一体化に結

びついて、ある意味では産学官の町鏡石というのも出てもいいのではないかと思うんです。 

  そして、鳥見山とか田んぼアートとか、「牧場の朝のまち」とかというふうなこともあり

ますから、やっぱりもっと企業との接点、これを深めていって、我が鏡石町を高めていくこ

とがいいかと思うんです。 

  実は、これ観光協会でつくった袋なんですが、きれいだと私は思います。非常にいい袋だ

と思います。紙質もよくて立派な袋をつくりましたよね。これは非常に町の中の発想として

はいいなというふうに思って、使わせてもらっています。 

  ただ、これをぶら下げて歩いている町の関係者が残念ながらいないような気がするんです。

この議場にいる多くの方々も、これを下げてどこか外に対外的に歩いている姿を見ていませ

ん。ただ１人だけ見ました。それは私なんですが、これを持って電車に乗ったり、あるいは

東京の町を歩いたりというふうなことを極力やるようにしています。 

  それから、何かのイベントでいただいた方々も持っているんですが、そのときだけではな

くて、これ紙質もいいですから、やっぱりこういうものを町の職員なり関係者が外に出ると

きに簡単な書類とか手荷物をこれに入れて歩いていれば、大変な宣伝にもなっていくのでは

ないかなと、非常に私はこれ、うれしいなと思っております。 

  やっぱり、このように町をいろんなところでアピールするための方法というのがあるので
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はないかと思いますから、そのようなことで、今後、この認知度を高める部分をみずからが

努力しなければ、なかなか高まらないと思います。 

  町長さんも、あすから県に行くときとかどこかに行くときは、かばんを下げていくことも

いいし、これもわざと見えがしろに、ルイ・ヴィトンのバッグみたいな気持ちで、見えるよ

うなところで持って歩いてもらえるようにすると、またいいのかなというふうにも感じます。 

  そのようにして少しでも鏡石町を対外的にアピールしてほしいなという思いはたくさん強

く持っております。それらについて、よく検討されることを強く求めるものであります。 

  最後の質問になりますが、町公営の掲示板です。この方法はどのように考えているのかと

いうことでございます。四、五年前に、この掲示板の設置条例を変えまして、各地区にあっ

たものを効果がないということで、役場１カ所にここの前に周知をして、ここに置きました。 

  しかし、ここに掲示されている内容は、町にとっては大変重要な内容であるわけでござい

ます。しかし、こう見てみますと、この掲示板の前で見入っている人というのは案外少ない

んです。立って眺めていることがやはり今の時代にはどうなのかなというふうに感じます。

利用者には、これ、十分満たされた掲示板であるのかなというふうな疑問が持たれます。 

  今の役場の前とかに立って、雨降っても天気になっても暑いところで眺めている姿という

のは、明治時代から続いている掲示方法なんですね。しかし、今、我々こう見ていますと、

ここにはまだ持ち込み禁止になっていますが、パソコンであり、それからＯＡであり、ＬＩ

ＮＥであり、全て電子機器で、今、流れている時代でございます。 

  何だったら役場の一角にあの掲示板のあのようなスタイルを電子なり、あるいはそういう

ことでやっぱり見られるような場所を設置して、椅子に腰をおろしてゆっくりその内容を理

解してもらうというふうなことが私はこれからも大事なのではないかなと。時代に合った町

の掲示方法であるだろうというふうに思いますので、こういうふうなことができるシステム

を考えるべきではないかというふうに思っておりますので、その辺はいかがであるかお尋ね

いたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） 10番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  町におきます掲示につきましては、鏡石町広告式条例によりまして、現在、おっしゃるよ

うに役場前にある１カ所が指定されてございます。ただ、以前におきましては各行政区に同

様の掲示箇所をしておりましたけれども、平成17年に現在の１カ所に取りまとめて使ってい

るところでございます。 

  町におきます掲示スタイルにつきましては、当然、ご指摘のとおり時代には合っていない

と思いますけれども、この掲示につきましては法律で決められておりまして、そのような法
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律によりましてやっているという状況でございます。 

  当然ながら、現在のところ、このような町におきます決まったこと、変わったことにつき

ましては、ホームページとか広報等でお知らせはしているところでございますけれども、掲

示している箇所の全てをホームページや広報等でお知らせしているとは言えませんので、そ

のような広報等につきましては時代に合った周知方法を今後も活用して、町民の皆さんにお

知らせしてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 時代背景が変わってきていますから、法律でなっていても、それは

実情に合わせた法律の改正もなると思いますし、また、町としてはそれは変えることができ

ると思いますから、今後十分なる検討をする必要性があるというふうに感じております。 

  実は私、これをなぜ言ったかというと、鏡田に、消防の屯所のところに古い掲示板がある

んです。これはただいま課長が言われたように、各行政区に１カ所ずつあったものですから、

町内にたしかそのまま残っているんじゃないかと思うんです。ただ板がバンと張ってあって

何も張っていなくて、その板があって中には朽ち果てるような掲示板もあるかと思うんです。 

  やっぱりこういうものを確認して撤去するなり、あるいはその地域の案内図なりそういう

ものを掲示して再活用するなり、あのままではきれいな町づくりと言いながらも見ぐさい町

づくりになってしまいますから、そういう部分についてはしっかりと対処する必要性がある

のではないかなというふうに思います。それらについての今後の掲示については、きれいな

町づくりの一環としてやってもらいたい。 

  あと、掲示で今ちょっと思い出したんですが、この議場に入って地震のときに大変なこと

になりましたが、きれいになりました。しかし、町長、何か掲示で物足りないと思いません

か。思わないんですよね。 

  ここに歴代町村長の掲額があったんです。これ、大きさは若干カラーとかいろいろありま

したが、しかしそれは現在５年半年たって、まだありません。先人がつくってきた鏡石町な

んですから、やっぱりこの方々のお骨折り、次は町長の額も飾れるんですから、きれいな額、

そして今の写真だときれいに整えることもできますから、額の大きさも同じくし、写真も同

じような写真を掲示して、我々ここに入ったときは先輩の方々がつくってきた町なんだなと

いうことを心に感じながら、次の町づくりに臨めるような掲示をすることが必要ではないか

というふうに思われますが、町長はいかがにお考えでございますか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 



－72－ 

○町長（遠藤栄作君） この震災以降、このような状況になっているのも私も承知はしており

ます。飾るということも、私はひとつ大事なのかなというふうに思ってはおります。ただ、

自分のこともあるということもございますので、そういったこともいろいろあって、これは

担当課の中で、この状況の中で掲示できるかどうかについては、私自身というよりも担当課

の中で協議をしながらしていただければなというふうに考えております。 

  ただ、議員さんが言われたように、やはり先人がつくられたそういったものをちゃんとや

るということも、我々の大事な部分なのかなというふうにも思っている次第であります。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） 幾つか質問させていただきましたが、町民のためになるように、そ

して、いい鏡石町になることを切に求めながら、きょうの一般質問を終わらせていただきま

す。 

  ありがとうございます。 

○議長（渡辺定己君） 10番、今泉文克君の一般質問はこれまでといたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 吉 田 孝 司 君 

○議長（渡辺定己君） 次に、２番、吉田孝司君の一般質問の発言を許します。 

  ２番、吉田孝司君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） ２番議員の吉田孝司でございます。 

  町議会議員となり、はや１年が経過いたしましたが、今９月定例議会におきましても通算

５回目となる一般質問の機会を頂戴しております。 

  さきの６月定例議会におきましては、私が３月に提出し、継続審議になっておりました議

案１件、鏡石町議会議員政治倫理条例案及び６月に新たに提案・提出いたしました議案３件、

鏡石町議会会議規則改正案及び２つの特別委員会設置に関する案件でございますが、こちら

を慎重審議いただきましたけれども、いずれも否決、廃案という大変残念な結果に終わりま

した。 

  中でも、福島大学農学系学部誘致特別委員会の設置については、本会議におきましても賛

成少数にて残念ながら否決されてしまいましたが、間を置かずして７月上旬には、福島大学

においては農学系学部の移転先を福島市内に早々に決定するなど、極めて急速な動きが見ら

れた中で、我々議会や町執行部が５月10日に我が町への誘致に名乗りを上げてきてからとっ

てきた、いわば安穏とした緩慢な姿勢については、果たして正しかったのか、本気であった
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のか、適切かつ迅速であったのか、なすべきことがほかにはなかったのか。 

  はたまた一部議員からの声にもありましたように、時期尚早との判断は極めて稚拙で不適

切な発言ではなかったのか。我々議会も町執行部も情報収集のアンテナを高くして、先見の

明を養う必要性も大いに感じながら、今後の動向も踏まえて、それらの諸課題を再検討する

必要があるように思えてなりません。 

  さて、８月末からは町の総合健診も始まり、その中において、前回６月の私の一般質問で

も述べさせていただきましたように、新たにお金をかけないで糖尿病の早期発見につながる

ような創意工夫が果たして実施されたのかどうか、私は大きく注目しているところでござい

ます。 

  私も、地方公務員としても数年間かかわってきた保健医療、福祉行政の分野においては、

費用対効果、コストパフォーマンスだけではなく、独自の先進性が常に求められており、そ

の分野に限らず、どの分野の政策立案及び実際の予算執行についても、常に費用対効果を考

えて行うことは極めて重要であります。さらには、その成果を十二分に分析していくことが

大切であります。 

  何にでもお金さえかければうまくいくとか、お金を使ってただやればいいんだとか、そう

いう安易な考え方を捨て、時の大臣が述べたように国からの交付金や補助金を確実に獲得し

ていくためには、地方自治体がしっかりとアイデアを打ち出していかなければなりません。 

  今や地方創生と言われる中において、地方の独創性、オリジナリティーがますます重要に

なってきております。また、町の抱える借金が100億円を超えているという我が町の厳しい

財政状況において、今定例議会は決算議会でもありますので、特別委員会及び本会議におい

ても町民の血税の無駄づかいを削減するという観点からも、我が町の既存ないし現行の政策

の費用対効果についてしっかりと吟味させていただければと思っております。 

  私も今年１月、４月、７月と、議会報告「うつくしまふくしま・かがみいし版」を無料配

布して、町民の方々に関心をお持ちいただきたいと考えておりましたけれども、今般、町民

の皆様方におかれましても町政の動向に興味・関心をお持ちの方が大変ふえてきたように感

じられます。 

  我々は開かれた議会を目指しながらも、議会制民主主義と二元代表制が確立された真の地

方自治を実践し、町民の町民による町民のための町政を粛々と行っていかなければならない

と、議員生活１年を迎えた今、改めて町民の皆様方にお誓いを申し上げる次第であります。 

  前置きはこの辺にいたしまして、私に与えられた持ち時間40分を全て使い切るようなつも

りで、今回の一般質問をさせていただきたいと思っております。 

  まず第１に、我が町におけます子供・子育て支援及び青少年健全育成というテーマを設け

させていただきまして、質問させていただきます。 
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  第１に、我が町にございます鏡石児童館につきまして、私も先日、こちら個人的に伺わせ

ていただきまして、ちょっと見てきたんですが、こちらについてのご説明をいただきたいな

と考えております。 

  と言いますのは、こちらの施設をうかがいますと、平成７年度、通商産業省所管、現経済

産業省ということになると思いますが、当時の通商産業省の所管施設であるということが書

いてあります。 

  ただ、どういうふうないきさつでこういった施設が設けられることに至ったのか、その経

緯がちょっとわかりませんので、お示しいただきたいということであります。また、鏡石児

童館につきましては条例及び施行規則が設けられておりますので、そちらを私も見させてい

ただいたんですが、なかなかこの条例及び施行規則について実態と合っているのかどうかと

いうのも、私もわからないですのでご説明いただきたいということ。 

  及び、現施設の利用状況としましては、週３回、月水金という形で「つどいの広場」が行

われているということが周知されておりますので、私はこのうちの１回ちょっと行って見さ

せていただいたんですが、そういったことを鑑みまして、この児童館のコンセプト、及びそ

こから町が今どのような問題点を見出しているのか、その辺につきまして、まずご説明いた

だきたいと思います。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  福祉子ども課長。 

○福祉子ども課長（小貫秀明君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  鏡石児童館につきましては、児童福祉法第40条に規定します児童厚生施設の一つでござい

まして、地域において児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすること

を目的としております。 

  平成８年４月に開館した児童館につきましては、長年、放課後児童クラブ事業の実施場所

といたしまして事業を展開してまいりました。平成26年10月からは、放課後児童クラブの

実施場所が第一小学校敷地内の児童ふれあい交流館に変わったことに伴いまして、子育て中

の親子の交流の場である「つどいの広場」事業を毎週月水金の３日間、児童館で開催するこ

とになりました。 

  また、「つどいの広場」を開催していない曜日につきましては、民間の自主的活動でござ

います育児サークルが月に１回から２回程度利用していることから、現在の児童館は地域の

子育て拠点としての役割を担っていると考えております。 

  施設の整備につきましては、経年に伴います修繕等を中心といたしまして、適宜実施して

まいりました。現在は、「つどいの広場」の利用者から要望の多い屋内遊具の充実につきま
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して、来年度、平成29年度に向けまして補助事業を活用した整備を検討しております。 

  その他、ハード面の整備につきましては、引き続き利用者の要望の把握に努めてまいりた

いと考えております。また、ソフト面につきましては、「つどいの広場」の子育て講座のメ

ニューの充実化や健診時のチラシ配布によります事業ＰＲ等に力を入れております。 

  参加する親子の交流が広がることで、現在26年度、延べ実績といたしましては927名の利

用者がございましたけれども、27年度につきましては延べ2,203人ということで、約2.4倍

と大幅に増加しております。 

  さらに今年度は、利用者の要望を受けまして、「つどいの広場」の開催日ではない火曜日、

木曜日につきまして、月に１回から２回程度でございますけれども、試験的にワークショッ

プを開催しており、多くの親子が参加している状況でございます。 

  町といたしましては、こうした状況を踏まえながら、子育て支援アドバイザーの増員や

「つどいの広場」の開催日の拡張につきまして、検討を進めてまいりたいと考えております。 

  先ほど２番議員さんのほうからご質問等がございました補助金の中身でございますが、旧

産業省の産業再配置補助事業ということでございますけれども、この中身としましては、こ

れは企業誘致に関連しております。新たに町内の工業団地に進出していただいた企業さんの

工場の面積、あとは新規で採用された従業員の方の人数によって、ある程度その補助の額が

決まっていくというメニューでございます。 

  ただ、その関連でございますけれども、補助の絡みということで言うと、これ、木造の建

物でございますので、例えば施設の転用とかということを含めますと木造の耐用年数が関連

してきます。ですので、それを調査しますと木造については24年の縛りがあるということで、

参考までにご説明させていただきました。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田孝司君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 今、課長から丁寧なご答弁をいただきました。 

  補助事業として屋内遊具の整備がされるということは、私も安心しました。先般、利用し

た方々から伺ったときに、今どういうふうな問題点があるでしょうかと、あるいはどういう

ふうな希望があるでしょうかということをざっくばらんに聞いたときに、あそこに書きまし

たようにハード面とソフト面それぞれあるということを、要望といいますか、ありました。 

  こういった全ての要望がすぐに達成されるとは、私も思っていません。やはり検討し、そ

してなおかつ予算づけをしなければ実行されないわけでありますから、時間がかかるのはわ

かっておりますが、ただ、私が一つやっぱり思いましたのは、小さなお子さん方、一応、条

例上は満３歳から中学３年までの方を対象としているということが書いてあるんですけれど
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も、ほぼ利用している方が恐らく小さい、小学校に入る前の方々だと私は考えております。 

  そういう中におきまして、やはり走り回ったり転倒したりすることを考えますと、やはり

今すぐにやらなくてはいけないことがあるのではないかと。それを私が思うのは、床面の問

題であったりとか、大抵子供さんたちを預かっている施設を全県的に見ますと、床面は特に

クッションが特に新しい施設になりますけれども、床面にクッションが入っていたりとか、

けがの防止あるいは安全確保ということで、十二分にされているのがほかの施設かなと思っ

ております。 

  ですから、いろいろそういうふうな子供たちの安全確保、安心して遊んでいただけるよう

な環境整備ということで、その辺については早急にできればお考えいただきたいと思うんで

すが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  まず、平成７年に児童館ということで設置をしたということであります。その当時、児童

館の中に本来の児童館のあるべき姿よりも、いわゆる今の放課後児童クラブ、いわゆる児童

館の中で放課後児童部を行っていたと。まず、そこが大きく違います。ですから、本来の児

童館の使われ方ではなくて、放課後児童クラブとして使われていたというのが以前の施設だ

ということであります。 

  そこで、私も担当課の課長も務めておりました。その中で、放課後児童クラブが学校から

歩いて児童館まで行くということで大変心配をしておりました。そういう中で、私も就任し、

そして震災が起き、そういった中、今回、いわゆる学校の敷地の中に放課後児童クラブを設

置した。そういう中で安心して、道路にも出ないで放課後の児童クラブができるということ

になりました。 

  そういう中で、この児童館については、多く今、使われているのが子育てということであ

ります。そういう中で今、質問がありました、児童館そのものは小学生を対象としていると

いうのが大きな点でありますので、こういった部分については、今、指摘があったとおり本

来のいわゆる使われ方と違う方を使っておりますので、今あったような本当に町があの施設

を本当に子育てとして使っていくか、そういったことも含めてこれからしっかりとして、そ

して条例も直すと、そういったことも含めてこれから検討していきたい。 

  ただ、今、子育て支援の中であの児童館が、先ほど担当課長から言われたように多く使わ

れていると。これも大きな利点でありますので、そういった方向にしておりますので、安全

面も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上であります。 
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○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 今、町長から答弁いただきました件について、前向きにぜひとも考え

ていただきたいと。と言いますのは、今、その目的が少しずつ現実的にはちょっとずれてい

るなということを考えているわけですが、先ほど申しましたように全県的に見ましても、子

供たち、特に就学前の子供たちを自由に遊ばせるような施設が全県的にはぽつぽつとできて

きているわけでありますけれども、やはり我が町においてもそういう施設をつくってほしい

という要望があるわけであります。 

  あるいは、我が町の町民が町外の施設を多々利用しているというケースも見受けられる。

要するに、郡山に行ったり西郷のほうに行ったり矢吹のほうに行ったりしているということ

も見受けられるということもありますので、ぜひともそういう面でもお考えいただきたい。 

  ですから、既存の児童館の新たな活用方法あるいは新たな児童施設の建設等も含めて、考

えていただきたい。 

  私の個人的見解を申し上げれば、ぜひとも町長が駅東のほうに健康福祉センターというい

わゆる複合施設をつくるというご希望があるようですから、ですから私は、本来の複合施設

をつくるという考えがあるのであれば、やはり他の市町村でも同じかと思いますが、そうい

った子供たちが遊べるような施設もやはり複合施設ということで考えていただければ、１つ

の検討課題として考えていただければいいのかなと思っております。 

  さて、第２の質問に移りますが、学校教育ということでお話をさせていただきたいと思い

ます。今や我が国の学校教育といいますか、子供たちを取り巻く環境は、ある意味、私たち

の時代とは全く大きく変わっている。ましてや戦前の時代、あるいはもっと昔の時代とは全

く大きく変わっているというのが現状かと思いますけれども、そういう中において私が最近

思っていることについてご質問させていただきたいなと思っております。 

  第１の質問でありますが、我々の時代までといいますか、あるいは我々の時代よりももっ

と前の時代かもしれませんが、ある意味、我慢や忍耐、そういったものを教えるということ

があった。学校でもそうだし家庭でもそうだし、地域でもそうだしというのがこういう時代

だったのかと思います。 

  しかしながら、今、こういうふうな我慢の教育あるいは忍耐の教育が実際に具体的に学校

ではどのようになされているのか。まして、だんだん今の時代ですと我慢や忍耐のできない

親のもとで育つ子供がふえてきているんではないかなと危惧しておりますが、そういった中

において、学校ではこういったものについてどのように教育なさっているのか。 

  そして、その一例でもありますが、例えば私たちが学校で小学校、中学校で授業を受けて

いたとき、トイレに行きたいなと思ってもある程度は我慢する。あるいは、トイレに授業中
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に行かないように休み時間のうちに行っておく。そういうふうなことが、ある意味、子供た

ちの、誰にも言われなくても常識的なこととしてわきまえていて、それを実際に子供たちが

やっていたということだと思いますが、今このトイレについては学校でどのような指導にな

っているのか。 

  あるいは、例えば授業中にのどが渇いたなんていうこともあるかもしれません。ましてや

熱中症が老若男女問わずあるという中において、この水分補給については確かに健康上も大

切な問題でありますが、しかし、教育上はどのように対応なさっているのか。 

  これは先般もお聞きしましたけれども、休み時間の使い方についての考え方と一緒にご答

弁いただければと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  我慢や忍耐の大切さにつきましては、学校教育において学校行事や学級活動、道徳の学習、

体育の教科など、機会あるごとに我慢、忍耐の大切さについて指導しております。学校行事

や学級活動では、集団生活のルールを守り、思いやりの気持ちをもって取り組むこと。道徳

の学習では、勤勉努力や基本的生活習慣について考えを深めること。体育などの教科では、

自分の目標に向かって努力し続けることなど、教育活動全体を通して我慢や忍耐の大切さを

指導しております。 

  次に、休み時間の使い方につきましては、水分の補給やトイレに行くこと、次の学習の用

意をすることなどを中心に指導してございます。授業中での水分補給やトイレにつきまして

は、児童・生徒の体調などを確認しながら必要に応じて対応している、それが現在でござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 教育長、今、ご答弁いただきましたけれども、まさしく言われている

そのとおりだと私も思っております。ですから、私たちの時代から言いますと、例えばトイ

レなんかに行きたいなといいますと、我慢できないのかいというふうに周りに言われて、あ

る意味ちょっと我慢するというふうな方向に持っていっていたような、先生が多かったよう

な感じです。 

  どうしても我慢できないとなれば、そればいろんな問題がありますから、やはり連れてい

くとか、あるいは行ってきていいよとかというふうになると思うんですが、今はその辺はど
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うなんでしょうか。 

  むしろ、子供たち本人が行きたいと言った時点で安易に行くような感じで指導しているん

でしょうか。その辺、もう一度お答え願えればと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  授業中のトイレについての我慢という部分なんですが、子供の状況によって随分違ってく

るのかなというふうに思います。授業をしている中で飽きてしまってのトイレというのも場

合によってはあるかもしれませんし、休み時間にやることが多くてトイレに行く機会を逸し

してしまったというようなことでトイレというような話も出てくるかもしれません。 

  休み時間で申しますと、学校では２校時と３校時の間の長い休み時間と、１校時と２校時

の間の短い休み時間等がございます。短いというと10分程度になるんですが、１回目の答弁

で申しましたように、水分補給とかトイレあるいは教室の移動に使うというような使い方が

多いようでございます。 

  それから、先ほど申しました２校時目と３校時目の間の休み時間、それからお昼、給食を

食べた後の長い休み時間がございます。こういった中では、季節や天候によって違いは出て

くるんですが、外での遊び、それから図書館での利用、それから行事のための練習時間、さ

らには児童会や学級会などのための係活動で過ごす場合もございます。 

  休み時間は各自がそれぞれ目的を持って、周りに迷惑をかけないように休み時間を過ごそ

うというのが学校で指導している中身です。 

  繰り返しになりますが、子供の様子を見ながら、トイレに行かせなければならない場合に

は、これはその分、恥ずかしい思いをしないようにだけはしなければならないことですので、

学校としてはその辺はしっかり対応しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） そのような形でぜひとも教育、指導をお願いしたいなと思います。 

  続きまして、これも私がいろいろ考えておりますが、今、小学校、あるいはもう少し前か

らですか、英語教育を取り入れると。私は、こういったことはアーリーエクスポージャーと

いってものすごく大切なことである、要するに小さいころからそういったものに触れさせる

といろんな能力が伸びやすいということが、これは脳科学的にも言われているわけでありま

すけれども、そういう中において我々日本人としては、外国語教育もこれからの国際化の時

代の中において飛躍するためには大切かと思うんですが、やはり日本語や日本文化を大切に
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するような、そういうふうな教育が大切かなと思っております。 

  ましてや、今や横文字のほうが重要視される。ある意味、外国かぶれといいますか、そう

いうふうな時代になってしまっているのかなと。日本らしいよさ、日本のよさというものが

なかなか失われつつあるのではないかなと思うんですが、そういった点において学校として

は日本語教育あるいは日本文化の教育についてはどのように取り組んでおられるのか、その

点をお聞きしたいなと思います。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  日本語や日本文化を大切にする教育につきましては、小学校の学習指導要領において伝統

的な言語文化を小学校の低学年から取り上げて親しむよう定められており、低学年では昔話

や神話、伝承など、それから中学年では易しい文語調の短歌や俳句、それから慣用句や故事

成語、高学年では古文、漢文などの学習を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 今、学習の内容についていろいろお聞きしました。そういうものがま

だ今も引き続き行われていること、大事だと思います。また、詳しくは述べませんが、やは

り私の地元の成田にも歴史民俗資料館がございます。成田地区にとっては本当に最後の施設

と、成田からすれば町の命綱みたいなものですから、あれがなくなってしまいますと町の施

設がほとんどなくなってしまいますので、あれをぜひとも活用していただいて、やはり学問

上、机上の空論といいますか、座っての座学ではなくて、今なかなか身をもって体験すると

いうことができない時代になっている中において、せっかくああいう施設を成田につくって

いただいたわけでありますから、ぜひともその充実も考えながら日本文化の教育をやってい

ただければと思っております。 

  さて、３の質問ですが、今や時代は変わりまして、やはり子供たちがテレビゲーム、イン

ターネット、携帯電話、スマートフォンなどを使ったり持ったりしているという状況である

かと思います。 

  実際、そのようなものについては現状では学校ではどのようになっているのか。例えば携

帯電話やスマートフォンについては、子供たちの所有率。あるいは、学校に持ってきている

人がどのぐらいいるんだろうというのは、我々は具体的な疑問として思うわけであります。 

  また、それが学校の教育方針と、あるいは家庭での教育方針とのそれぞれのそこに差があ
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るかなと私は考えておりますが、その辺はどのようにお考えなのかということ。 

  あるいは、テレビゲームといいますかゲームですね。ゲーム機を持っているか持っていな

いか、あるいは先ほどの携帯電話、スマートフォンもそうですが、それを子供たちが持って

いるか持っていないかによっても結局はいじめにつながるというような話も、学童をお持ち

の親御さんからも聞いたりもします。 

  ですから、本来であれば私は子供たちにこんなものは持たせるべきではないのかなと思っ

ていますので、それは私の見解ですが、学校としてはどのような教育方針でなさっているの

か、それをお尋ね申し上げたいと思います。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  テレビゲームやインターネット、携帯電話、スマートフォンなどの取り扱いに関する指導

方針につきましては、教育委員会では小・中学校への携帯電話の持ち込みは原則禁止という

ことでございますが、携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合なども想定されます

ことから、学校長の判断により例外的な持ち込みを認めることもございます。このような場

合には、校内での使用を禁止したり、登校後に学校で一時的に預かり、下校時に返却するな

ど、学校の教育活動に支障が出ないように指導してございます。 

  また、情報モラル教育として、子供たちに対してインターネットや携帯電話の安心・安全

な使い方や基本的なルール、マナーについての学習を行ったり、保護者に対しましても講演

会や懇談会、学校だより等で啓発活動を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 学校とご家庭での見解の差がないように努められておられるというこ

とでは、私も安心いたしました。やはり子供たちの安全のためとか、あるいは緊急連絡手段

先ということでの必要性は幾らかはあるのかなと思いますが、やはり子供たちの学習への支

障あるいは学校経営上の支障等となるようなことがあってはいけないなと私も考えておりま

すので、引き続きご指導をお願いしたいなと思っております。 

  さて、教育の問題は最後になりますが、今、中学校においては武道教育が行われていると

いうことであります。この武道教育の導入に当たっては、私も以前に福島県の剣道連盟の幹

事をしておりましたので、そういった点において学校で柔道が採用されるのか剣道が採用さ

れるのか、あるいは相撲とか、ほかの武道が採用されるのかについてはできるだけ剣道を採
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用してほしいというふうに全県的にも動き回ったという実態もありました。 

  今、我が町の鏡石中学校においては、実際に柔道あるいは剣道、これは選択になっている

と思うんですが、それについてはどのような状況になっているのか。あるいはその指導の内

容、指導方針等について、まずお聞かせ願えればと思っております。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  中学校における武道教育につきましては、中学校１、２年生において柔道を年間８時間程

度実施してございます。柔道の授業におきましては、柔道の有段者である体育教師により武

道の基本である礼儀作法、受け身や寝技などの基本的な技を中心に指導を行っております。 

  また、柔道の授業の実施に当たっては、何よりもまず安全面に十分留意し、事故を防止す

ることが極めて重要でありますことから、指導中の生徒の体調の変化などに気を配りながら

指導を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 今、教育長の答弁によりますと、柔道の１、２年生年間８時間という

説明でしたが、そうしますと剣道は今されていないという認識でよろしいのかどうか。もう

一度確認させてください。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） 武道の種目につきましては、柔道、剣道、相撲のうちから１種目

を選択履修しなさいという決まりになってございます。また、地域や学校の実態によってな

ぎなた、その他の武道といいますと、空手とか合気道とかが頭に浮かぶんですが、それは地

域の実態によって選んでくださいということでございます。 

  そして、１、２年生においては全ての子供たちにその選んだ武道を学ばせてください、そ

して３年生においては球技あるいは武道どちらかを選んで指導してくださいというのが今の

学習指導要領になってございます。 

  鏡石中学校では、その種目として柔道を選んでございます。その柔道の指導に当たっては、

上着は、いわゆる柔道着の上だけは学校で備えつけになってございます。それから、安全面

を考慮して畳はやわらかめの畳、普通の畳でないいわゆる柔道用の柔らかい畳を準備してい
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ます。 

  それから、指導においては立ち膝までの指導で事故の未然防止、そして崩しなどを中心に

指導を行っています。さらに、指導プラス礼儀作法は、先ほど申しましたように重視して指

導しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 教育長、武道の中で剣道は教えているのかというような質問だったの

ではないですか。剣道のほうの答えをよろしいですか。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） 改めて申し上げます。中学校の武道の種目は柔道、剣道、相撲の

うちから１種目を選択してくださいということで、鏡石中学校では柔道を選択しております。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） そうしますと、柔道を鏡石中学校として選択して、それを子供たちに

やっていただいているという見解かと思います。私は武道の中では剣道を長年20年以上やっ

ていますので、剣道をぜひともと思っておりましたけれども、今は柔道。 

  ただ、私は武道教育はどの科目にも関係なく、やはり礼儀作法を教えたりとか、先ほどの

我慢、忍耐、それを学ぶ意味でものすごく大事かなと思いますので、ぜひとも力を入れてや

っていただきたいと思っております。 

  ただ、管内のかつて須賀川一中で柔道部の悲しい事故が起きていますので、やはり先ほど、

教育長の答弁にもありましたように配慮されて、危険な行為はあらかじめしないような方向

でされているという配慮もありますので、ぜひともそういう安全性を確保しながら武道教育

の実践に努めていただきたいと思っております。 

  さて、第２の質問であります。第２の質問は、鏡石におきます消防団及び防災計画という

ことにつきまして、お話を申し上げたいと思っております。 

  我が町の各消防団、置かれていると思いますが、それらの実態についてお聞きしたいと思

っております。まず、各町内の各分団におきます団員の加入状況はどうなっているのか。具

体的な人数をちょっとお教えいただきたい。総数というよりは、それぞれの分団の人数。そ

して、それが人数を聞いただけでは、やはり私はいけないなと思っていまして、どのような

年齢層の方がいるのか。 

  昔ですと、それこそ20代の後半のころにはもう卒団といいますか、やめられた方がいたと。

今はそれこそ私たち30代後半になってもまだ続けられているという方もいるなんて話も聞き

ましたので、そういった年齢層の問題。 
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  あるいは、そういった方々のいわゆる自営業なのか会社員なのか、いろいろな方がいると

思いますが、どういう方が中心としてされているのか。あるいは、例えば先ほども私も申し

上げましたが、出身の成田ですと阿武隈川が氾濫、過去にもありまして、それについては消

防団が駆り出されるというような状況があった。 

  そういう意味では、成田の消防団あるいは仁井田のほうもそうかもしれませんが、大きな

川がありますと、あるいはそういう水の氾濫、水の問題がありますと消防団が駆り出される。

なおかつ消防活動にも駆り出されという状況において、地域ごとの各分団ごとのいわゆるそ

の活動あるいは任務の多寡、多い少ないがあるのではないかと。 

  要するに、それが具体的な団員の実質人数によって賄えているのかどうか。そういった点

について現状の状況、あるいはそういったことへのお考えをお答えいただきたいと思ってお

ります。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  まず、団員の加入状況でございますけれども、条例によりまして定員が208名と定められ

ているところでございます。４月１日の加入状況で見ますと、１分団が16名、定員に対して

マイナス９です。２分団が29名、マイナス１、３分団が20名、マイナス１、４分団はプラ

マイゼロの20名、５分団が35名のマイナス９、６分団が17名のマイナス１、７分団が18名

のマイナス８、８分団が18名のマイナス10、９分団が16名のマイナス８というような状況

になってございまして、４月１日の現在では160名というような状況で、76.9％の充足率に

なってございます。 

  ちなみに９月１日で申しますと、合計でございますけれども167名と、７名ふえまして

80.3％というような状況でございます。 

  次に年齢層でございますが、細かい数字まではあれなんですけれども、20代から30代が

主でございます。さらに、仕事でいきますと現在のところ会社員が７割を超えているという

ような状況になっております。 

  また、地区ごとの任務によってやっぱり定員を見直すべきでないかというようなお話もあ

りましたが、現在のところまだそのような状況で、当時、成田の災害があったときに見直し

たかどうかについてちょっと私もここではわかりませんけれども、そのようなことのときに

見直すことは必要なのかなと私も思っております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 
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〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 今、課長から答弁いただきましたように、やはりどの団も、第４分団

を除いてはマイナス、定員に比べたらかなり少ないという状況であります。やはり消防とい

うのは、あるいは水防も含めて、防災というのはこれは避けられない。防災というのは私は

あり得ないと思っていまして、実際に行われるのはいわゆる減災なわけですよね。 

  あるいは、そういった災害の予防、防止というもの、それもあると思いますけれども、実

際に行われるのは減災であるという中において、災害は必ず起こるんだという前提に基づけ

ば、やはり対策を十分に講じなければならない。 

  具体的に、今、申し上げました消防団の団員、この現状では、やはりなかなか厳しくなっ

てくるのではないかなと。今は何とか頑張ってやっているかもしれませんけれども、なおさ

らこれから減ってくるのではないかなというふうな、今回、実際９月１日にはふえています

けれども、実際にこれから若者が減ってくるという社会状況を鑑みますと、団員数が減って

いくということをあえて考えながら、その中において団員を加入させていかなければならな

いということを考えなければならない。 

  その中において、私も消防団員の方々からつぶさな声を聞くわけですが、今の対策ではふ

えませんよと、今の人たちが入ってくると思うんですかということを言われます。私もそれ

で首をかしげてどうしたらいいんだべなと一緒になって考えるんですが、なかなかアイデア

が思いつかない。 

  それこそ昔みたいに先輩・後輩の関係があって、先輩が後輩にお前も入れということであ

れば、それは入ったような時代かもしれませんが、今はそれがある意味、崩れています。 

  しかし、そういう中において団員の加入を促進させていくための方法としては何かないか

なと思ったときに、具体的に団員からお話があったのが、例えば税金を減免するような対策

が何とか講じられないか。特に町に関係のあります例えば固定資産税あるいは住民税等の税

金を減免するような措置がとられるんであれば、それは一つの対策にはなるかもしれないな

という話も聞いておりますが、私もまさしくそのとおりだと思っていますが、その辺につい

ては具体的にどうでしょうか。お答え願えればと思います。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  団員加入の促進のために、町で言いますと固定資産税、住民税になるわけなんですが、そ

れについて減免してはどうかというようなご質問でございます。 

  消防団については、当然、加入しただけではだめで、火災への出動とかポンプ操法、各種
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訓練の出動、あと、常日ごろの機械事務点検なども重要な業務になってございます。 

  当然、減免となれば、そのような活動にいかに出ていただけるかというようなところも把

握する必要があると思います。ただ、団員ごとの事業もありますし、それらを全て減免のた

めに把握するのはちょっと厳しいのかなと。 

  あと、さらには消防団員の加入要件には18歳以上の町民、さらには町内の企業に勤めてい

る人も入団できるような仕組みになっておりますので、須賀川とか郡山市から入団されてい

る方の税金を、町独自はちょっと難しいと思いますから、そのような仕組みが県内、全国に

広がれば可能かと思いますけれども、現時点ではちょっと難しいのかなと思っております。 

  消防団員のさらに優遇措置としましては、現在のところ消防団応援事業を昨年度から町独

自で実施してございまして、それの効果かどうかわかりませんけれども７名ふえているとい

うような状況でございますので、今後も県内外の状況を見ながら加入促進には努めてまいり

たいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） なかなかこれは我が町だけの問題ではなくて、やはり全国的に見たら

同じような問題なのかなと思っていますので、例えば全国的ないい取り組みがありましたら、

そういったものを参考にしながら進めていただきたいなと思っております。 

  そのような町消防団の各分団の状況を鑑みて、あるいは５年前に経験いたしました東日本

大震災の教訓を生かすのであれば、ある意味、市町村における防災からこれからは広域防災、

広域避難時代へとなっていくのかなと思っております。 

  そういった中において、我が町の消防団と須賀川地方の広域消防組合、いわゆる広域消防

というのがあると思いますが、それについてはそれぞれどのような役割分担をしていったら

いいのか。 

  ある意味、今、申し上げましたようになかなか町の消防団の７割という会社員から成る構

成から見ますと、なかなか常に従事できるような状況ではないなと考えておりますので、そ

ういったものを埋めていく、あるいはそういったものを補っていく、あるいは一緒になって

やっていくということから考えますと、町消防団と須賀川地方広域消防との役割分担につい

てしっかりと考えていくべきかなと思いますが、その辺についてはどのようにお考えか、お

答えいただければと思います。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 
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○総務課長（栁沼英夫君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  消防団と広域消防との役割分担でございますけれども、消防組織法という法律がございま

して、市町村に設置される非常備の消防組織が消防団でございます。広域消防といいますの

は、各市町村ごとにつくるのではなくて、国の指導もありましたけれども、広域的な消防に

限定した取り組みを各市町村がお金を出し合ってやりなさいというのが広域消防でございま

す。 

  消防団の活動としましては、原則、当然ながら市町村の範囲にとどめられておりますけれ

ども、東日本大震災等の災害におきましては、被災していない地域は被災している地域を応

援するというような応援協定も結ばれてございます。 

  常備消防でございます広域消防組合につきましては、当然、各市町村に消防署とか分署が

配置されておりまして、広域的な活動を行って消火作業とか救急出動を行っているところで

ございます。 

  議員さんのおっしゃるように、防災につきましては、やはり町の業務が主になってくると

思います。当然ながら町が主になって、防災については消防団と協力しながら、当然ながら

広域消防につきましても広域消防が防災を担うというよりも、町が防災を担って広域消防の

応援をいただきながら一緒にやっていくというような仕組みになっていると考えております

ので、今後もそのような取り組みを進めていきたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田孝司君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） ぜひとも町がやはりリーダーシップをとっていただいて、そしてなお

かつ広域消防と協力しながらやっていっていただきたいと思います。議会の中からは広域消

防組合の議員も選ばれているわけでありますので、ぜひともそういった連携をうまく活用し

ていただきながら進めていただければと思っております。 

  さて、３の質問に移らせていただきたいと思っております。 

  我が町における農政及び水不足対策についての質問でございます。 

  まず、ＴＰＰ、環太平洋戦略的経済連携協定と言うのであるでしょうけれども、これにつ

いての質問でございます。ここ数年来、ＴＰＰにつきましては国内外において熱心に議論さ

れているわけでありますけれども、これにつきまして賛否両論いろいろな方から話が出てお

ります。 

  私がやっております医療の分野におきましても、ＴＰＰが医療の分野に入ってきますと、

これは大変なことになるぞと。ある意味、国民皆保険制度が破綻するのではないかなという

ことも、実は私も心配している状況であります。 
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  また、介護の分野においては、例えば外国人の方々によって日本人が介護を受けるような、

そういうふうな時代になってくるのではないかなということも、実際にこれは国の政府の中

で検討されている中で、実際にだんだんそういうふうになってくるのではないかというのも

思われるわけであります。 

  今回、そのようなＴＰＰがこれだけ国内外、特に国内において熱心に議論されているとい

う中において、今、この我が町の町政をつかさどっておられる町長が、今、私は医療、介護

の分野を申し上げましたが、農政の分野についてはどのようにお考えかということをお尋ね

したいと申します。 

  といいますのも、かつて国の動向を見ますと、民主党政権の時代は賛成といいますか、討

議をどんどん進めるという時代。そのときに野党であった自民党は、かつてＴＰＰに反対し

ていた。しかし、今や自民党も情けないことに賛成あるいは協議を進めるということになっ

ている。 

  要するに、これは時代の趨勢といいますか、それに伴って考え方が変わるのは、これはあ

るかもしれませんが、ただ政権与党がころころと変わるたびに、それぞれの考え方が変わっ

てしまうということであります。 

  そういった中において、町長におかれましては民主党が与党であったときに、ＴＰＰにつ

いては賛成をいち早くされたということが新聞にも載っておったと思いますが、これについ

ては、今でもこのようなＴＰＰについては賛成の方向なのか。 

  そして、例えば賛成であるならば賛成、反対であるならば反対であるというのは、これは

国の進めるべきことであるから、なかなか今は賛成、反対の意しか示せませんが、万が一Ｔ

ＰＰが導入された場合について、どのようなお考えでそれに対応していくのか。 

  その辺については町長に一連のお考えをお聞きしたいなと思っております。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 一般質問の途中ですが、昼食を挟み、午後１時まで休議といたします。 

休議 午後 零時０１分 

 

開議 午後 １時００分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き会議を開きます。 

  質問に対する執行の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） それでは、ご答弁申し上げます。 

  まず、ＴＰＰについての賛否、その根拠ということでありますけれども、その前に、町長

は以前、ＴＰＰに賛成したけれども、その考え方はどうだったのかというご質問であります。
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そういう中で、吉田議員さんが議員になられる５年前、今から６年前ということでの、その

当時のＴＰＰに対する考え方ということであります。そういう中では、これは平成22年11

月か多分12月だと思ったんですが、福島民報新聞社の県内の首長のアンケートでありました。

そういう中では、ご承知のように、今から６年前ですから、ＴＰＰについての得る内容、さ

らには情報というのは大変乏しい、そういった状況での判断だと。そして、この新聞報道と

いうのは、どうしても賛成か反対か、あと、どちらとも言えない、そんな選択であります。

そういう中、表現の中で、やはり前後した言葉があって、賛成なのか、反対なのかという、

私はそういうふうに思っております。 

  そういう中で、当時のやつをちょっと先ほど見つけて手持ちで持ってきたんですが、その

当時、確かにＴＰＰの参加の賛否と、その理由を教えてくださいという中で、賛成と私は答

えました。県内では私と西郷の村長２人だけだったと思います。当時は、当然、経済状況も

低迷をしていたと。そういう中で、国益からすればやむを得ないと思われるというか、そう

いった理由であります。 

  そして、２つ目、ここは新聞には書いてございません。ＴＰＰの参加判断を先送りし、当

面は農業改革を進めるとする政府方針をどう考えますかと、これも理由も教えてくださいと

いうことであります。これは、やはり先送りをして、当面、しっかりと政府の方針を打ち出

して農業改革をやるという、そういった考え方については評価をするというふうに、これは

当然の判断だと。ＴＰＰを先に進めるんじゃなくて、そういったものをしっかりしてやるこ

とは当然だと、そういうことでは評価するという２つ目のアンケートなんです。これも新聞

の中身は変えておりません。 

  ３つ目です。ＴＰＰに日本が参加し、関税を撤廃した場合、管内ではどのような影響が出

るとお考えになりますか。これに対しては、農業に大きな打撃を与えることになると。要す

るに、こういったこともあるので、しっかりとした政府の考えを持って、そして、やると。

そういったことに評価をするという、そういったことであれば、賛成をしますよという、そ

ういう中身なんです。だから、賛成、反対ということじゃない。やはりそういった前後をし

っかりとしていく。こういったものについては、当然、農業委員会も呼ばれました。きょう、

委員長さんもおりますけれども、そういったことで、農業委員会のほうにも、そんな中身で

説明をさせてもらいました。 

  さらに、その当時、農業再生本部、これは国の本部会議の中で、さらに、これは本部会議

とは別に、有識者からなっています食と農林漁業の再生実現会議というものが新設されたん

です。その中で、民間委員の１人です、小林伊藤忠商事会長が、輸出に有利となる貿易自由

化は経済界には歓迎だが、農業界と対決するのではなく、みんなが農業をサポートする構造

をつくるべきだと、そんな指摘をされたと。まさに私は、そのように、経済界がよくなるん
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じゃなくて、やはりしっかりと農業をサポートする、そういったものが大事だと。こういっ

たものをいろいろな判断の中で、その当時、余り情報がなかった中での、そういった賛成、

反対、いわゆる賛成をするという中身になったということを、まず申し上げたいと思います。 

  そういう中で、今回の質問にありますように、ＴＰＰに関して、メリット、デメリットが

各産業において複雑になっているということであります。そういう中で、その賛否の判断を

地方の一首長として答えるということは、私は大変難しいというふうに考えております。そ

ういうことで、ご答弁をさせていただきます。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 町長から、今、過去の新聞の記事の内容、それは私が質問したことで

す、つぶさに答えていただきまして、新聞記事報道等は、なかなかそういう町長の気持ちや

考え方が、全てが反映されるわけではありませんから、直接お聞きできたのは大変有意義だ

ったと思います。 

  今の状況、国の動向を見ますと、ＴＰＰ、大臣が途中でちょっとおやめになってかわって、

今、少しちょっと宙に浮いたような状態になっているかもしれませんが、恐らくはこのまま

いくと、ＴＰＰが間もなくにも、もうそれを批准といいますか、それに従ったような貿易、

商業をやっていかなければならないことになるのかなと思います。農業、あと先ほど申し上

げた医療、介護もそうかなと思っています。 

  そういった中において、できるだけやはり、そういうふうなことに対して、ＴＰＰが導入

されるということについて、地方自治体としても、特にこの我が町のような、そんな大きな

農家がない、小さな農家が一生懸命頑張っている、中小の農家が頑張っているという中にお

いて、やはり今のうちから取り組みをしていかなければならないのかなと思っております。

ある意味、今から考えたらば、中長期的な取り組みということになるかもしれませんが、Ｔ

ＰＰが導入されるということを前提にしての取り組み、そういったものについては、今の段

階でどのようにお考えになっているか、お答え願えればと思います。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） 大変難しいという、先ほども申し上げました。そういう中では、しっ

かりとした町の農業の実態、そういったものをつかみながら、まず、食は、私は一番身近な、

この地元から、さらには周辺、そして東京となるんでしょうけれども、そういった身近なと

ころからしっかり販売できるようなシステム、そういったもので農業が潤うというものが、
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私は一番大事だなと。いわゆる日本人の食は日本の農家が守るという、そういったものの基

本的な部分が私は大事だなというふうに思っております。そういう中で、海外に輸出をする

とかというのはその次になるのかなと。そんな考えのもとで、町の農業を、やはり海外とい

うことよりも、まず身近な、そういったことで考えていきたいというふうに考えているとこ

ろです。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） まさしくそのとおりだと私も思います。今、農業、農家にとってはや

はり販路の拡大の問題等も、今、町長から直接お話があったとおり、そういった点を考えて

おるようですので、町としても町内農家の、農業をされている方の支援を、ぜひともよろし

くお願いしたいと思っております。 

  さて、２番の水不足の問題であります。 

  きのう、きょうと結構、大雨が降ったと思いますが、きのうです。今般の水不足によって

羽鳥用水の貯水率、貯水量あるいはそれに伴う供給が滞っておったわけでありますが、実際

に我が町では、私も聞いたところによると、今回の水不足で耕作できないような畑があると。

要するに、畑はちょっと難しいなというふうに言っていた方もいらっしゃいました。そのよ

うに、我が町で実際に出た悪影響を、町としてはどのように把握なさっておったのか。ある

いは、それについてはどのように対策を講じたのか、まずお聞かせいただければと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（小貫正信君） 我が町に出ている農作物への悪影響ということでございます。 

  昨年末から降雪、降雨の不足によりまして、羽鳥ダムにおきましては、通水開始前の４月

末の時点で貯水率が77％というような、満水から３メーター低い状況の中で通水開始がなさ

れました。これは５月５日から通水開始以降も降水量が少ない状況は続きまして、６月17日

以降は計画的な断水が実施され、町におきましては、矢吹原土地改良区と情報共有に努めな

がら、防災無線を用いまして農家の皆さんに情報提供を行ってきたところでございます。 

  その中で、台風の雨なんかもありましたが、９月９日をもって羽鳥用水の供給は終了する

というような１年間の流れになったということでございます。 

  田んぼの水についても、育成時期に非常に不足するという事態が続きましたし、畑につい

ても雨を頼みにする作物でございましたので、鏡石産の特産のキュウリなんかも水を運びな

がら農家の皆さんの努力により、その生産を維持したというような状況を把握しております。

矢吹原の改良区の水の中でも、矢吹町と鏡石町がその受益地が非常に多いということでござ

いますが、矢吹町の末端一部では非常に育成がおくれたという状況があるということ。鏡石
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町においても、一部の田んぼで水もちの状態が悪くて育成がおくれたという情報を受けてお

りますが、ただ、雨が途中で降ったり、その収穫の状況につきましては、今後、共済の調査

等の収穫の状況を見ないと、その被害の状況が判断できないという状況であるというふうに

考えております。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 先ほどの水を運びながら、キュウリ農家さんが一生懸命頑張ったとい

うことで、大変な思いをされたんだなと本当に私も心を痛めていますが、実際に町のほうに、

先ほど、私が申し上げたような、畑を今回諦めるんだというような、そういう具体的な声は

なかったのかどうか、あるいは、もしあったとしたら、それに対してどのように対応なさっ

たのか、それをお答え願えればと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  畑作物につきましては、ことしに限らず、基本的には自然の雨に頼る生産ということであ

りますので、農家の皆様方はそういう状況を毎年確認しながら、その生産技術を高めている

ということでございます。今年度の状況につきましては、キュウリに例えれば一部生産量は

減っているものの、価格の安定によりまして、結果的に全体の販売量がどの程度になるかど

うかということについては、今年度の統計が出る段階で確認されることになると思いますが、

農協さんとの情報交換の中では、全体的な販売額の中では、大きなひずみは今のところ、価

格面で補うことができるような感じで打ち合わせを、情報交換をしているところでございま

す。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） わかりました。ぜひともそういう対応を今後、講じていただければと

思います。そして、今、今回は羽鳥用水ということで、我が町の農業がかなりのところで羽

鳥用水に依存している部分があるのかなと思いますが、今後、そのような水不足対策として、

ある意味、天候の問題、あるいは、先ほども課長答弁にもありましたように、そういう雨水

といいますか、そういった頼みの部分もあるので、何とも言えない部分もあるんでしょうが、

ただ、農業用水の確保という面で、やはり行政としてもしっかりしていかなければならない

と思いますので、その点については、今後のためを考えてどのようにお考えかということを

お聞きしたいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 
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  産業課長。 

○産業課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  まず、羽鳥用水の羽鳥ダムでございますが、この羽鳥ダムは昭和16年から昭和39年にか

けまして、羽鳥ダムを初め、日和田の頭首工、幹線の用水路等の整備が行われたということ

で、矢吹町、鏡石町を初めとした市町村の農業発展に寄与してきたということでございます。

その後、施設の老朽化が進んだために、平成５年より国営隈戸川農業水利事業によりまして、

主要施設の改修がなされております。 

  しかしながら、東日本大震災で大きな損傷を受けまして、日和田頭首工、幹線用水路等の

主要施設は国営直轄で復旧の事業がなされましたが、それ以外の施設は被害箇所が余りにも

多く、応急処置程度または対応できていない状況にあり、特に鏡石地区の幹線用水路は現在

も深刻な漏水が発生しているという状況でございます。この鏡石パイプラインについては県

営事業での改修が今般、決定しておりますが、財政的な問題から、その他の多くの施設の改

修がまだ決定していないという状況にあります。 

  町としましては、これらの施設の改修が速やかに行われるように関係機関に要望していく

とともに、各水利組合等で効率的な用水の管理が行われるように指導、調整をしてまいりた

いと考えております。効率的な用水管理に必要な農地の集積とか、基盤整備というような、

限られた水を効率的に使っていくというシステムの構築が今後、重要であるかというふうに

考えております。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） そうですね、やはり水は限られていると、大切な資源であるという認

識、それに基づいて、今もおっしゃったように基盤整備事業等、いろいろ町としても考えが

あるようですから、進めていただきたいと思っております。 

  さて、４の質問に移らせていただきますが、県中都市計画についてであります。 

  これにつきましては、後に続く議員の方にも質問があるようですので、私からはさわりの

部分だけお聞きしたいなと思っております。 

  私もちょっと県中都市計画を勉強しまして、こんな県が出している平成26年のマスタープ

ランなんていうのを一通り目を通してみたわけですが、昭和45年に県で出した計画でありま

す。市街化区域あるいは市街化調整区域を指定したと、昭和45年に。そして、我が町におい

ては昭和48年に目的地用途地域を都市計画で決定したというふうな歴史があるかと思います。

そのような中において、この県中都市計画がなぜ今ごろになってということになったんです

が、いろいろな話を聞いております。どうしても市街化調整区域がどうやら多いのではない

かと、我が町においては、この計画に基づいて。そうしますと、なかなか町内の土地がうま
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く利活用できなかったり、あるいは税金の面での固定資産税の問題があるんじゃないかとい

うことで、皆さん方がいろいろと言っているのを聞きます。それについては、これはやはり

町民としては負担に感じているというふうな部分だからこそ、そういうふうに言っているん

だと思うのですが、その辺については、まず、町の方ではどのようにお考えになっているか

お聞きしたいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  税務町民課長。 

○参事兼税務町民課長（木賊正男君） ただいまのご質問にご答弁を申し上げます。 

  県中都市計画と固定資産税に関するご質問でございますが、私のほうからは税の立場から

ご答弁申し上げたいと思います。 

  固定資産の評価につきましては、総務大臣が定めました固定資産評価基準に基づいて行わ

れておりまして、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定してござい

ます。そして、一筆ごとに土地の価値を適正に評価しておりますので、県中都市計画の指定

によりまして、固定資産税の課税において町民の負担が増すということではございません。

ご承知のとおり、本町は市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税する都市計画税

は課税してございませんので、県中都市計画に指定されていることによって町民に負担があ

るということではございませんので、ご理解いただければというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 土地の利活用とか、そういうやつは出てない。税の問題だけ、今のと

ころは。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 県中都市計画に対するその考え方でございますが、ご

承知のとおり、先ほどの昭和45年あたりから県中都市計画が加わりました。県中都市計画に

ついては、郡山、それから、須賀川、鏡石ということで県中都市計画になってございまして、

市街化区域が多いのではないかというふうなご指摘でございますが、これは郡山市を中心と

した県中都市計画区域に属するということでございまして、郡山市が区域にしては大体73％

ほど計画を持っております。それから須賀川は7,800ヘクタールでございまして21％、鏡石

については2,300で6.2％の面積でございまして、県中都市計画全体では３万7,124ヘクター

ルとなっておりまして、人口にしまして38万4,700人の計画ということで、今、やっておる

ところですが、市街化区域については抑制されるということで、県の都市計画ですので、県

としては郡山地方圏、郡山を中心として須賀川、そして鏡石と。そして鏡石については、ベ

ッドタウンの町ということで計画されているようでございまして、考え方としては、広域圏

でございますので、鏡石がベッドタウンの計画になっているというふうなことになってござ
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います。 

  以上、答弁とさせてください。失礼します。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田孝司君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 今、ベッドタウンとしての我が町の土地計画ということをお聞きしま

したけれども、それに伴えば、（２）番の質問が出てくるわけであります。そういう都市計

画、ベッドタウンを前提肢とするということになりますと、なかなか我が町への企業誘致の

ための土地を確保するのは難しいのではないかと。周辺市町村あるいは県中都市計画に入っ

ていない、例えば県南地区の都市計画、県南地区は県南地区で県南都市計画があるんだと思

いますが、我が町がなかなか企業誘致できるような状況ではないと、今の県中都市計画では

思いますけれども、それに対してはどのようにお考えになっているのか。要するに、この県

中都市計画によっての企業誘致への足かせはないのかどうか。それについてはどう考えてい

るかお聞きしたいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ご答弁を申し上げます。 

  先ほども申しましたが、町は県中都市計画区域に属しておりまして、市街化区域と市街化

調整区域に分けられております。市街化区域につきましては、住居圏の保護、それから、商

業、工業、利便性を増進するということで用途区域を定めたところでございます。適正な土

地利用ということで保全を図ってまいりました。工場等の企業立地につきましても、建築物、

それから規模や用途によりまして用途区域に従って誘導しているというのが事実でございま

す。それから、市街化調整区域につきましては市街化を抑制する区域ということで、原則と

しましては、工場等については建築は認められてはおりません。ただ、既存の環境との調和

を図るということで、開発許可の制度に基づきます立地規制が必要であるというように考え

ておりますので、都市計画法によりまして建築物の用途や、それから、土地利用に対して抑

制等に努めてまいりたいというふうに考えておりますので、無秩序な開発の防止ということ

でありますので、ご理解をいただきたいというふうに思っております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 昭和45年に定められて以来、この県中都市計画に基づいて我が町の都

市計画があるんだということだと思います。そういう中において、もう大分長い、私は昭和

53年生まれですけれども、私が生まれる前からある古い計画だなと。途中でいろいろとした
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変更等もあったのかもしれませんが、ただ、根本的なところは変わらないのかと思います。 

  そういう中において、町としては、この県が定める県中都市計画に対して、いわゆる抜本

的な見直しあるいはやはり改革、改善、それを求めていく意思はあるのかどうか。要するに、

簡単に申しますと、今の都市計画に満足しているのか、あるいは不満足であるならば、どう

いったことでそれに対して対策を講じていくのか、それについてお聞きしたいなと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ご答弁申し上げます。 

  45年６月に指定されたわけでございますが、土地利用の規制、それから誘導、土地区画整

理による面整備、それから都市計画道路の都市施設の整備に伴いまして、自然、緑地等の保

全を図ってきました。今はどうなのかといいますと、コンパクトな市街地の形成をしてきた

というふうに自負しております。町はコンパクトな市街地を形成してきたと考えております。 

  今後は、人口の減少が見られる中、これまで整備してきた市街地の維持ということもして

いかなければならないと思っています。現行の都市計画制度を維持しながら、していく必要

があると考えております。土地利用の規制がある地域につきましては、鏡石町の都市計画マ

スタープランに定めました地域別構想に基づきまして土地利用の転換が行われるよう、都市

計画の変更につきましても県に要望していきたいというふうに考えております。 

  以上、答弁とします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） そうですね。県が定めた計画にのっとって我が町もやるという考え、

これは当然といいますか、ある意味、当然であります。しかし、やはり我が町の中において

も、いろいろなそういう声があるんだということもありますので、それをつぶさに受けとめ

ていただきまして、やはり県に対しても一言申し上げたり、あるいは先ほど今泉議員さんか

らもありましたけれども、斎藤県会議員もいるわけでありますから、そういったところにも

お願いをしたりして、何とか県と我が町がどちらも納得するような、そういう計画づくりに

励んでいただきたいと思っております。 

  最後の質問になります。 

  我が町における政治改革。公務員制度改革あるいは選挙制度改革、それについての話をさ

せていただきたいと思っております。 

  まず初めに、町職員、これは地方公務員の一般職でありますが、これも最近といいますか、

いつの世も変わらないと思います。いわゆる不祥事が全国的な市町村の職員あるいは都道府

県の職員、公務員に散見されるという中において、そういったものを未然防止あるいは綱紀
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粛正を徹底していかなければならないというふうに考えておりますが、我が町においては、

そういった全国的な状況を鑑みてどのような対策を講じられているのか、まずお聞きしたい

なと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  議員からありましたように、福島県におきましても、ことしの春から毎月のように県職員

等の不祥事事件が発生してございます。内容を見ますと、どれも公務員になる以前の問題で

ございまして、公務員たる前の社会人としての基本がなっていないというような状況が見受

けられます。当然、これを受けまして町におきましても、幹部会議である庁議におきまして

綱紀粛正の徹底を周知しまして、課員に対して指導するように、町長みずから指導している

ところでございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） そうですね。やはり、これは人ごとではなくて、私もしっかり考えな

ければならない問題だと思っておりますけれども、こういった点で鏡石町が有名になること

がないようにしていかなければならないなと思っております。 

  また、２番の質問でありますが、町民に対しては公平な行政サービスが徹底されなければ

ならないというわけであります。地方公務員法に、さまざまな地方公務員としてのあるべき

姿が書かれておりまして、私もさっと読みましたところ、地方公務員法の第30条には「すべ

て職員は、全体の奉仕者として」というふうに書いてあるわけであります。すなわち、全て

の町民に対する公平な行政サービスを町職員は行っていかなければならないというわけであ

ります。例えば、いろいろと良心的に指導といいますか、教えてあげる、そこに違法的な金

銭の授受的なものとか、そういったものがなければ、いろいろなものをあっせんしたりとか、

そういうことはいいのかなと思いますが、私がちょっと心配しておる事例がありましたのは、

町の職員の方が、極端な話をしますと、ある分野のことになりますけれども、個人的にそこ

の場所を捉えて、そこには行くなとか、あそこはだめだとか、そういうことを言っている職

員がいるということで、私もその方には、そういうことが事実であるならば、これは明らか

に地方公務員法に違反しているし、それはある意味、民事的な問題でもあるし、それはやっ

たらいいんじゃないですかという話もしました。それはただ、根拠をしっかりとつかまなけ

ればならないわけであります。ただ、私が言いたいところは、町民の中から、やはり、今、

申し上げましたように、職員は全体の奉仕者であるというふうな、これは地方公務員法に明
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らかに書いてあるわけであります。そういった中において、そのような全体の奉仕者として

の意識を持っておられない方が残念ながらいるということ。これは大変ゆゆしきことかなと

私は思っておりますが、その辺については、どのように町としてはお考えになっているのか

お聞きしたいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  全体の奉仕者、地方公務員法30条でございますが、憲法15条にも明記されている内容で

ございます。２番議員のおっしゃるような事実があるのであれば、当然ながらゆゆしき問題

だと私も認識するところでございます。当然ながら、そのようなことがないように、今後と

も指導してまいりたいと思います。なお、そういった事実があるかにつきましても、ちょっ

と調べていきたいと思いますので。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） そうですね。町民からそういう声を聞きましたので、今、課長からそ

のような答弁があったということを、私もその方には説明をして、なるべく穏便にといいま

すか、終わればいいのかなというふうに思っております。 

  町職員の方におかれましては、本当に昼夜、そして遅い時間まで一生懸命頑張っておられ

るということは、私もわかっております。ですから、そういったことに気をつけていただき

ながら、やはり続けて頑張っていただきたいなと思っております。私も地方公務員の経験が

ございますので、やはりその職員の方の気持ちも察しておりますので、それはどうかご理解

いただきたいと思います。 

  さて、２番の質問でありますが、区長の件であります。 

  町長が委嘱する区長については、これは町の規則に定められ、なおかつ各行政区において

選出されてくるということでございますが、現在の各区長の任期、実際は規則によれば１年

となっていますが、実際にどのぐらいお務めになっておられる方がいるのか。１年交代の方

もいれば、それこそ何年も務めている方がいらっしゃると認識しておりますが、その辺につ

いてはどうか、現状をお答えいただければと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  おっしゃるように、区長の任期は１年とされてございます。行政区から推薦のありました
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というか、行政区のほうから推薦のあった方を町のほうで委嘱していることでございまして、

毎年、かわる行政区もございますけれども、長年お務めいただいている区もございます。本

年、一番長いところは９年目と。ちなみに笠石でございますが９年目。あと３区が９年目、

２区は８年目。あと境区が７年目と、長いところはそのような行政区でございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） そうですね、議長の任期については、これは一長一短あると思います。

区長の任期ですね。長くして、やはり時間をかけてやらなくてはならない問題もあると思い

ますし、はたまた１年ごとにいろいろ見直しをしてということもあるのかもしれませんが、

やはり私が１つ考えているのは、区長のなり手がいないのではないかと。要するに人材です。

大変立派な方も町内にいるのもわかっておりますが、なかなかその区長になりたがる人がい

ない。特に、その２番の質問に移りますが、区長の報酬の面もやはり１つはネックになって

いるのかなと思いますけれども、その現在の区長の報酬について、あるいは今後、区長の報

酬について見直す考えはあるのかどうか、それをお聞きしたいなと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  行政区長さんの報酬につきましては条例に明記されておりまして、具体的には年額としま

して38万3,000円から多いところで55万1,000円と、やはり行政規模の割合に応じて決定さ

れているところでございます。報酬を高くすればというようなご意見もあるかとは思います。

あとは、行政区の選出方法が、やはり皆さん、違うということで、順番でやっている行政区

もありますし、選出委員会というのを設けて実施しているところもありますので、なかなか

任期については１年だけで定まらないところもあるかと思います。報酬につきましては、県

内さらには周辺町村の様子を加味しながら、あとは経済や、当然ながら社会情勢、そう言っ

たバランスを考慮しながら検討してまいりたいと思いますので。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） そうですね。いろいろお考えになっていただいて、１年ごとで交代し

ている部落、特に私のいる成田は１年ごと交代、各班長からの年長者から選ばれているとい

う、とても曖昧なことであります。誰がなっても、たまたまなってしまうわけです。要する

に、区長を、例えば選挙のように、本当になってほしい人、あるいはなりたい人を選ぶとい
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うふうな選び方もあるでしょうし、そういうふうな自動的なやり方もあるので、これについ

ては、ぜひとも町としても規則等でも考えていただきたいと思っております。 

  さて、最後の質問になりますが、これは町の選挙管理委員会に対しての質問でございます。 

  先般の参議院議員選挙が行われ、そこでは18歳以上のものに選挙権が付与されたわけであ

りますが、実際に選挙を終わってみたところ、各年齢層での投票率はどのようであったのか。

そして、それを鑑みまして、どのような反省点あるいは評価をなさっているのかお聞きした

いなと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（栁沼英夫君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  公職選挙法改正でありまして、ことしの７月に行われました参議院の通常選挙におきまし

て、初めて18歳以上に引き上げられたということはご存じでありますけれども、これにより

まして、町内では280人が新たに有権者になりました。報道機関を通じて発表になっている

と思いますけれども、投票率につきましては、今回、町全体で60.83だと。18歳、19歳につ

きましては、18歳は49.22％でした。19歳は34.44％。県の全体で見ますと、10代では41.39

となっておりまして、大体県とほぼ同じような投票率でありました。内容を見ますと、18歳

は町内に在住している方が多いと。19歳になりますと、住所は置いても、実際、町にいない

方が多いということで、19歳が低くなったのかなというところでございます。このような結

果から、県と平均だということもありますので、一定の評価はあったと思います。 

  あと、町独自には、この280人に対して啓発する資料を直接お送りしたというような事実

もございますので、今後とも18歳に限らず、選挙の投票率を高めるように啓発してまいりた

いと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 19歳の投票率がちょっと少なかったということで、ただ、町としては

280人にいろいろしたということでお聞きしました。その19歳、住民票を置いていても町内

にはいないという方については、これは何か、また別の方法、そういった方に対してやはり

投票率を上げるような工夫は何かないでしょうか。もう一度お聞きしたいなと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  選挙管理委員会局長。 

○選挙管理委員会事務局長（栁沼英夫君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  国政選挙であれば、国内どこにいても選挙できるような体制が一番ベストだと思いますけ
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れども、今の現状では、なかなかそこまでいっておりませんので、今後の全国的な検討課題

でもありますし、町としても、町のどこにいても投票できるような仕組みにするのがベスト

だと思いますので、今後とも検討してまいりたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 最後の質問に移らせていただきます。 

  町長や我々議員が各種会合に招待されることがあるんですが、そういったところで、例え

ば寄附行為をすると、それは違法行為になるわけであります。そういったことをあらかじめ

予防する意味からも、これは町の取り組みとして、例えば町長あるいは町議会議員に対して

は、主催者に対して、あらかじめ会費制にすると、あらかじめこの会は会費制でやるから、

そういったことでお金を出しても違法にはなりませんよということをあらかじめ明記してか

らやるのがいいんじゃないかなと思っておりますが、この辺についてのご検討はなされてい

るのかお聞きしたいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  選管局長。 

○選挙管理委員会事務局長（栁沼英夫君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  招待されて参加する会合におきまして、会費制であるということを主催者に指示を出して

はどうかというご質問でございますけれども、公職選挙法の199条の２によりまして、公職

にあるものは選挙区内にあるものに対しまして寄附をすることは禁止されているというとこ

ろでございます。 

  ご質問にありますように、会費であれば領収書等をもらえますので違反にはならないので

ございますけれども、町のほうで、各議員さんがどのような会合に招待されているかについ

て特に把握をしてございませんので、そのような公職選挙法の成り立ちといいますか、仕組

みについては、選挙のあるごとに町民の皆様に一般的な禁止事項ということで啓発してまい

りたいと考えてございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 我が町はいまだに、やはり古くからの慣習、悪しき慣習と呼ばれるも

のも残っているかと思われますので、そういったものがないように、残らないように、ぜひ

とも検討いただければと思います。 

  以上、質問を終わります。ありがとうございました。 



－102－ 

○議長（渡辺定己君） ２番、吉田孝司君の一般質問はこれまでといたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 小 林 政 次 君 

○議長（渡辺定己君） 次に、１番、小林政次君の一般質問の発言を許します。 

  １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 皆さん、こんにちは。一般質問をさせていただきます１番、小林政次

でございます。 

  28年度も早くも５カ月が経過し６カ月目に入りました。ようやく記録的な猛暑の夏も過ぎ、

朝夕は冷え込みも見られ、稲穂もだんだんと黄金色を増すとともに、重みを見せ始めてまい

りました。これからは果物はもちろんのこと水稲の稲刈りと、心躍る収穫の秋本番を迎えよ

うとしております。 

  さて、７月26日未明に相模原障害者施設で起きた殺傷事件は、障害者なんていなくなって

しまえばいいなどの供述をした犯人は、２月まで同施設の職員として勤務していたとのこと

であります。さらには、入所者の殺害を予告する衆議院議長宛ての手紙を警備員に渡してい

ました。手紙には、私は障害者470人を抹殺することができます。目標は重複障害者の方が

家庭内での生活及び社会的活動が極めて困難な場合、保護者の同意を得て安楽死できる世界

ですとつづってあったとのことでありました。障害者に限らず、高齢者においても病気等で

いつ同じ状態になるとも限りません。非常にひとりよがりの強い偏見と差別感情、憎悪があ

ったと思われます。犠牲になった方々に深く哀悼の意を称します。 

  さて、我が町では最上位計画として鏡石町第５次総合計画が策定、実施されておりますが、

来年度は基本計画等が後期計画の年と聞いております。つきましては、前述に関連し、次の

点についてお尋ねいたします。 

  １、鏡石町第５次総合計画の基本計画について。 

  （１）Ⅲ－１－（３）障がい者福祉の充実の施策の基本方針について。 

  ①障害者への理解と認識向上の項目に、障害者とその自立支援の必要性に対する理解を高

めるため啓発活動を行うとあるが、どのような活動を行ってきたか。また、理解はどのよう

に高まったのか。問題点はあるのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する執行の答弁を求めます。 

  福祉こども課長。 

○福祉こども課長（小貫秀明君） １番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  障害者、高齢者など、さまざまな障害を持つ方々が自立して生きていく社会を実現するた

めには、全ての町民が障害や障害者のことを十分に理解し、障害者に対する誤解や偏見を解
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消することが極めて大切であると認識しております。 

  鏡石町におきましては、先ほどお話があったように、第５次総合計画に基づきまして、平

成24年３月に鏡石町障がい者計画、鏡石町障がい福祉計画を策定いたしまして、その後、障

がい福祉計画につきましては、第４期ということで、平成27年３月に見直しを行うなどいた

しまして、障害者施策の展開を図っているところでございます。その中で、啓発活動の推進

につきましては重点事項と考えておりまして、特に、子供のころから障害者への理解を深め

ることが重要であると考えまして、各学校で各段階に応じた福祉教育を実施しているところ

でございます。 

  今後は、さらに、幼稚園、保育所におきまして、就学前児童を対象といたしました障害者

との触れ合い事業、交流事業を検討してまいりたいと考えております。 

  また、成人の方への啓発活動につきましては、毎年度、障害者を取り巻くさまざまな問題

を題材にしました映画鑑賞会を行うなどいたしまして、障害者に対する理解、促進の啓発を

図っているところでございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） ただいま、幼稚園等ですか、それに対して啓発を行うということでご

ざいましたが、実際は、現在は行っていないということでよろしいですか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  福祉こども課長。 

○福祉こども課長（小貫秀明君） 事業といたしましては、年に１回以上はそういう教育を、

指導というか、事業につきましては展開していっているということでご理解をいただきたい

と思います。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 次に、学校教育での取り組みが、子供たちに対し、弱い方々への理解

を深める重要な場所となり、将来の共生社会を形づくる礎になると思われます。 

  そこでお尋ねいたします。 

  ②同項目で、学校教育などの場で保健、福祉に関する知識と理解を高める取り組みを行い

ますとあるが、どのような取り組みを行ってきたか。理解はどのように高まってきたのか、

また、問題点はあるのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（髙原孝一郎君） １番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  小中学校においての保健、福祉に関する知識と理解を高める取り組みといたしましては、

総合学習の時間において、福祉について考えようといった課題への取り組みの中で、高齢者

疑似体験や公共施設のバリアフリーについての学習を行うなど、児童生徒の発達の段階に応

じた学習により、社会福祉についての理解を深め、思いやりの心や社会奉仕の精神などの育

成に努めてございます。 

  また、小中学校の特別支援学級では通常学級との交流学習を積極的に行っておりますので、

障害のある子供たちと障害のない子供が交流学習を通してお互いの個性についての理解を深

め、平等に生活することができていると、このように考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） ただいま、疑似体験ですか、それを行っているということでございま

すが、それらの感想とかを聞いていれば、その感想ですか、どういう感情が起きたか。それ

から、特別支援学級との交流、これは具体的にはどのようなことをやっていますか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  疑似体験等を通して、その感想なんですが、それについては、特に一人一人に聞くという

ようなことは教育委員会としてはしていないんですが、学校として学習の反省の中ではしっ

かり押さえているのかなというふうに思ってございます。 

  それから、特別支援学級と普通学級の交流についてなんですが、その子が将来にわたって

身につけさせていかなければならないことについては個別の指導を徹底しています。同時に、

みんなと一緒にやることの楽しさ、例えば体育でありますとか、音楽でありますとか、図工

でありますとか、その他の教科においても一緒に勉強することが両方の子供たちにとってふ

さわしいものというものがあれば、それは積極的に交流という形で取り組んでいるというこ

とでございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 続きまして、③でございますが、同項目で、健常者と障害者を分け隔

てることのないノーマライゼーションの思想を基本に、自然な形で交流や触れ合いができる

ような取り組みを行いますとありますが、どのような取り組みを行ってきたか。また、その
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思想はどのように浸透されているのか。当初に述べたような差別感情等は払拭されているの

か、また、問題点はあるのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  福祉こども課長。 

○福祉こども課長（小貫秀明君） ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  障害者と健常者の相互理解を深めるためには、直接交流し、肌で感じ合うことが有効とさ

れております。以前と比べますと、障害者の就労や外出など社会参加の機会は増加している

ところでございますけれども、いまだ限定的なものにとどまっているのが現状だと認識して

おります。 

  現在の町の取り組みといたしましては、障害者総合支援法に基づく就労支援や移動支援な

ど、障害者が健常者と同様に地域で働いたり、外出したりすることを支援しております。ま

た、障害者と健常者が自然な形で交流や触れ合いがでいるように、学校教育などの場におけ

る交流事業を行ったほか、国や県が主催するスポーツ大会など各種イベントの参加を募るな

どしまして、障害者に対する思いやりや助け合いの心を育んでいけるような社会の実現を進

めているところでございます。 

  今後は、障害者団体が行う活動の支援を行うなどいたしまして、障害者に対する正しい理

解の普及のために一層の事業展開を図ってまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 次に、弱い方々と健常者と交流はお互いの理解を深める絶好の機会と

思われますので、お尋ねいたします。 

  ④障がい者（児）教育の充実の項目に、養護学校と小中学校の児童生徒間の交流の活発化

を図りますとありますが、どのような交流活動を行ってきたか。また、どのように活発化し

てきたのか、問題点はあるのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  現在のところ、小中学校においては養護学校との交流活動は行われておりませんが、学校

内での通常学級と特別支援学級との交流学習を行ってございます。また、小学校におきまし

ては、就学指導審議会で特別支援学校適と判断された児童を保護者の要望により特別支援学

級で受け入れており、地域でともに学び、ともに生きるというインクルーシブ教育システム

が推進されてきた結果であると考えてございます。養護学校と小中学校の児童生徒間の交流
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につきましては、今後、実施体制等の構築に向けた検討を進めてまいりたいと考えてござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） そうですね。養護学校との交流をしていないということでございます

が、特別支援学級とはしているということです。ただ、養護学級に入っている方はいろいろ

な方がいますので、特別支援学級との交流とはまた違った意味での、そういうあれがあると

思いますので、ぜひとも養護学校との交流を図っていただきたいと思っております。 

  次に、町での障害者等のスポーツ活動等は余り見られないと思われますが、お尋ねいたし

ます。 

  ⑤同項目で、障がい者の生涯学習やスポーツ、文化活動を支援しますとあるが、どのよう

な支援活動を行ってきたか。前に比べ、どのように変化したのか。問題点はあるのかお尋ね

いたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  障害者の生涯学習やスポーツ・文化活動の支援についてどのような活動を行ってきたかと

いうおただしでございますが、町では障害者施設等の入所者の団体利用に対しまして町民プ

ールの時間外開放を受け付けているほか、時間内利用も含め、プールを利用する場合の支援

を行っております。 

  また、図書館においては、定期的に来館する障害者の来館時に選書の補助などの支援を行

っているところでございます。 

  なお、平成27年度におきましては、プールで107回、延べで1,388人の方々が、図書館で

は91回、延べ1,000人の方々の利用があり、利用者に応じた対応を心がけてまいりました。 

  文化活動の参加支援につきましては、障害を持つ方の文化団体への参加希望に対しまして、

本人と各団体の調整を行い、障害をお持ちの方が少しでも希望の活動に参加できるように、

間に入り調整を図っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 次に、第５次総合計画の進行管理について。 

  全般的な事務事業評価等についてお尋ねいたします。 
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  後期計画をつくる際、非常に大切なことと思われます。（２）Ⅰ－２－（１）行財政の改

革と進行管理の施策の基本方針について。 

  ①政策・事業の進行管理の推進の項目に、その達成状況や原因などについて随時検証する

政策評価（事務事業評価）を継続します。また、随時、町の基本ビジョンや長期施策の評価

と必要に応じた見直しを行い、より効果的な行財政の実現を図りますとありますが、評価に

より、特筆すべき点や見直しを行ったものはどのようなものがあったのか。また、来年度の

予算に反映すべきものがあるのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） １番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  現在の第５次総合計画につきましては、平成24年３月に策定されまして、本年度が前期基

本計画の最終年度になってございまして、現在、前期の基本計画の検証と後期の基本計画の

見直しに当たっているところでございます。 

  特筆すべき点とか見直しについてというご質問でございますけれども、特に、第５次総合

計画は大震災からの復興計画も兼ねておりました。前期基本計画の期間中につきましては、

震災からの復旧・復興を重点に事務事業を推進してきたところでございます。今年度におき

ましては、後期基本計画の策定とあわせまして、さらには昨年度策定しましたまち・ひと・

しごと創生総合戦略との調整も含めて事務事業評価に基づいて実施計画を策定して、来年度

の予算に反映させていくというところでございます。 

  特筆すべき点と見直しにつきましては、事務事業につきましては３年ごとに見直しをして

いるわけなんですが、幾つか挙げますと、納税環境の整備におきましてはコンビニ収納を導

入したと。さらには収納の強化策として、組織を見直しまして収納グループを新たにつくっ

たと。それ以外には、保育所運営を民間委託してはどうかというような見直し、さらには、

水道課でやっております石綿セメント管の更新につきましては、拡張事業を重点化するため

に、逆に縮小するというような見直しを実施したところでございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 次に、笠石多目的集会所南側の点滅信号機がある交差点での事故が６

月９日夕方に起きました。乗用車４人と軽自動車１人の事故であります。この交差点は四街

道踏切に近接しており、電車の信号待ちの車が交差点の手前までつながり、東西の視界が見

えにくいところであります。その上、東西が黄色信号のため、徐行で通過いたします。一方、

南北、特に駅方面からの進入車両は信号が赤であるため、一旦停止をし、通過いたします。
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しかし、電車の信号待ちの左右の車及び西側方面の生け垣等の２つの要因により非常に視界

が不良なため、事故が頻発しております。現在、イオンへ通じる旧国道の交差点には事故防

止の目立つ看板等が設置されまして、非常によかったと安心しております。そこで、さきの

交差点の事故防止対策についてお尋ねいたします。 

  ２、笠石多目的集会所南側交差点の事故防止対策について。 

  （１）過去３年間の交通事故件数等はどのような状況かお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） １番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  交差点におきます過去の事故件数というご質問でございますけれども、平成26年中は車同

士の出合い頭の事故が３件、平成27年中は軽自動車同士の出合い頭の事故１件、28年につ

きましては普通車と軽自動車の出合い頭の事故が１件ということで、警察署のほうで確認を

してございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） だんだん件数が減っておりまして、私が思ったよりはちょっと件数が

少ないと思っております。ただし、私もときどきそこを走行しますけれども、実際、行き方

をいきますと西側、こっちから行けば右側に生け垣がありまして、きれいに刈っているとき

はいいんですけれども、伸びている場合にはかなり見えにくいです。そういうことで非常に

危険なので、そういう箇所でございます。 

  次に、前にも述べましたが、旧国道のイオンへの道路は事故が多発しているため、数カ月

前に非常にわかりやすい看板が設置され、その後、事故もなくなり、効果を上げているもの

と思われます。つきましては、当交差点の事故状況等を勘案しますと、さらなる事故防止を

図るべきと思われますが、当交差点における看板の設置等についてお尋ねいたします。 

  （２）当交差点の事故防止のため看板を設置すべきと思うが、計画はあるのか。なければ、

当面の事故防止対策をどのように考えているのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） １番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  当該交差点につきましては点滅信号と横断歩道、さらには減速を促す標示、さらに停止線

が設置されている状況でございます。イオンに通じる交差点につきましては特に事故が多い

ということで、抑制するような安全標示をしたところでございます。こちらも参考にして、
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この交差点についても、実際、事故がないというわけではありませんので、さらなる方法が

あるのかにつきましても関係機関と協議しながら進めていければと思っております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） この看板の設置なんですけれども、例えば１カ所、こちら、駅から行

って多目的集会所がありますけれども、そこの間がかなり長いんですよね。だから、そのと

ころの交差点が一番危ないので、その辺に１カ所でも設置できたらと思っております。 

  次に、前回の６月議会一般質問でも出されましたが、駅跨線橋のバリアフリー化について

お尋ねいたします。 

  ３、鏡石駅跨線橋のバリアフリー化、エレベーターの設置等について。 

  （１）ＪＲ東日本に何回も要望しているとのことですが、過去５年間の要望状況の詳細と

回答はどのようなものかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） １番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  ＪＲ東日本の要望につきましては、福島県の鉄道活性化対策協議会を通じまして毎年度要

望活動を実施しているところでございます。毎年度の要望状況につきましては、24年度につ

きましてはトイレの増設、券売機の設置、駅舎の改築、駅東駐車場の拡充、25年度につきま

しては、中小屋、堀向踏切の拡張と、今、言いました跨線橋のバリアフリー、26から28に

つきましては、中小屋、堀向踏切拡張とバリアフリーの要望を継続して実施しているところ

でございます。 

  回答につきましては、24年度については削除させていただきますが、踏切の拡張について

はＪＲのほうでは継続協議としたいという回答でございました。次に、バリアフリーにつき

ましては、5,000人以上の乗降客のいる駅は2010年度までにエレベーターは設置したと。さ

らに、現在3,000人以上で未整備の駅については、国と自治体のご支援をいただきながら進

めていきたいという回答でございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 前回の議会ですか、その際の答弁でありますけれども、乗降客が少な

いため補助対象にならない、予算化が難しいとのことでありました。そういう答弁をしてお

ります。ただ、この案件は長年の課題であります、10年とか、20年の課題であります。車
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椅子の方が電車を利用する場合、跨線橋まで上がる、それから下がるには最低二、三人が必

要とのことであります。家族では非常に対応が難しい現状であります。基本構想の理念にあ

ります「やさしさとふれあい」、さらには目標に掲げております「地域で支えあう、人にや

さしい鏡石をつくります」を実現するためにも、町予算の投入も視野に入れ検討すべきと思

われます。つきましては、経費及び設置方法等についてお尋ねいたします。 

  （２）エレベーターを設置するにはどのくらいの経費が必要か。また、ＪＲとの共同設置

は可能なのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） １番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  跨線橋のエレベーター設置につきましては、今、議員さんがおっしゃられたように、やは

り乗降客で制限するしかないというような状況でございます。設置につきましては、当然、

町としましても、復興まちづくり計画にもありますように、東西をつなぐ東西自由通路とし

ても活用させていただいているところでございます。その復興まちづくり計画にありまして、

その中の計画でも見積もりまではとってございませんけれども、他自治体の事例を見ますと、

大体およそ１基当たり１億程度かかるのではないかというような考えでございます。ただ、

これはエレベーター単体の建設費の推測でございますので、実際には、跨線橋も老朽化して

おりますので、跨線橋そのものの耐震補強工事等が発生するものと考えられますので、今あ

る跨線橋を使うのか、それとも新設するかに、方法にもよりますけれども、大体全体で５億

から10億程度はかかるのではないかと予想してございます。 

  ＪＲ東日本との共同設置につきましても、今、言いましたように、今の跨線橋を使うのか、

さらには東西自由通路だけで単独でやるのか、あとは新たにつけかえるかによりまして、Ｊ

Ｒとの共同設置も視野に入れて検討しなければならないと思いますので、今後ともＪＲ東日

本等と協議を進めてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 今後、駅東開発等もありますので、それらを含めて東西自由通路、そ

れをつくる場合にはぜひともエレベーター等の設置、これを考えていただきたいと思ってお

ります。 

  次に、冬期の降雪や吹雪の場合、跨線橋の階段に雪がたまり、健常者でも歩行が大変困難

であります。まして体の不自由な方、高齢者等は言うまでもありません。これらを解消する

ための施策をお尋ねいたします。 
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  （３）冬期の降雪時における跨線橋の階段等を体の不自由な方や高齢者等が安全に上り下

りできる施策をどう考えているか。また、実際、どのように行っているのかお尋ねいたしま

す。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する執行の答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） １番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  冬期の降雪時はもちろんのこと、体の不自由な方が跨線橋を上がるのは当然無理なことで

ございますので、先ほど申し上げましたが、やはり一番いいのはエレベーター。さらにはエ

スカレーターというのを設置していただくのが一番いいのではないかと思いますけれども、

いろいろな制限や財政の関係で今のところできていないという状況でございます。当然、冬

期の降雪時には、雪で通常の人でもなかなか上がりづらいという状況がございますので、駅

関係の委託している事業所にお願いをして、そのようなものは除去していただくということ

を考えてございます。なお、ＪＲを使う場合には、前もって連絡があれば介助もしてくれる

ということもありますので、そのようなことも活用しながら今後とも進めていければと。あ

と、当然ながら、このバリアフリーにつきましては全国的な課題でもございますので、町と

しましても、駅東の関係もございますから、駅東口の改善も一緒に今後とも検討しなければ

ならないと考えてございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 町長。 

○町長（遠藤栄作君） 質問に対して、先ほどの３番とも関連するんですが、（２）番とも関

連するんですが、駅の自由通路、これについてはご承知のとおり、大変老朽化しているとい

う、そういう状況もございます。大変老朽化した部分についての費用というものも当然かか

るし、先ほど言ったエレベーターも当然かかると。それを全て町費で行うということは、今

の段階では大変不可能に近いということもございます。そういったことから、できる限り補

助金が得られるような、そういった中身で、例えばですが、いわゆる駅の自由通路が都市計

画でいう、いわゆる歩道というんですか、そういった都市計画で決定できるような、そうい

った方法も一つとしてあります。そうすれば補助金等も得られるという、そういったことも

ございますので、そういったことも含めて、今後、都市計画の見直し等も含めて検討してい

きたいなというふうに考えているところです。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） それでは、前向きに検討してください。 
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  次に、原発事故以来、除染実施の関係で町内の道路や家庭の側溝の清掃がなされておりま

せん。現在、笠石地区のモニタリングを実施中でありますが、結果を見ますと0.23マイク

ロシーベルトより以下であります。すなわち除染対象にはならない数値となっております。

５年有余の間に側溝等には大量の土砂が堆積しております。早急に土砂等の清掃をしなけれ

ば、台風等の大雨に対処できず被害が出るおそれが考えられます。先般、道路等の側溝は町

が年次計画で清掃するとの説明がありました。しかし、一般家庭での処理方法については詳

しい説明がありませんでした。そこで、今回、家庭における土砂等の処理方法について具体

的な説明を求めます。 

  ４、家庭側溝等における土砂等の処理方法について。 

  （１）家庭における土砂等の処理は、一般廃棄物に準じた処理方法でよいのか。また、特

別な処理方法があるのか。具体的な処理の仕方はどのようにするのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  健康環境課長。 

○健康環境課長（長谷川静男君） それでは、１番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  廃棄物の区分や処理につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物処理法

と呼ばれているものですが、これにより規定されておりまして、この法律の第２条で「廃棄

物とはごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その

他の汚物または不要物であって、固形状又は液状のもの」とされております。それらの廃棄

物のうち、事業活動に伴って生じたいわゆる産業廃棄物を除いたものが一般廃棄物となるも

のでございます。 

  ご質問の家庭の敷地内における土砂につきましては、土砂そのものにつきまして環境省か

ら通知がありまして、それによりまして、この廃棄物処理法の対象外とされております。こ

のことから廃棄物とはなり得ないということになります。また、先ほど議員のほうからもお

話がありましたが、放射線物質汚染対策特別措置法に基づきますと、放射性物質を含む堆積

土砂の撤去につきましては、地上１メートルの空間線量が毎時0.23マイクロシーベルト以

上の箇所は除染対象となりますが、基準値以下の箇所については除染の対象とならないこと

になります。これらのことから、家庭敷地内における土砂につきましては、除染対象となら

ない場合におきましては廃棄物ではありませんので、土地所有者の判断により適切な処理を

行っていただくようになると考えております。具体的な処理方法でございますが、敷地内等

所有地において処理していただくのが一般的かと思われます。その他の処理方法につきまし

ては、専門業者等に処理依頼をしていただくことなどが考えられるところでございます。こ

のようなことでご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 
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〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 次に、請負契約、委託契約等の入札結果について。 

  現在は、金額が大きいものは議会の議決を要しますので、場所、金額、業者等の内容につ

いて各議員がわかりますが、それ以外の案件については皆目わかりません。概要については

当初予算のときに説明されますが、業者、工事期間等がわかりません。そのため、工事期間

中、その場所に行って初めて業者、工事期間、片側通行等がわかることになります。片側通

行等の場合、ときには混雑している場合があり、急ぎのとき等は別の道を通ればよかった、

また、地区の人に聞かれても工事の詳細が説明できないと、不都合な場合が多々あります。

また、現在、ホームページの入札情報には、入札参加資格申請、それから制限つき一般競争

入札の報告について等は掲載されています。しかし、工事場所、期間等の具体的な内容が掲

載されていないため、どこで、どのような工事が行われているか、執行部以外は、町民はも

ちろん議員も事前に知る由もありません。つきましては、町民との利便性を図る上で、次の

点についてお尋ねいたします。 

  ５番、議決案件以外の工事請負契約、委託契約等の入札結果の周知方法について。 

  （１）契約金額1,000万円以上の契約等について、町民等の利便性を図るため、場所、業

者、期間、交通規制の有無等をホームページへ掲載するとともに、議会へ報告を行う等の周

知をすべきではないかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） １番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  現在、一定額以上の入札結果におきます業者や金額などにつきましては、総務課において

公表をしてございますけれども、場所や工事期間、交通規制の有無などの公表はしておらな

いところでございます。ただ、工事施工に当たりましては、落札業者によりまして、近隣住

民等への工事実施の呼びかけとか、工事看板による工事の種類や時期、受注業者などの周知

をしているような現状でございます。 

  お尋ねにありますように、全てのといいますか、大きな工事等についてはホームページ等

でも周知してまいりたいと思いますけれども、どのくらいのものをホームページで実際に事

前に公表するかについては、今後の検討課題とさせていただくと。また、議会報告につきま

しても、皆さんの意見を聞きながら今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 次に、ＴＰＰについてでございます。 
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  ２番議員も質問いたしましたが、私も質問させていただきます。 

  少し長くなりますが、私なりに経過等を述べたいと思います。 

  米国は成長するアジアを取り込もうと、アジア諸国とのＦＴＡ交渉を開始しました。しか

し、韓国とは締結にいたったものの、ほかの国とは成功せず、ＡＰＥＣ全体のＦＴＡの提案

もほかの国の賛同を得られませんでした。こうした中で、米国が次に打ち出してきたのがシ

ンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ４カ国のＦＴＡ、2006年発効を拡大した

ＴＰＰであり、2010年４月に交渉が開始されたところであります。翌2011年３月に東日本

大震災が発生したため、ＴＰＰ論議が一時中断しました。しかし、同年11月に野田首相はＴ

ＰＰ交渉参加に向けて関係国との協議に入ることを表明しました。さらに、2012年12月、

第２次安倍政権発足直後の2013年３月に日本はＴＰＰ交渉への参加を表明し、米国の手続

を経て同年７月より交渉に参加しました。そして、2015年６月の米国議会でのＴＰＡ法、

貿易促進権限法成立を受けて、10月５日に大筋合意に至りました。今回の合意結果として、

農産物については原則関税撤廃という当初の懸念からすれば、米、麦などは国家貿易を維持

し、それなりに例外を確保したという見方もできます。しかし、多くの品目の関税撤廃を約

束し、日本農業にとっては極めて厳しい合意内容になりました。日本の農林水産物の関税撤

廃率は、これまでのＦＴＡにおいては46から59％でありましたが、今回の合意はそれを大

きく上回る撤廃率でありました。 

  主要品目の合意内容を整理しますと、１つとして、米は現行のＭＡ枠77万とは別に、米国、

豪州に国別輸入額当初５万6,000トン、13年目７万8,400トンを設定する。さらには、米粉

調製品の関税について、一定の輸入実績がある品目については５から20％削減。輸入量が少

ないか、関税率が低い品目については撤廃するというものでございます。 

  ２つとして、小麦、大麦でありますが、小麦、大麦ともマークアップ、政府が輸入の際に

徴収している差益を９年目までに45％削減する。さらに、小麦においては、米国、カナダ、

豪州に国別輸入枠当初19万2,000トン、７年目25万3,000トンを設定する。また、ビスケッ

ト、クッキーの関税を撤廃し、マカロニ、スパゲティの関税率を60％削減する。そして、大

麦はＴＰＰ枠当初２万5,000トン、９年目６万5,000トンを設定する。 

  ３つとして、牛肉でありますが、現在の関税率は38.5％でありますが、これを初年度

27.5％に引き下げ、16年かけて９％まで削減する。また、牛タン、コンビーフ等の関税を

撤廃するというものでございます。 

  ４つとして、豚肉でありますが、差額関税の適用範囲を縮小し、従量税を現行の１キログ

ラム482円から当初125円。10年目には50円に引き下げる。さらに、ハム、ベーコン、ソー

セージの関税を６から11年後に完全撤廃するというものでございます。 

  ５つとしまして、乳製品でありますが、特定乳製品、バター、脱脂粉乳の年間貿易のＴＰ
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Ｐ枠、当初６万トン、６年目７万トンを設定し、その枠内関税を削減する。それから、チェ

ダー、ゴーダの関税を16年かけて撤廃し、フローズンヨーグルトや乳糖、カゼインの関税も

撤廃する。 

  また、野菜、果実類はほとんどの関税を撤廃し、関税率が比較的高かったトマト加工品、

これは16から29.8％、オレンジが16％、リンゴ17％の関税も撤廃されるというものであり

ます。 

  政府は平成27年12月24日に、ＴＰＰ協定の農林水産物への生産向けの影響についての試

算を公表しました。生産額は1,300億円から2,100億円減少し、そのうち農産物は878億円か

ら1,516億円減少するとしております。このように農林水産物生産額に対し、多大な影響が

予想される中、安倍政権はＴＰＰの関連法案を秋の臨時国会での成立を目指す考えでありま

す。 

  一方、米国はことし11月に大統領選があり、有力大統領候補であるクリントンやトランプ

を初め、多くの議員がＴＰＰに反対しております。米国議会がことし中にＴＰＰを批准する

のは非常に難しい状況であります。そのため、米国のＴＰＰ批准は新大統領が就任する

2017年１月以降になる可能性が高く、その時点で議会の勢力分布や新大統領の意向によっ

ては、米国がＴＰＰの再交渉を求めてくることもあり得ると思われます。そこで、最悪の場

合を考えて、事前の対策が重要と思われますので、幾つかお尋ねいたします。 

  ６、ＴＰＰ協定参加における影響について。 

  （１）ＴＰＰ協定のメリット、デメリットは何か。これは全般的なものでございます。お

尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  ＴＰＰ協定のメリット、デメリットということで、大変グローバルな、大きな内容でござ

いますが、この経済協定につきましては、関税のほかにサービス、投資の自由化など幅広い

分野での経済協定であります。国としまして、国内産業のアジア太平洋地域への進出が活発

となるというような経済成長が促されるなどということが最大のメリットであるというふう

に言われております。農業分野に関しては、例えば日本の農産物の大きな特徴であります味

のよさや品質のよさ、安心・安全な農産物の生産というような海外にはない特徴があること

から、低価格で大量生産される諸外国と比べ、大きな競争力となります。これらの特徴を生

かして、アジア、太平洋地域という大きなマーケットへの輸出の可能性が広がるということ

も一つのメリットということで指摘されております。 

  一方、デメリットでありますが、安価な外国産の農産物が流通することで、国内の農産物
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価格の下落や食料自給率の低下などの可能性があるということが考えられます。 

  このようなことにおいては、国は各種対策を講じることで克服ができるというふうに言っ

ておりますので、町も国・県のそういった対策を考慮しながら検討していく必要があると考

えております。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 次に、町農業への影響についてお尋ねいたします。 

  （２）鏡石町農業の現状を踏まえたＴＰＰ大筋合意による影響予測や問題等について、総

論的な町長の思い、考えは何か、お尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  これについては、先ほど２番の吉田議員の質問にもご答弁したとおり、やはりＴＰＰに対

する賛否等について、地方の一首長として答えるというのは大変難しいというふうに考えて

いるところであります。 

  そういう中で、その考え方等も含めて、例えば、これは平成25年の新聞の中で、県のＴＰ

Ｐ影響試算、こういったものも発表がされて、農産物でいうと影響額が987億円というよう

な、県の中でもそんな数字も出ております。また、本年の２月、これは民友新聞であります

けれども、県内の農林水産業の生産額というのは、平成22年と比べて17億1,000万から32億

4,000万減ると見込まれている、そういったものもございます。これは、そのほか牛肉等も

いろいろ書いてあります。また、米については政府が関税の輸入額に相当する量の国産米を

買い上げる方針を打ち出しているため、影響額は減ると、そういった試算をしたと、そうい

ったいろいろ数字がございます。いずれにしても、そういう中で、町の中で判断する、その

ことは大変難しいわけでありますけれども、先ほど２番議員にご答弁したように、身近なも

のから、身近なそういったものからしっかりと農業を支える、発展させる、そういったこと

の考えのもとで対応していきたい。あと望むのは、国のこのＴＰＰに対するいわゆる政策的

な部分をしっかりとしていただくということが大事なのかなというふうに考えているところ

です。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 次に、鏡石町農業に対する主要作物の詳細な影響についてお尋ねいた

します。 



－117－ 

  （３）鏡石町農業における主な作物への影響、生産減少額は、試算としてはいくらくらい

と考えているのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  鏡石町の農業における主要な作物への影響と生産減少額についてということであります。 

  国におきましては、政策対応の考慮や内外農産物価格の比較などの指標を積み上げること

による試算をしております。このような試算を町単独でしていくということは、現段階で非

常に困難であるというふうに考えておりますので、現在のところ、国・県の指標を参考に町

長が答弁したとおり、町として、とるべき対応について町の立場で考えていきたい、こう考

えております。 

  農林水産省の発表によりますと、農林水産物の生産額への影響予測でございますが、先ほ

ど町長が申しましたとおり、国は町の主要作物である米については影響がゼロであるという

公表をしております。ただ、このＴＰＰに対してゼロであるという公表に対しては、それが

国の考え方でありますが、国内食料の消費の減退と、もともとある国内農業の基盤を考える

と、ＴＰＰの対応を含めて施策を検討していく必要があるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 次に、これら生産減少額に対する対応策いかんによって、今後の鏡石

町農業の将来性が変わると思われますが、その考えについてお尋ねいたします。 

  （４）鏡石町の農業を守るための対策と支援策を自治体としてどう考えているのかお尋ね

いたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  政府が示す総合的なＴＰＰ政策大綱におきましては、農林水産業全体として、成長産業と

しての力強い農林水産業をつくり上げるための万全の施策を講ずる必要があるというふうに

されております。 

  町といたしましても、本町の農業への影響が出ることがないよう、国や県に万全な対策を

講ずるよう求めるとともに、必要な情報収集に努めてまいります。国・県の各種支援策が図

られて補正予算等が組まれておりますが、町としてもこれらの施策を的確に農家の皆さんが

採用していけるよう、情報提供に努めてまいりたいと考えております。 
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○議長（渡辺定己君） １番、小林君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 次に、国はＴＰＰの大筋合意によって、事前の策として農業の体質強

化策等を図るため予算措置を講じております。そこでお尋ねいたします。 

  （５）町は、国・県と同様に事前対策等の予算措置を講じているのか。また、町独自の施

策は考えているのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  農林水産省のＴＰＰ関連予算としまして、次世代を担う経営感覚にすぐれた担い手の育成

や国際競争力のある産地イノベーションの促進など各種支援事業が実施、計画されていると

ころであります。ただ、これらの事業について、鏡石の中小農家にとって適切な施策である

かどうかということでいえば、先ほど来、ありますように、強い農業の中でも海外等に輸出

するような農業政策を考える国に対しまして、町がそれと同じ考えではならないと。先ほど

町長がお話ししましたとおり、鏡石の特徴を捉えた施策が必要であるというふうに考えます。

町としましても、これらの国の補助事業を効果的に活用できますように、強い農業を目指す

農家の皆さんにはこれらに上乗せの補助を検討しながら国の施策を採用というか、取り組ん

でいきたいと。同時に、鏡石の特徴を生かした施策も今後、検討していかなければならない

というふうに考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君。 

〔１番 小林政次君 登壇〕 

○１番（小林政次君） 結びになりますが、よりよい施策を講じ、未来ある鏡石農業を実現さ

せることを祈念しまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） １番、小林政次君の一般質問はこれまでといたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 橋 本 喜 一 君 

○議長（渡辺定己君） 次に、３番、橋本喜一君の一般質問の発言を許します。 

  ３番、橋本喜一君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） 皆さん、こんにちは。３番議員の橋本喜一でございます。 

  きのうの台風13号の発生を含めたこの１カ月間で、またしても自然災害の猛威を見せつけ

られています。台風の雨、風によるものです。一方では、水不足で恵みの雨などといって喜
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ばれたり、片や自治体の避難勧告や指示というものが後手に回るほど急激な大水になったり

と、我々は自然の中で生きています。その中でどのように迅速に動けばいいのか、考えさせ

られるところであります。 

  今回は４番目の登壇ということで、午後のお疲れのところの時間帯ではありますが、私か

ら道路行政４点について質問させていただきます。 

  何分にもふなれでありますので、皆様方のご指導、よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、高久田一貫線と須賀川への接続についてであります。 

  一貫線は交付金事業として平成11年に工事が始まり、総工費約７億円の巨額をかけ、平成

18年にほぼ鏡石側が完成したところでありますが、須賀川においては、須賀川ガスのところ

の拡張が始まり用地買収が施工されているところでありますが、１人の地権者の同意が得ら

れず、現在に至っていると聞いております。その後の進捗状況ということでお伺いいたしま

す。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する執行の答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ３番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  須賀川市とのその後の進捗状況というところでございますが、前回も一般質問で答弁をさ

せていただいたところでございまして、町は須賀川市に対しまして、早期解決に向けまして

事業推進ということで要望を重ねてきたところでございます。当初計画について、地権者か

らの同意が得られない状態であることから、町と市で協議を重ねながら新しいルートを模索

してきたところでございます。結果については、提案ルート須賀川境から東部環状線に接続

するルートの要望、それから当初ルートの東側になりますが、既存の個人の道路敷を市道へ

接続する暫定ルートとしての提案がございました。しかし、市はいずれも提案しても整備が

困難ということで、なかなか回答はもらえませんでした。震災以降になりますが、途絶えて

いた当初ルートにつきまして、再度、地権者に要望をお願いするよう、市にお願いをいたし

ました。市が再度、交渉した結果、これは昨年12月になります、個人に臨んだ結果でござい

ますが、地権者からは田んぼを維持して米をつくりたいということで考えていると。孫の代

まで用地については協力することはないというふうなことで、須賀川市さんは地権者からの

意見をもらったということで、現在は市では手詰まりの状態でありまして、再交渉といいま

すか、していない状況にあるというふうな報告がされています。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本喜一君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） 12月の段階で、個人の結果がそういう結果が出ているということであ
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りますが、用地交渉には熱意が大事だと思います。一地権者のために多くの道路利用者、地

域の皆さん、また、旧道の渋滞緩和にも、須賀川にも、多くの利益も図られる道路と思われ

ます。用地の交渉には課長、係長が数多く足を運んでいると聞いておりますが、須賀川に行

きました部長さん、副市長、市長と、交渉には行っていないと聞いておりますが、その点に

ついて町長はどのような考えをお持ちか、お伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） この質問でありますけれども、私も就任して、この地権者にも私自身

も一度お会いをしました。そういう中で、市の中では震災があって、その後に26年、27年

にかけまして、市との交渉もしてございます。そういう中で、しっかりと市のほうに申し上

げたわけでありますけれども、なかなか、今、お話があったとおり、市の中でもされていな

いというような部分もございます。再度、これから市のほうにしっかりと対応していくよう

に、お話をさせていただきたいなというふうに思っているところです。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） 確かに他の行政に対しては注文なんかつけられないと思いますが、市

町村行政で、天栄村とも同じような状況にあると思われる道路があると思います。市町村の

会談の中において話し合いの場を設けてはと思いますが、町長はどのような見解を持ってい

るかお伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 町長。 

○町長（遠藤栄作君） 岩瀬市町村会、須賀川市、天栄、鏡石ということで会合が幾度かあり

ます。そういう中で、連携をしてやっていくということでの確認は３首長、しております。

そういう中で、今、お話がありました天栄さんも実を言いますと、久来石の部分のイオンス

ーパーに来る、いわゆる天栄から、須賀川を通って、鏡石と。あそこも大変狭いということ

で、天栄の村長さんも、どうかその部分、鏡石町までは広くなっておるんですから、その以

降、須賀川分について何とか広げていただきたいということもありました。そういう中でも

ありますので、これは天栄の村長とも含めて、須賀川市の市長も含めて、いわゆる連携のと

れる、こういったこともやはり連携の一つだということを強く申し上げながら、これから対

応していきたいなというふうに考えております。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 
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○３番（橋本喜一君） そのようなことで、連携をとって対応していただきたいと思います。 

  （２）の町の今後の考え方はということで、今後とも地権者への交渉には対応として町長

を初め、鏡石町として、もう一度話をして熱意を見せてはと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（渡辺定己君） 町長。 

○町長（遠藤栄作君） この一貫線について状況、経過をちょっと申し上げますと、須賀川市

のいわゆる本事業への用地交渉、今、１人の方でありますけれども、その方の部分でありま

すけれども、平成16年６月にこういった事業の説明がされたというふうに聞いております。

平成24年12月現在で地権者との個別交渉、これも47回されたということです。私も、先ほ

ど言いましたように、就任して間もなく、地権者本人と会って要請をしたと。これは須賀川

市の都市の住民に対して私が行ってきたという、そういう状況であります。この26年、27

年度におきましては、須賀川市との協議も重ねまして、１つには当然、須賀川に対して地権

者交渉をしっかりとやってくれと。もう一つは、やはりこういった部分について、なかなか

容易でないのでありますけれども、代替ルート、こういったものについても申し入れも行い

ました。この一貫線については、総延長須賀川市も含めて2,777ｍあります。鏡石町の区間

が大半でありまして2,490ｍ、須賀川市が約287ｍと、そういったことであります。鏡石町

の部分の工事については、残る市との接続部分、いわゆる70ｍを残して、平成11年から工

事が始まりまして、平成20年に約６億円を投じて完成をしているということであります。ま

た、一方、須賀川市の部分でありますけれども、287ｍのうち80ｍが完成していると。残り

が完成していないということです。そういう中で、投資効果からも早い開通が望まれている

ということであります。 

  今後、計画されております高久田地区の圃場整備の関連というのを、新たな東部環状線の

ルートの検討もしていきたい。でも、この事業もまだ何年かかかります。そういう意味では、

現時点での須賀川市としての代替ルート、こういったものを含めて、須賀川市との協議を今

後も力強く進めていきたいなというふうに考えております。 

  きょうの質問、そういうことでは、大切な質問を得たなというふうに思っているところで

あります。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） 平成16年から個別で47回もの交渉を行っているということでござい

ますが、残り287ｍになっています。本当にわずかではないかと思います。本当に７億円の

巨額の交付金を使っての鏡石側が終わっているということで、それに対する須賀川への要望

なんかも強く進めていただきたいと思います。 
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  ３番として、今後の対応ですが、今、高久田地区においては基盤整備事業が予定されてい

るところですが、あわせて東部環状線への接続についてはどのような考えをお持ちかお伺い

いたします。 

○議長（渡辺定己君） 町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  先ほどご説明しましたけれども、いわゆる別ルートということも含めて、市のほうには考

えていただくということでありますけれども、一方、先ほど言いましたように、これから、

高久田の圃場整備がまとまりました。そういう中で、高久田の圃場整備内の道路と、いわゆ

る東部環状線の接続といったことも、この事業計画の中で進めていければなというふうに考

えているところであります。そういうことで、いずれにしても、須賀川市のしっかりとした

対応が望まれるということには変わりはございません。そういう中では、その鏡石町の投資

効果が本当にゼロに近いという状況もございますので、そういったものをしっかりと須賀川

市のほうに説明をしてまいりたいというふうに考えております。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） わかりました。須賀川には絶対これは通さなければいけない道だと思

います。これから出てくる蒲之沢交差点の渋滞の緩和へもつながるかと思いますので、粘り

強い交渉をお願いいたします。 

  それでは、大きな２番目、蒲之沢交差点の渋滞緩和についてでございます。 

  この対応についても、数多くの議員の皆様が質問されております。現在における交差点は

不良交差点であると思われます。それはなぜかというと、交差点の手前にあの大きなカーブ

があり、また、側道があったり、何といいましても、国道４号線が４車線になっていないか

らだと思います。朝夕のラッシュ時は異常なほど渋滞しております。地域の議員さんやここ

におられる課長さんも不便さを感じていると思います。 

  そこでお伺いいたします。 

  執行はこのような状況を把握しておりますか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） ３番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  蒲之沢の交差点の渋滞につきましては、以前より町の渋滞箇所として把握してございます。

特に朝夕の通勤時間帯におきましては、どうしても時間が重なることから500ｍから600ｍ

くらいの渋滞が続いておりまして、数回の信号待ちが起こっていると認識してございます。 
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  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） あの辺の近くの人は思うかもしれませんけれども、本当にすごい、す

さまじい渋滞で、ビバホームのあたりから混んでいるときもありますので、早急な対策を講

じてもらいたいと思います。 

  そこで、私が思うに、交差点の改良、または信号機の改良は考えられないかということで、

一番大事なものは旧道側の車の通行をよくすることと思います。そこで、提案ですが、蒲之

沢側からの信号を短く、旧道側から行った時差式の信号、直進と右折ですか、そのような信

号機を取り入れてはと思いますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） ３番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  蒲之沢交差点の渋滞解消につきまして、今、ご提案がありましたように、こちら、鏡石の

ほうから４号線に向かいましても、大体右側のほうに、郡山方面のほうに流れる車が多いと

いうことで、逆に反対側のドライビングスクールのほうからは直進の車が多いということで、

なかなか右折できないという事態が主な原因ではないかと考えておりますので、以前にも要

望はしておりますけれども、右折信号の設置などについて、公安委員会に警察署を通じて要

望を図ってまいりたいと。 

  あと、今、ありました信号の時間につきましては、これについても要望はしたことはある

んですが、やはり４号線の交差点としてずっと福島まで先もありますけれども、そのような

バランスもあるということで、警察署のほうからご理解願いたいという回答でございました。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） 信号機と交差点に関しては、これは今、行われている久来石の交差点、

あれは、今、なぜ行われているかなんてちょっと話を聞いたときがあるんですけれども、何

かあれは完全な十字路になっていないからやるんだというふうな話も聞いております。斜め

になって本当に、信号機がついているような状態なので、何か今、改善をしているというよ

うな話も聞いておりますので、これは何度も言いますが、これらの点については、何人もの

議員たちが蒲之沢交差点の改良なんかも質問されていると思います。公安委員会、交通安全

協会、町と協議の上、しっかりとした改善策を講じてはと思いますが、いかがでしょうか。

答弁願います。 
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○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） 信号、横断歩道につきましては、公安委員会の権限でございまし

て、町に権限がないのがちょっと残念なくらいでございます。今のところ、要望していくし

か方法はございませんので、引き続き必要だということで要望をしてまいりたいと考えてご

ざいます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） 本当に渋滞の緩和には、あの交差点の改良が必要かと思いますので、

粘り強い対策を講じてもらいたいと思います。 

  次に、３番目の国道４号線の４車線化であります。 

  現在は、役場の信号機から高久田までが先に行うということで、先ほどの答弁の中であり

ましたが、31年の開通を見ているということでありますが、鏡田の杉林の伐採などは進んで

いるようですが、役場付近の建物に関してはまだのようですが、現在の進捗状況をお聞きし

たいと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ３番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  先ほど10番議員の今泉議員から、全体の進捗状況は話したとおりでございますが、まず全

体の状況といいまして、高久田終点から久来石まで4.5キロ、そのうち役場から北について

は2.3キロで31年に完成しますということでございました。先ほどのとおりでございまして、

今年度の工事の進捗状況ということになりますが、今年度の工事については、４月の全員協

議会で説明したところでございまして、３カ所の工事についてですが、以下の発注になって

おります。まず１つ目は久来石地区の交差点、それから、不時沼交差点以北になりますが、

岡ノ内、鏡沼地内の舗装工事について発注になってございます。これは現在、今、一部施工

中でございます。それから、不時沼地内の舗装工事につきましては入札の準備中だというこ

とで、これは年度内に完成を目指しているというようなことで報告がされています。 

  現在の状況については、以上でございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） 今、役場から高久田までの、31年ということで、それは見えるのかな
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と思いますけれども、役場から久来石まで、これ、本当に今の状況を見ますと手つかずなの

かなと思います。用地買収は何か進んでいるみたいですけれども。その辺の役場から久来石

までの見通しなんかは立っているとか、お伺いしたいんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 役場から南になりますが、１つ先ほど言いましたが、

久来石の交差点のところについては、工事が発注になってございます。それから、用地関係

でございますが、用地がほとんど終わっておりまして、若干、再買収といいますか、それが

２カ所ほど残ってございます。それはイオンとイオンの手前になるところの用地が１カ所残

っておりまして、これは引き続き問題なく用地が買えるというふうな方向で聞いております。

用地についてはそんなことで、心配ないのかなと。ただ、工事については、こちら北側から

進めているので、なかなか進まない状況だというふうなことになっております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） これ、高久田から久来石までは道路がちょっと狭くなったり、曲がっ

たりで、交通安全の面からも大変問題があります。つい最近も、久来石の区間で続けて交通

事故が２件起きております。その改善なども考えて、早期にできるよう国などへの働きかけ

などもお願いいたします。 

  （２）番の久来石以南の４車線化の見通しということで、今現在、４号線４車線化整備促

進期成同盟の総会や要望活動が行われているとお聞きしておりますが、その認定や見通しに

ついてお伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 久来石以南の４車線の見通しでございますが、ご指摘

いただいた先線につきましては、４車線化の実現へ向けまして、南から西郷村、白河市、そ

れから泉崎、矢吹町、鏡石町ということで１市２町２村で構成されています期成同盟会、こ

れがございます。これらの期成同盟会で中央への要望、それから東北地方整備局、あとそれ

から郡山国道事務所などに事業化に向けまして強く要望をしてまいりました。その中でです

が、白河については４月に一部開通式を行いました。鏡石から白河までの間、福島県でここ

だけが残っているようなので、国・県としては非常に早めたいというふうな意向がございま

すが、これも事業費の関係ということもございますが、一応は同盟会で要望活動を強く継続

して行うというふうなことになっております。 
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  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） 今の答弁ですと、久来石以南、泉崎までこれが残っている状態だとい

うことですが、今後の対応について町長の見解などを伺えればと思います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  これ、先ほど、10番議員にもいろいろご答弁させていただきましたけれども、いずれにし

ても、この一桁道路が、ましてや福島県の中央を走っている、そして東北の玄関口の、こう

いった部分が２車線であるということ自体が、私も大変不思議に思っております。そういう

中では、しっかりと対応していかなければならないなというふうに考えているところです。

特に、私も最近わかったんですが、一桁道路の部分については、これは国が全てお金を出す

んじゃなくて、福島県もお金を出さなければできないことになっています。そういうことか

ら、先ほど国会議員の名前も上がりましたけれども、そればかりじゃなくて、やはり福島県

自体がこの４号線のことをどう考えているのかということも大事な部分であります。そうい

う中で、この協議会の中でも私も申し上げましたけれども、国への要望ばかりじゃなくて、

やはりしっかりとして福島県にも要望をすべきだということで、去年からですか、県知事宛

てにも要望活動をしてきたということであります。そういうことで、この協議会の中でもそ

ういったことを踏まえて、しっかりとして対応していく必要があるんだということを認識し

たということであります。我が町もまだ一部残っております。そういう中では、これは与党、

野党、そういうことではなくて、大事なんだということを、機会あればしっかりと国、さら

にはそういったものについて対応していきたいなというふうに考えておりますので、議員の

皆様もそういう意味では、いろいろな立場の中でやっていただければ、なおありがたいなと

いうふうに思うところであります。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） その点、期待をしておりますので、進めていっていただきたいと思い

ます。 

  それでは、４番目の住宅地の町道の袋小路についてでありますが、町では、私道、町道と

も、その数、箇所は把握しているか、お伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 
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  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ３番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  袋小路でございますが、町道に認定している路線につきましては539路線あります。その

うち袋小路になっている町道については22路線ございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 

〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） 今、22路線もあるということですが、私が見る限り、一番の不便をし

ているところは、アトック裏の団地かなと思います。あれは抜ける道もなく、本当に苦慮し

ている住民の方がおられると思います。また、杉林の団地ですか、あそこも、当初計画に上

がったようですが、まだ工事が進められていないのかなと思います。その点について、今後、

どのように対応していくのかお伺いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 袋小路についての今後の対応というふうになりますが、

袋小路については、緊急車両の進入路の支障に来すというふうなことになりますので、状況

を確認しながら、防災上、必要な路線もありますので、回転場や先先頭の整備を検討します。

先線の検討につきましては、先ほど言われました杉林のところなんですが、現在、ことしの

予算になっていますが、測量設計等を行いまして、ことし整備するようなことになっており

ます。 

  それから、袋小路の関係で、先ほどのイオンの裏といいますか、アトックのところになり

ますか、これらについては、いずれ開発許可道路等によりまして、道路の位置指定や建築開

発によってできた道路になります。これにつきましては、私がつかんでいる道路、開発道路

非指定道路になりますが、行きどまりで66カ所ほどございます。これにつきましては建築基

準法等々によりまして、いわゆる35メーター以内については回転場を設けなさいということ

で住宅が建つというふうになっておりますが、これは開発許可の関係上がございまして、町

で踏み込めないところがございます。こういったところについては、開発許可の時点で、で

きれば袋小路じゃなくて、どこか先線できないかというふうなご相談をさせていただいてい

るんですが、これは開発等の関係もございますので、状況については、そのようなことで進

めているというふうなことでございますので、ご理解をしていただきたいというふうに思い

ます。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本君。 
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〔３番 橋本喜一君 登壇〕 

○３番（橋本喜一君） 66カ所と、行きどまりの道があるということですので、ぜひ早急な対

応をしていただきたいと思います。 

  いずれにしても、自然災害や火災のときなど通り抜けができないとなると大災害につなが

ってくると思いますので、それらの対応をお願いいたします。町民一人一人がひとしく安

全・安心な町道を利用して幸せな暮らしができることを祈って、私の質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

○議長（渡辺定己君） ３番、橋本喜一君の一般質問はこれまでといたします。 

  議事の都合上、10分間、３時30分まで休議といたします。 

休議 午後 ３時２２分 

 

開議 午後 ３時３０分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 木 原 秀 男 君 

○議長（渡辺定己君） 次に、11番、木原秀男君の一般質問の発言を許します。 

  11番、木原秀男君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 大変眠いところご苦労さまです。 

  大体こういうふうな時間帯になって、最高に眠いところでございますけれども、頑張りま

すので頑張って聞いてくださいね。 

  リオのオリンピックも８月21日をもって全日程を終了したわけでございますが、昔はオリ

ンピックといえば参加することに意義があったというふうなことでございますが、しかし現

代は出場したからには絶対金メダルを取るんだという目標の選手が非常に多くなっておりま

す。これは、日本人としては非常にいい傾向ではないかと思っております。 

  例えば、どこかの女性政治家は「２番ではだめなのですか」と言った方がございますが、

何もわかっちゃいないのだなと思っておりました。１番を目指さなければ２番にはなれない

のです。２番にも３番にもなれないのです。そういうふうな方がおられるわけですが、しか

し今の日本の社会を見ますと、特に若者は夢や希望、目標をなくしている方が多い現状の日

本でございます。その意味でもこのオリンピックは日本の若者に、日本人にとってはよい刺

激になったと思っております。４年に１回の五輪の最大の価値は、崇高な理念を掲げた祭典

としての独自性にあると思います。その卓越性が薄ければ、世界最高峰としての大会の魅力

も求心力もなくなるというふうなことでございます。ただ、残念なのはロシアのドーピング
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問題や、それにテロの不安が残った大会であったということでございます。その生命線の回

復を、復活を担うのが2020年の東京オリンピックではないかと思っております。 

  なお、９月８日のあしたから開幕のパラリンピックも忘れてはならないと思っております。 

  質問に入ります。 

  教育行政についてでございますが、このオリンピックを見ますと、感じたことはすごい郷

土愛を持っていて地球の裏側まで、そしてまた全国高校野球においては全国各地から大阪ま

で郷土選手を応援に行く、まさにそれは郷土愛の精神以外の何物でもないと思います。この

ような精神を育むのはどのような教育か、お尋ね申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する執行部の答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） 11番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  郷土愛の精神を育む教育としましては、学習指導要領の道徳教育の目標の一つとして、郷

土の伝統と文化を大切にし、郷土を愛する心を持つ児童を育てるといったものがありますの

で、道徳の時間はもちろんのことですが、総合的な学習の時間、社会科といった授業におい

て郷土の歴史や文化などを学習し、郷土への理解を深め、郷土愛を育む教育に努めていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原秀男君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 再質問ですが、ちなみに８月21日は県民の日でございました。県民

の日は、郷土への理解を深めるための郷土愛を育みながら、県民が心を合わせて豊かな県土

をつくろうとする、平成９年に制定されております。それに関する町の行事は何もございま

せんでしたが、しかしその後、東日本大震災があり、そして東京電力福島第一原発事故があ

り、帰りたくても帰れない人たちが出ております。しかも地方は少子高齢化、過疎化が進ん

でおります。その中でもやはり郷土愛を、自分のふるさとに帰りたい人々はたくさんおられ

ます。ただ、ふるさとに帰りたくても帰れないという人たちも、その日は決して並々ならな

いものがあると思います。 

  その一例を挙げれば、例えばふるさとのお祭りや、また１年に１回のお盆、正月の帰りと

か、またみこしをかつぐとか、駅伝や運動会など、あるいは葛尾村のようにお盆の野球など

と１年に１回ふるさとに強いきずなを持った方たちが帰省をしておるというふうなこともご

ざいます。その意味においても町の行事は大切なものがございまして、例えば都市対抗野球

ではございませんけれども野球の県大会、９月17日白河で行われますけれども、ソフトボー

ル大会とかすばらしい行事がありますので、これは継続してやる必要があるのではないかと
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思っております。 

  以上、この件に関しては答弁はいりません。答弁はいりません。 

  拍子抜けましたか。 

  それから２つ目でございますが、英語教育です。オリンピックを見て思ったのですけれど

も、英会話で話せれば非常にいいのではないかというふうに思っております。成長期の子供

たちの才能を開花させるのには、環境がつくづく大切だと感じました。しかし、入れかわり

立ちかわりの英語の外国の先生ですが、こういうふうな英会話の教育では役立っているのか

どうかということをお尋ね申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  語学指導外国青年招致事業につきましては、児童・生徒の英語力や国際理解教育の向上を

目的に昭和63年度から実施しており、現在、英語指導助手１名を招致し、中学校、幼稚園、

保育所に派遣しております。また、小学校へは児童国際化推進事業として、外国人教師１名

を派遣しております。児童・生徒は授業や学校生活の中で、英語指導助手とのコミュニケー

ションにより外国語の発音や基本的な表現になれ親しんでおりますので、英語力の向上に役

立っているものと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 再質問申し上げます。 

  過日８月31日、岩瀬地区の中学校弁論大会が行われました。仁井田中学校で開催しており

ますが、暗唱の部と創作の部ということで、鏡石中学校からは入賞されないというふうな新

聞報道を見ましたけれども、この点に関してはどのように考えられますか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  英語弁論大会の結果につきましては残念だったというふうに思いますが、そこに参加した

３名の子供たちは日ごろから精いっぱい英語に取り組んでいる子供たちでした。結果的に見

てそうだったんですが、それだから英語について子供たちはというふうな考えは持ってはご

ざいません。 

  今、教育界の今日的な課題として、地球的な視野に立って国際社会を主体的に生きる人間

の育成が重要視されているのかなというふうに思っています。中でも異なる文化に対する理
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解を基盤として、社会の進展に応じて協力し合って、またともに持続、発展しようとする態

度の育成が今、求められているのだろうというふうに思っています。英語を学ぶということ

は英会話ができるまでになる、これはもうとても大事なことなんですが、片言の英語でも自

分の思いとか考えを世界のほうに発信して、他の国の人々と積極的に交流を図りながら相互

理解を探っていくスタンスということで、そのもとになるのが今、子供たちが学んでいる

小・中学校の英語教育ではないかなと、そんなふうに捉えているところでございます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原秀男君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） その点に関して質問させていただきます。 

  やはり岩瀬地方にはどれだけの学校数、中学校があるかわかりませんけれども、それだけ

の大会に参加したからにはある程度の教育の成果というのを欲しいのではないのでしょうか。

そうでなければやはり学校の名誉にもかかわるし、士気の高揚にもかかわるのではないので

しょうか。その点はどういうふうに考えておられますか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  議員さんのおっしゃることも十分わかります。それから、英語ばかりでなくてこれはスポ

ーツの分野でもやはり同じだろうというふうに思います。出るからには、しっかりとしたそ

の成果が見える形で私どもが捉えられれば、それに越したことはないなというふうに思って

おりますが、先生方も子供たちも参加に至る過程はしっかりと努力し頑張っている、このこ

とだけは申し述べさせていただきたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 私の言っているのは、やはり同じ平等な教育を受けて、英会話の教

育を受けて英語教育を受けて、なぜそのくらいの結局「欲」を出して勉強するような雰囲気

づくりをしないのかということが私は問題ではないかと思うのです。先ほど私が言ったよう

に、２番でだめなんですかというのと同じではないですか。１番を目指せば２番、３番にな

るというふうなことだと私は思うんです。だから、その辺の教育の考え方がどうかなという

ふうに思うのですが、言っていることはわかります。言っていることはわかりますけれども、

もう少し全体的なものを考えて、やはり頑張れるときは頑張らせるというふうな教育方針で

ないとまずいのではないでしょうか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 
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  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  子供たちがそれぞれの大会に参加するに当たって、もちろん参加すればいいという考えも

持っておりませんし、できれば優勝したい、最優秀の成績を取りたいというのは、そこの大

会に出場する子供たち、そして指導に当たっている先生方、誰でもが持っているものでござ

います。ただ、結果としてそれは鏡中の子供たちばかりでなくて、どの学校のどの地区の子

供たちもやはり同じ思いで努力をしているところです。結果としてそういう形になってそれ

でよしとすることではなくて、その結果を受けながら、次回では何を頑張ればいいのか、ど

んなふうな取り組みをすればいいのか、そういったところまで深く考えながら子供たちが次

を目指す、これがとても大事なことなんだろうというふうに思いますし、私どもはそういっ

たことを校長会の中でも指導してまいりたい、そのように思います。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） そのとおりと思います。ですから、やはり今後も参加したからには

参加すればいいのではなくて、もう十二分に力を発揮していただけるような、そういうふう

な雰囲気と学習の仕方を学んでもらいたいと思っております。 

  次に移ります。 

  （３）今度の学習指導要領の改訂では、英語教育は小学校低学年、３年生からとなってき

ておりますが、子供の情操教育に支障はないかということなんですが、これは前の議員から

も質問もございましたが、私は常に思っておるんですけれども、正しい情操教育の後で正し

い英語教育を受けなければ、子供たちの情操教育には支障を来す場面が出てくるのではない

かなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  次期学習指導要領の改訂につきましては、平成32年度から順次、小・中学校において適用

される予定となっておりますが、この改訂案が文部科学省の諮問機関である中央教育審議会

からことし８月に公表されました。この改訂案によりますと、外国語教育の強化として小学

校６年生の英語が外国語活動から教科に格上げされて、小学校３・４年生から、今まで５・

６年生がやっていた外国語活動がこれが３・４年生に導入されるということになります。外

国語活動では英語の音になれ親しむこと、英語コミュニケーションに対する関心、意欲、態

度を育てることなどを目標にしていますので、情操教育への支障はないものと捉えてござい
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ます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 英会話に関しまして申し上げますと、やはり直接外国のほうに行っ

ておっ放されたほうが覚えはすごくいい、短時間のうちに覚えるというふうなことも聞いて

おりますけれども、タイミングの問題でしょうけれども、我が町の中学校では外国留学とい

いますかホームステイ関係の計画はあるのかないのか。高校ではございますけれども中学校

ではまだ早いのかどうか、お尋ね申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  ただいま質問のあった中身については、特に検討しているというか考えていることはござ

いません。そのような計画はございません。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原秀男君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 一応、中学校くらいではまだ早いのかなというふうな気がしますね。 

  次に（４）番ですけれども、英語教育、会話の外国の先生、スタッフはそろっているのか。

文部省の中期構想によりますと、2017年から10年間で３万人増員見込みですというふうに

書いてありましたが、反面、退職者もいる中でスタッフの確保は万全なのかお伺いします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  現在のところ、小・中学校へは外国語指導助手や外国人教師として２名の外国人を派遣し、

英語力や国際理解教育の向上に努めております。次期学習指導要領の改訂による外国語教育

の強化への対応につきましては、国において外国語の強化で専門指導を行うため、専科担当

教員や中学校教員など教科の専門性の高い教員の定数の充実などが検討されておりますので、

今後、国や県の動向を注視しながら外国語教育の強化への対応について検討を続けてまいり

たい、そのように思います。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原秀男君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 
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○１１番（木原秀男君） 再質問申し上げます。 

  例えば、英語の先生でも何の先生でもそうでしょうけれども、やはりその学校の特色を生

かした教育をするとすれば、長期的に見てそういうふうな先生が回ってきてもらいたいとか、

転勤してきてもらいたいとかというふうなことはできるんでしょうか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  英語教育の実数がふえて、そして例えば中学校ですと、新しい学習指導要領になりますと

基本的に英語の授業は英語が中心になって行う、日本語が今以上に極端に少なくなるという

ふうに考えています。そうすると教師のその英語力、力は求められるところでございます。

そういったための研修や、そういうことがきちんと身についている教師がこれからは採用さ

れてくるのかなというふうに捉えているところです。そしてそれは、採用された教員がそれ

ぞれの市町村のほうに送られてくる、各学校に配置されてくるというふうに捉えているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） わかりました。 

  次に（５）番、東京オリンピックのホストタウンに立候補してはどうかということです。

一応、鏡石町においては非常に無理だとは思いますけれども、町活性化のため、何でもやは

り一歩踏み出して考えなければ、行動してみなければならないのではないかと思うのです。

田んぼアートもいいですけれども、やはり何もできないできないでは、魅力ある町づくり、

そして少子高齢化、そういうふうなものに対応できないのではないかと思っておりますけれ

ども、五輪のホストタウンに立候補する気があるかどうか、お伺いします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  オリンピックのホストタウンに立候補してはどうかというおただしでございますが、

2020年の東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンは、参加国・地域の事前合宿

受け入れや姉妹都市締結などを通じて海外と交流を進めるものとして、全国で現在91市町村

が登録されております。ホストタウンの登録には、事前合宿を行うために競技施設の国際連

盟基準への適合などが必要となります。当町では国際連盟基準に適合した施設がないことな

どから、立候補は難しいのではと認識しているところでございます。 
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  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原秀男君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 確かに鏡石は宿泊所がないということが一番大きなイベントを持っ

てきても、少々のイベントを持ってきてもそういうところが欠点だと私は思っておるんです。

ただ、あれだけの陸上競技場の立派な施設があるのであるから、もう少し町民に夢を与える

とか町の活性化のために、そういうふうなものの立候補というのもいいのではないかなとい

うふうに私は考えております。町民に夢を与えることが第一、立候補してみることが第一と

いうことなんですが、そういうふうな設備に該当しないとすれば無理だとは思います。 

  大きな２番、道路行政についてお伺いします。 

  交通安全のため、人の流れや車の流れを実態調査はしているのかどうかということなんで

すが、お尋ね申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 11番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  交通安全のための人の流れや車の流れということでございますが、これにつきましては特

に実態調査は実施しておりません。ただ、交通安全に際しましては、地区の危険箇所につい

ては交通安全対策協議会等の要望によりまして関係機関及び警察署、道路管理者等によりま

して、現地の立ち会い等をしながら改善を図っているところでございます。また、通学路に

つきましては、鏡石町通学路安全対策協議会というのがございますが、これは学校、警察、

道路管理者等の関係機関によりまして、３年に一度の頻度で合同点検を行っております。こ

こでは歩道の整備等のハード対策や、交通安全教育のようなソフトの対策なども含めまして、

必要な箇所に応じて具体的な実施メニューということで検討、改善をしているところでござ

います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 別にしていないと、別にしていないと。 

  旧４号線、今は町道になりましたけれども、やすこくやの信号から蒲之沢の信号まで、あ

そこの間は信号も１つもない、横断歩道もない、そしてましてや駅のほうから線路の脇を通

って小野医院、森電機のところに出る丁字路は、朝晩はやはり混みあうところです。そして

また、交通事故も３回ほどあるようです。そしてその間にバス停は、旧４号線西側には鏡石

バス停、不時沼バス停、鏡沼バス停、鏡田バス停、高久田バス停と５カ所あります。東側に
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は、向こう側からいいますと蒲之沢のバス停と高久田バス停、鏡田バス停、鏡沼バス停、不

時沼バス停、鏡石バス停と６カ所あります。その間、信号機も横断歩道もないわけです。こ

れは非常に危険な場所だと私は思うんですが、ここに一応、交通状況の流れを鑑みて、信号

とか横断歩道を欲しいというのが質問の主目的ですけれども、どのように考えますか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） 11番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  今、おっしゃいました交差点の信号機設置につきましては、町内の他の箇所でも要望がご

ざいますけれども、ここについても以前から要望しているところでございます。これまで警

察署を通じまして、県の公安委員会に要望しているところでございますけれども、回答とし

ましては、新規開通道路の設置が優先、また同様の要望件数が多いことなどから、現時点で

の追加の設置はかなり厳しいというお答えはいただいているところでございます。しかしな

がら、要望しないと希望がないということになりますので、引き続き要望を続けていきたい

と考えております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 要望がなければだめだということなんでしょうけれども、やはり官

庁は事故が起こってからでないと動かない、警察も事件が起きてからでないと動かない、そ

ういうふうな現状です。だから結局、万が一、あそこの三叉路もそうですが、あと子供たち

や学生や勤務者が石森宅前を自転車で横断する姿を見れば、非常に危険なところがあります。

非常に危険です。車のいない間を縫って移動しているようですけれども、中学校にしろ何に

しろ、これでは事故がもう起こるのはわかっていると思うんです。そういうところを、順序

もあろうかと思いますけれども強烈にアピールできないんですか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） 11番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  この交差点におきましては、実際に平成26年に届け出がありますけれども、車と車の衝突

事故１件、28年には歩行者と普通車の交通事故が実際起こっているということもありますも

のですから、当然、町としましては要望を継続しておりますけれども、今おっしゃいました

ようにこれよりも強烈となりますと、また違う点も考えざるを得ないと思いますけれども、

やはり信号機等につきましては県で設置しますが、当然ながら、県警でつくりますけれども

その予算的にはやはり県の税理のほうから出ているということもありますので、当然ながら



－137－ 

優先は仕方がないのかなという考えでございますけれども、やはり引き続き、今のところ要

望することが一番の方策ではないかと考えておりますので、それ以外の交通安全の施策、ま

たは標識ではなくて標示等については、今後、町でできる分については検討させていただき

たいと考えてございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） それと、事故が起こってからでは間に合わないということなんです。

事故が起こってからでは間に合わないということなんです。 

  （２）番の信号機、横断歩道の設置手続とはどういうふうなものになっているかというこ

とを一応、お聞き申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） 11番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  信号機、横断歩道の設置手続ということになりますが、これにつきましては町に交通安全

対策協議会がございます。こちらのほうに交通安全協会、または行政区のほうから要望を受

けまして交通対策協議会として警察署のほうに要望を出しまして、警察署のほうから県の公

安委員会に要望を出します。公安委員会では、県内から集まりました要望をこの信号機、横

断歩道の設置基準というのがございまして、それらの基準に適合するか、ただ適合してもや

はり優先がありますので、そのような中で現在のところ設置されていないという状況でござ

います。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原秀男君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） その優先順位、優先順位と言っておりますけれども、事故が起こっ

てからでは優先順位も何も関係ないじゃないですか。優先順位、こういうふうなところは非

常に危険だからというふうなことで、強力にアピールというふうな方法はないのでしょうか

ね、私はそう思うんです。安全協会で動かなかったら、安全協会が動かなかったら行政で動

くしかないじゃないですか。行政で動くしかないとすれば、これは事故が起こってからでは

間に合わないから、早急にお願いするしかないと私は思っているんです。ですから、この三

叉路、いわゆる丁字路も、それから石森宅向かいも、これも非常に危険な場所だとは思わな

いでしょうか。事故が起こってからでは間に合わないですよね。ましてや自転車で中学校に

通学する方たちも大勢おりますから、深内町のほうから来て。非常にあそこのところは危険
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地帯です。危険地帯です。早急に再度、再度、ご要望申し上げますので、その旨よろしくお

願いします。 

  答弁お願いします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） 11番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  事故が起こってからでは遅いというのは重々承知しておりますので、今後も警察署のほう

には、事故が起こってからでは遅いというようなこともつけ加えて要望してまいりたいと考

えてございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原秀男君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 笑ってはいけないですよね。いや、本当ですよ。起こってからでは

遅い、あれはもうおかしいですよ。やすこくやの信号から、本当に横断歩道も信号も何もな

いんだから。交通安全の方たちはどこを見ているのか、私はそれを言いたいんです。あそこ

は危険です。物すごく危険です。何回も言いますけれども、危険です。そしてバス停があり

ますから、５つ。東側に６つと。そういうふうなものを鑑みて、よろしくお願いします。 

  それから次の質問ですが、（３）の信号機の種類についてですけれども、今は何か東京オ

リンピックに向かって英語と日本語の信号機もあるようですけれども、こういうふうなもの

はつける必要はありませんけれども、やはり夜間、音の出ない信号機とか視覚障害者用とか

発達障害者用の信号機もあるようでございます。いろいろな面で研究されて、適材適所の信

号機をつけていただければと思うんです。 

  答弁願います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（栁沼英夫君） 11番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  視覚障害者用の信号機なんですが、こちらは現在、町内に２カ所ついている状況でござい

ます。苦情もありますので、夜は音が出なくなっているようでございます。今のところ２カ

所以外に、要望がないからつけていないというわけではございませんけれども、今のところ

要望もございませんので、うちのほうとしましても要望はしていない状況でございます。当

然ながら適材適所の信号機については、県の公安委員会のほうに要望してまいりたいと考え

ております。 

  以上、答弁といたします。 
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○議長（渡辺定己君） 11番、木原秀男君。 

〔１１番 木原秀男君 登壇〕 

○１１番（木原秀男君） 以上で私の質問は終わりますけれども、くれぐれも事故が起こる前

に対応するのが我々の考えです。行政の考えとはちょっと違いますけれども、非常によく考

えていただいて、あそこのやすこくやの信号からあそこの一里坦までの横断歩道も１つもな

い、信号機もないというふうな非常に危険な道路地帯は珍しいと思うんです。珍しいと思うん

です。事故が起こってからでは間に合わない。事故が起こる前に何とかよろしくお願いします。 

  以上で私の一般質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（渡辺定己君） 11番、木原秀男君の一般質問はこれまでといたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 大河原 正 雄 君 

○議長（渡辺定己君） 次に、９番、大河原正雄君の一般質問の発言を許します。 

  ９番、大河原正雄君。 

〔９番 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（大河原正雄君） どうも、皆さんこんにちは。 

  台風15号による大雨の影響で、岩手県、また北海道で大きな被害が出ておりますけれども、

今に限ったことではありませんけれども最近は大きな被害が続発しております。やはりこれ

は地球の温暖化が影響しているのかなと、そういうふうに思っております。亡くなった方々

のご冥福をお祈りいたします。 

  質問させていただきます。 

  駅東側宅地造成についてでありますけれども、事の発端は、町の税収不足を補うにはどう

するかということで、人口をふやす、人口がふえれば税収が自然とふえると、それにはやは

り住む場所が必要と考え、駅東側第１土地区画整理事業を計画し、地権者の考えの説明会を

重ねながら、地権者も町が発展しよくなるのであればと開発に同意し、町は用地の買収を進

め平成７年に用地取得が完了し、すぐに開発が始まるものと期待をしていましたが、町の都

合で長期間休止となってきました。第Ⅱ工区が、数年前より造成工事が順調に進みまして分

譲されるところまで来ましたが、今後、高久田地区の基盤整備も計画されているが、駅東側

開発、町としてはどちらがメイン事業なのか。基盤整備と宅地造成を同時に進めたのでは、

駅東側開発はますますおくれるのではないか。今後、当初の計画どおり56町歩の開発をする

のか、計画どおり56町歩の造成が完了するのには何年かかるのか、また平成何年になるのか、

お伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 
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○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  駅東の第１土地区画整理事業でありますけれども、ご承知のように平成12年８月、事業計

画が認可されまして、施工区域を56.3ヘクタールということで事業がスタートしたという

ことであります。施工地区を、この56ヘクタールを５つの工区に分割をしまして、現在、事

業を進めていると、そういう中では現在、第Ⅰ工区の完了に向けまして、現在地権者に換地

の引き渡しが早期にできるよう努力をしているということであります。 

  Ⅰ工区が完了した後でありますけれども、この工区につきましては公共広域施設の整備エ

リアとなっております、現在のⅠ工区東側のⅢ工区の施工に着手をしていきたいというふう

には考えているところであります。そういう中で計画どおり、今、質問がございましたよう

に、全面積が完了するには何年かかるのかというご質問でございます。そういう中で、これ

までの事業進捗状況を見ますと、いわゆる平成12年の事業認可から現在15年が経過をして

いるわけであります。この事業区域のうちⅠ工区が10ヘクタールということで、これについ

ては完了の見通しがついたばかりだということであります。今後、今申し上げましたように

Ⅲ工区に進むということになれば、このⅢ工区については12.6ヘクタールを施工するとい

うことになります。そうしますと、Ⅰ工区、Ⅲ工区を除いた残る工区の面積が33.4ヘクタ

ールということであります。このような状況、さらには財政状況からしても、今後10年を越

えることは明らかだということであります。そういったことから、いろいろな角度からこの

56ヘクタールについては検討の必要があるというふうに、私は現在、思っております。です

から、ご質問にありますように何年かかるのかということになりますと、10年以上はかかっ

てしまう、それ以上かかってしまうというそういう状況だということは皆様も認識している

とおりであります。あと、冒頭の中で高久田の圃場整備とこちらの駅東との関係という、こ

れは私は別問題というふうに考えているところであります。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） ９番、大河原君。 

〔９番 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（大河原正雄君） 今後、どこまでできるかはっきりした年数はわからないということ

であります。私も町の造成工事、今までの流れを見ていますと、そう簡単にはいかないのか

なと、次のⅢ工区に移るまでにはあと何年かかるのかと、そういうこともお聞きしたいと思

いますけれども、今、分譲が始まっておりますけれども、普通は分譲が始まる前に工事に着

工したらば次の段階、Ⅲ工区はいつごろ工事が始まると、完成してからこれからまた次の計

画をしていくのにはまた数年かかるわけであります。そこで、Ⅲ工区は何年後ぐらいに始ま

るのかお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 



－141－ 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  今、質問のあったとおり、私もそのように思っております。これについても、大変この56

ヘクタールをやるという、いろいろな角度から町でばら買いを10ヘクタールもしております

し、こういったものの処理についてどうするのかと、大変、前に進むも後に進むもいずれに

しても大変な事業であるというふうに認識しております。そういう中で、いずれにしてもこ

のままにするわけには私はいかないと思います。そういう中で私も与えられた、いわゆる４

年、４年というそういった形の中で、やはり与えられた中でこれを先延ばしすることなく、

しっかりとしてどうするかについては考えていきたい。本来ですと今お話ししたとおり、も

う少し早く事業の方針等についてご説明できればよろしいのですが、前回の庁舎の増改築等

もございました。そういったことも踏まえて、しっかりとこれにかわる部分、そういったも

のについては私はⅢ工区しかないのかなと、いろいろな面でのこの駅東の解決、さらにはこ

の庁舎等のいろいろな解決については、こういった部分で解決するのが一番だと、ましてや

今この駅東については既に約23億円を投資しているということで、これも無駄にすることも

できない。ですから、前に進むも後に進むも大変であるというふうに認識しておりますので、

このⅢ工区についてはこれからできる限り早い中で、できる限りというんですか、施工に向

けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。ただ、若干、事業費がちょっと不

明な部分がまだあるということでございますので、それら等について精査をしながら、議員

の皆様と協議をしながら、私はⅢ工区についてはしっかりと早目にかかりたいというふうに

考えているところです。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） ９番、大河原君。 

〔９番 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（大河原正雄君） まだ長い期間がかかるようでありますので、駅東側開発が長期間に

わたり、これは町の都合で休止されてきましたが、その間、現況は農地でありまして稲がう

わっております。その中で宅地並み課税をされてきたところでありますが、そのとき町の用

地取得費が10アール当たり650万、現在は10アール当たり220万、今までその価格に見合っ

た税金を納めてきましたが、今後開発が長期間要するのであればもとの農地課税に戻すこと

はできないか、町の考えをお聞きいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  税務町民課長。 

○参事兼税務町民課長（木賊正男君） ９番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  （２）の開発予定地が宅地並み課税されているが、今後開発が長い期間を要するのであれ
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ば税をもとの農地課税に戻すことができないかというふうなご質問でございます。 

  鏡石駅東第１土地区画整理事業の事業区域は、平成10年度に市街化区域に編入され新たな

評価基準により評価されました。当該地区の大部分を占めます市街化区域内の農地は宅地介

在農地となり、宅地に転用できる農地として評価することとなってございます。あくまで農

地でございまして、宅地同様の評価額ではございません。これまで当該地区の農地について

は、固定資産税の評価替え時期に合わせた価格の改定と、区画整理事業の進捗状況から所要

の補正を行いまして評価額を算定してございます。一方、課税標準につきましては、直接固

定資産税に反映されるため、負担調整によりまして長い期間において小幅に上昇させること

として現在に至ってございます。 

  この質問につきましては、以前にもご答弁申し上げておりますが、当該地区の農地につき

ましては、適正な評価により固定資産税を課税してございますので、ご承知のとおり固定資

産税は法律に基づくものでございまして、評価も固定資産評価基準により定められ、おのずと

裁量権は限定されておりますので、市街化区域編入前に戻すことはできない状況でございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ９番、大河原正雄君。 

〔９番 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（大河原正雄君） 今、木賊課長から説明がありましたけれども、もとに戻すことはで

きないと。結局、今の東側開発の用地が全て工事が始まっているのであれば、私はそういう

話はしないところであります。結局、今は地権者の大半がもう高齢化、あすもわからないと

そういう人が多い中で、これ実際に地権者が亡くなれば今度相続という問題が発生してきま

す。農地３町歩ぐらいあれば相続税は１円もかからない。そこで評価額の高い駅東側の用地

を持っていれば相続税は必ず出ると、私はそういう心配をしております。町の中では予算も

乏しい中で、あと何年さきに工事が始まる、それまで待ってよと、そういう町の考えとして

は時間は何ぼあっても構わないのですが、用地を持っている地権者はそういう悠長な時間は

ないところであります。これについて、どういうふうに思いますか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） まさに今、質問があったとおりであります。 

  先ほど言いましたように、この事業についてはいわゆる今まで市街化区域になってから15

年経過していると、そうしますと当然、この15年間は農地であっても固定資産税は多分1.3

倍ずつ、従前地からの固定資産税からすると上がっております。1.3倍ずっと上がっており

ます。ですから、他の農地と比べれば大変な大きな差になってございます。私も職員時代、

課長のときに２回ほど会議の中でこういった部分について税金はこうなりますよという、そ
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ういった説明を、担当課長ではありませんでしたけれども、部外でありましたけれども、そ

んな説明をしたことがございます。そういうことからいって、やはり現在、15年経過してい

ると、さらに今後Ⅲ工区を含めても、Ⅲ工区をやるにしても10年近く前後かかってしまう。

そして残りが33ヘクタールもあるという、そういうことからするとやはり前に進む、進まな

いことも含めて、しっかりと決めていかなければならないと。ですからそういった面で、先

ほども言いましたように先送りは、私はしないようにというふうにこれから努力してまいり

たいなというふうに考えておりますので、そういったことを含めてご理解をいただきたいと

思います。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） ９番、大河原君。 

〔９番 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（大河原正雄君） いろいろな町の事情もありますが、１年でも早く完成できるように

努力をしていただきたいと思います。これからⅢ工区が10町歩、残りが30町歩、そうする

と黙って30年、40年かかるということですね。しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。 

  次に県中都市計画についてでありますが、今、核家族化が拡大し、町民の多くが身近なと

ころに住宅を求めている今日、駅東側が中心であり駅東に宅地化を推し進めており、町最大

の事業であり、しかし予算のこともあり長期化が考えられるので、町の行政区、調整区内に

も小規模な宅地区域を設定することが必要ではないかと思います。県中都市計画は、昭和45

年に郡山市、須賀川市、鏡石町の２市１町で制定されてから45年以上経過し、都市計画はお

おむね達成されたと思われるが、今後町独自の見直し、線引きはできないかということをお

尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ９番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  昭和45年９月に県中都市計画区域に指定されました都市計画でございまして、これはこれ

までは都市計画法によりまして土地の利用の規制、誘導を行いまして都市計画道路、それか

ら公園、都市施設などを積極的に整備してきたところでございます。現在は鏡石地域を中心

とした、コンパクトで田園等の周辺環境と調和した町並みを形成してまいりました。今後と

も無秩序な市街化を防止し良好な住宅環境を維持するためには、現行の都市計画制度が必要

であると考えております。町といたしましても、独自の都市計画の構想としまして、鏡石町

都市計画マスタープランを定めております。今後も実現に向けまして進めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 
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  以上、答弁とします。 

○議長（渡辺定己君） ９番、大河原君。 

〔９番 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（大河原正雄君） 確かにこの県中都市計画は福島県が策定したものであり、それを２

市１町に落としてきているところであり、さらにその45年以降、それぞれに要望しながらど

んどん枠がふえていって、鏡石町は本当にこの旧道沿いから100メーター、そのぐらいしか

開発、住宅地、それ以外は調整区域となっております。やはり今、年配のじいちゃんばあち

ゃんに聞くと、新宅に出した、その孫たちに土地をあげたいんだけれども、新宅に出したと

きには次男坊、三男坊対策でそれは可能でありますけれども、新宅に出してさらに信託、そ

れは該当しない。そういう中で、町は１人でも多く人口をふやしたい。その中でありますの

で、やはりどこか１カ所枠をとって、住宅専用地をつくってみたらどうなのかなと思います

が、その考えはどうなんでしょうか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） この質問でございますが、住宅の専用地を設けてはど

うかということになりますが、優良な市街地といいますか、その都市計画に向けまして新た

な都市の用途形成につきましては、駅東を目途として住宅用地それから工業用地ということ

で開発を進めております。そんな関係から、特段どこどこを住宅用地にするというような観

点ではございません。ただ、マスタープランにも定めておる町のこの市街地の形成につきま

しては、今度、県の定期見直しもございます。来年あたりから町も基本的に見直しの調査を

始めまして、県は平成30年に基礎調査の見直しをするということになっておりますので、そ

れに合わせて町も今後の計画を立てながら、マスタープランの変更も頭に入れながら進めた

いというふうに考えてございます。 

  以上、答弁とします。 

○議長（渡辺定己君） ９番、大河原君。 

〔９番 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（大河原正雄君） 鏡石町は住んで住みやすい、交通の利便性もよい、そういう中で鏡

石に住みたいという方は多くおります。町民の要望に少しでも応えられるように、努力をし

ていただきたいと思います。 

  ２番に入ります。 

  町外の子供たちが他町村から鏡石町に住んでもらうためにも、鏡石町の独自性があってよ

いと思うが、東北本線と高速道路の間の再検討はどうか、調整区域除外による住宅の増加策

はどうか、県中都市計画で調整区が制定されており、自分の土地であっても自由に住宅を建
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築することができない、多くの町民から調整区域を何とかならないかという声を多く聞くが、

町の考えはどうなのかお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ９番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  都市計画区域につきましては、計画的な市街地を図るということで、市街化区域と調整区

域と分けて、いわゆる線引き都市計画となっているわけでございます。市街化調整区域につ

いては市街化を抑制するため、原則としては開発許可が必要になります。許可となりうる建

築用途等については、立地基準等もございます。このために市街化調整区域におきましては

用地関係、それから建築物線引き前の住宅については不許可の場合もございます。自分の土

地であっても立地に合わなければ建築できないというご不便も、私たちのほうも不便をかけ

ているということで承知はしております。市街化区域については、建築行為の相談があった

場合、県と開発許可の協議をするなり、今後とも土地利用の推進に努めていきたいと考えて

おります。それから先ほど申しましたが、マスタープランの見直しを含めまして、今後の都

市計画について調査検討しながら進めたいというふうに考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ９番、大河原君。 

〔９番 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（大河原正雄君） やはりこの県中都市計画、この縛りはかなりきついものがあります。

そういう中で町独自の線引き、これは今後は必要でないかと、そういうふうに考えておりま

す。町民の考えに沿って、町発展のために努力していただきたいと思います。 

  次に移らせていただきたいと思います。 

  町民プールすいすいの利用についてであります。町民の健康増進を目的に平成11年に建設

され、７月に町民プールすいすいが開所され、その年の９カ月間でプールの利用者が２万

2,000人の利用があり、昨年平成27年の利用者が８万2,000人という利用があり、その中で

利用者の６割から７割が町外の方と聞いております。大変寂しい限りでありますけれども、

町民プールすいすいを維持していくためには、町外の方がこんなに多く来て、町に寄与して

くれているのかなとそういう思いも持つところであります。これまで高齢者の方々は、町の

発展に大きく力添えをしてくれたと思っております。高齢者の病気を抑制するためにも、プ

ールの使用を無料にしてはどうかと思いますので、お伺いをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ９番議員のご質問にご答弁申し上げます。 
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  後期高齢者の病気抑制のため、プールの使用料を無料にしてはどうかというおただしでご

ざいますが、まずプールの健康効果についてですが、プールには水圧、水の抵抗や浮力があ

る場所で全身運動を行うことができることから、健康増進には大変効果があるものと認識し

ております。また、町民プールすいすいは年間を通じて利用できる施設でありますので、健

康増進のためにも多くの方々にご利用をお勧めしているところでございます。 

  さて、町民プールの使用料についてなんですが、65歳以上の方は中高生同様、一般の４割

引きの安価な額に設定しており、１日券といいますか１回券が300円、半年券が6,600円、

年間券が１万2,000円としているところですので、現在の使用料でのご利用にご理解をいた

だければというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ９番、大河原君。 

〔９番 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（大河原正雄君） 答弁をいただきましたけれども、65歳以上は４割引きと大分安い金

額でありますけれども、安くして１人でも多くの人方に利用していただければ、町としても

プールを維持していくのにも大いに助かることでありますが、利用してもらうことによって

健康増進し、ひいては国民健康保険の持ち出しが少なくなると思うところであります。高齢

者がプールを利用し、楽しみながら健康になれる、一石二鳥と思うが町の考えはどう考える

のかお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（髙原孝一郎君） ご答弁申し上げます。 

  プールを利用することで一人一人の町民が健康になれば、国民健康保険を初めとする各種

医療保険の負担が軽減されることが期待できます。このため町民の皆様が町民プールを大い

に利用していただき、健康の維持に役立てていただけるよう、利用の促進に努めてまいりた

いと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） ９番、大河原君。 

〔９番 大河原正雄君 登壇〕 

○９番（大河原正雄君） プールは現在８万人の方が年間利用されている。そういう中で８万

人という数、今の町民プールすいすいの規模を考えると、あと１割２割ぐらい大きなプール

が必要なのかなと、そういうふうに思っていますが、これをまた増改築するには莫大な費用

がかかる、そういうことはできないと思いますけれども、今後、町民が大いに利用できるよ

うなお便宜を図っていただき、町民がどうすればさらに多くの方が利用してくれるのか、そ
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ういう点を考えながらプール運営をしていただきたいと思います。 

  これで質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（渡辺定己君） ９番、大河原正雄君の一般質問はこれまでといたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 古 川 文 雄 君 

○議長（渡辺定己君） 次に、４番、古川文雄君の一般質問の発言を許します。 

  ４番、古川文雄君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） ４番議員、古川文雄です。 

  ９月定例会、一般質問、私が最後の質問者となります。もう少しで５時になりますし、皆

さん大変お疲れでしょうから、駆け足で進めさせていただきます。 

  さて、初日に遠藤町長や、そして本日登壇されました議員各位も触れておられましたが、

８月３日の女子サッカーを皮切りに開催されましたリオオリンピックは、大きな感動を我々

に与え、そして大盛会の後に閉幕いたしました。史上最多41個のメダルを獲得し、我々に多

くの喜びを与えていただき、それ以外でも結果的にメダル獲得までとはいかなくとも、最後

まで諦めることなく死力を尽くす姿は、我々に多くの感動を与えていただきました。そして、

今週にはパラリンピックが開催いたします。パラリンピック、史上初の３連覇に挑む国枝選

手の活躍などが大いに期待され、こちらも大きな感動を与えてくれるものと期待されておる

ところでございます。 

  ですが、一方、先ごろの台風10号は1951年の観測開始以降史上初となる東北太平洋側へ

の上陸となり、岩手県や北海道で甚大な被害を発生させ、多くのとうとい命を奪い、我々に

深い悲しみを与え、そして大自然の猛威を前にしたときに我々人間がいかに無力かを再認識

させられました。被害に遭われました皆様に対しまして、衷心よりお悔やみ、お見舞いを申

し上げる次第でございます。 

  それでは、通告書に従いまして、質問させていただきます。どうしてか、今回は道路行政

についての質問が大変集中しておりますが、私からも道路行政について３点ほど質問させて

いただきます。 

  初めにですが、久来石・行方線の進捗状況と今後の見通しについてであります。この久来

石・行方線は改良工事からの着工から５年以上は経過していると思われます。道路延長にし

てみれば約１㎞くらいかというふうに思いますが、いまだに竣工しておりません。竣工が遅

くなれば初年度に着工した部分の補修が必要になるのではないかというほど、間隔がござい

ます。財政状況などにより一気に施工ができないことは十分理解できるのでありますけれど

も、この路線が現在どの程度でき上がって、竣工までどれくらいの時間が必要になるのかを
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お聞かせ願います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する執行部の答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ４番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  久来石・行方線の進捗と今後の方向ということになりますが、久来石・行方線につきまし

ては全体で道路延長2.4㎞ほどございます。現在、そのうち国の補助事業ということで改良

している延長になりますが１㎞になってございます。これは平成19年より着工いたしました。

今年度工事を含めますと、改良延長は約470ｍ、47％が改良済みというふうになります。そ

れから、舗装延長につきましては約142ｍほど舗装していまして、全体の14％の進捗という

ふうになってございます。 

  今後の見通しになりますが、同事業での実施している補助事業がございまして、鏡田499

号線が今年度完了する予定になってございます。次に、完了しますので同じその補助事業の

中で本路線につきまして、行方線につきまして優先的に整備をしたいというふうに考えてご

ざいます。現在まで全体事業費が２億1,000万かかってございまして、28年までで7,500万、

残事業については１億3,500万程度残っていますが、これを集中的に次年度より施工したい

というふうに考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川文雄君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） この路線について国の補助事業であるということと、９年が経過して

おる、14％の進捗状況であるということでありますけれども、この路線ですが、そもそも幅

員が狭く路面状況がでこぼこであり、そして工事途中であった未舗装部分があったりして大

変走りにくく、早期完成が望まれておるところだというふうに思います。今、優先的にと明

言はいただけませんでしたけれども、財政状況等で年数がかかるのはいたし方ないというふ

うに思います。でも、それをきちんと地域の方々に説明する機会が必要ではないかというふ

うに思いますけれども、これについてはどう思いますか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 先ほどちょっと早口で説明したおかげですか、優先的

に整備するというふうな方向で説明したんですが、時期は優先的に工事を実施したいという

ふうに説明を申し上げました。以上でございます。ただ、地元の皆さんには時折いろいろな

事業がございますので、それなりに説明をしたいというふうに考えてございます。以上、

499号線、今年度終わりますので、次年度からは優先的に工事をいたします。 
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  以上を答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川文雄君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） 大変失礼しました。優先的にとはよく聞こえませんでしたけれども、

どのくらいの時間が必要になるのかというのは明言は避けたかなというふうに聞こえたんで

すけれども、優先的にお願いします。ぜひ、それを早急に完成させるように検討いただきた

いというふうに思うところでございます。 

  続きまして、蓮池沿いの狭い幅員、狭窄部の改善計画はあるのかについてですが、こちら

の路線は大変交通量が多いのに全体的に幅員が狭い割には、皆さんご存じのとおりスピード

も相当出ており、車同士すれ違うのにも幾度となくひやっとすることがあります。この路線

に対する拡幅計画はあるのか、お尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 蓮池沿いの改善計画についてご答弁を申し上げます。 

  本路線につきましては、市街地から矢吹、石川方面の近道であるということで、通勤時に

は交通量が大変多い状態がございます。現況は幅員で約６ｍ一車線道路でございまして、普

通車交互については比較的容易でございますが、交互交通の際、トラック等の大型のすれ違

い等につきまして、それから対向車のスピードによっては危険という場面が多々あると思わ

れます。この状況に部分的ではありますが、蓮池の区間については路肩を広く利用できるよ

う拡幅し、安全の確保に努めたところでございますが、現在、当路線の改築等については計

画は定めておりません。しかしながら、都市マスタープランの全体構想では、道路網の整備

補償の中では補助幹線ということで位置づけされております。道路の利用状況の調査をしな

がら、道路整備の全体的な計画の中で進めてまいりたいと考えてございます。 

  ただ、全体計画の中では考えるということになりますが、カーブ等の狭窄部分については

全体計画を待っていたのでは危険な箇所等もございますので、これについては現状を調査、

把握しながら、危険と思われる箇所について部分的な改修も視野に入れて検討してみたいと

考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） ただいま補助幹線道路ということでありましたけれども、重ねて申し

上げますけれども、この道路路線は平日は朝夕の通勤時間帯、休日は１日を通して大変交通

量が多いです。しかも、なぜか皆さんスピードを出し過ぎる傾向がある路線であるというふ
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うに認識しております。そういったことを含めて、交通量が多いということは主要路線とし

て捉えることもできるのかというふうに思います。そして、いち早くそういった危険要素を

取り除く必要があると思いますが、これについてはどう思いますか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 再質問にご答弁申し上げます。 

  先ほど述べたように、補助幹線道路ということで位置づけされております。補助幹線につ

いては、この路線を含めまして何路線かございますので、町全体の構想としましては、都市

計画のマスタープランに基づきまして整備を進めているところでございます。先ほど申した

ように、幹線に格上げしてどうのこうのというのはすぐちょっとできませんので、都市計画

マスタープランの中でもう一度精査しながら進めたいと、それで先ほど申しましたように、

狭窄部については危険な、カーブの狭窄部になっていますね、その箇所については危険だと

思われます。そういうところについては、部分の改良を含めながら検討したいと考えてござ

います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） マスタープラン等々も踏まえ、整備計画を検討していただきたいとい

うふうに思います。 

  続きまして、久来石４号線、コーナンフリート交差点の改修計画についてですが、東北旭

紙業さん側から４号線に出るとき、右折レーンはもとよりセンターラインすらないこの交差

点でありますけれども、当該交差点は近隣の工場に出入りする車両が非常に多く利用してお

ります。そして、交通量の多い交差点なのではと、そういったことは周知の事実であります。

朝夕の通勤時など、大変混雑するときには踏切をまたいで渋滞することもまれに見受けられ

ております。こちらも早急に改修整備することが必要であると思いますけれども、改修の計

画はあるのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ご質問にご答弁を申し上げます。 

  本交差点を含みます久来石交差点から矢吹までの交差点の間については、朝夕渋滞、それ

は４号線側になりますけれども、大分交差しております。４号線の安全対策ということで、

４車線化の事業化に要望しているわけなんですが、質問についてはそうではなくて町道側と

いうふうなことだと認識しました。 
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  これは、町道側ではございますが、町としましては４車線化の構想もございますので、一

緒に進みたいというふうに考えてございます。ただ、町道側の部分については、踏切の除却

の話もございますので、これもまた大変マスタープランの話を出しては申しわけないのです

が、マスタープランとも関連するわけでございますが、１つは鏡石町復興まちづくり事業計

画ということで、震災の後に町づくり復興計画ができました。これの計画では、踏切の除却

をしなければいけない箇所ということで東西の横断の箇所、コーナンのですね、その道路も

含めてのお話になりますので、計画を慎重に計画したいというふうに考えてございます。た

だ現在は、計画は細かな計画はございませんので、マスタープランとあわせて慎重に計画し

たいというふうに考えてございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） 今の答弁でありますと、踏切の話の関連性もあるということですので、

ぜひともそちらを含め対応願いたいというふうに思います。 

  続きまして、農業政策についてご質問いたします。 

  （１）農業（主に稲作）を取り巻く現状分析と維持発展させるための今後の方針について

はです。１人当たりの年間の米の消費量は今や１俵を割り込み、人口そのものも減少傾向に

あり、さらに米価は下落傾向にあるような現状を鑑みますと、稲作の将来に不安を感じずに

はいられません。町ではどういった現状認識で、今後どういった方向性を持って基幹産業で

ある稲作を維持発展させていくのか、お聞かせ願います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  我が町の総面積に対する農地でありますけれども、町全体の約半分が農地であります。そ

して、町全体の面積の３分の１が水田だということであります。県内の中ではありますけれ

ども、農家１戸当たりの総面積、さらにはそのうちの水田面積ともに、県内の59市町村の中

ではそれぞれ３番目に多いという農地の１戸当たりの保有であります。畑に関しても、１戸

当たり県内で４番目に大きいという、そんな我が町であります。そんなことから平成17年に

は農業のいわゆる生産農業所得、これについては17年が１位、18年が２位というそういっ

た位置にあるということであります。そういうこともありますし、また農業従事者の年齢構

成も比較的若い、生産農家１戸当たりの人口、これも多いという、そういったことでありま

す。そういったことでは、潜在的な後継者も多いと推測しているところであります。また、

地域によって北は果樹、あとは園芸、畜産といった、その地域によっていろいろな特色があ
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る、この小さな町でありますけれどもそういった町だということであります。そういうこと

で、経営規模もそれぞれ大きいという特徴がございます。 

  稲作におきましては、米価は現在、回復傾向にあるものの、依然として低い水準にありま

す。また、米の消費量、今お話しいただきましたように減少傾向にあるということでありま

す。生産数量目標の達成の見込みと同時に、米の消費拡大が望まれるところでありますけれ

ども、鏡石町の平成28年の作付け状況については876ヘクタールとなっております。主食用米

の作付けは25ヘクタール減少したと。その分、飼料用米の作付けが21ヘクタール増加してい

るということであります。飼料用米を初めとしたいわゆる戦略作物、これは今後も増加して

いくものと推測しているところであります。今後も米についての直接支払交付金を初めとし

た経営所得安定対策の加入促進と同時に、果樹そして園芸作物、畜産に対しても補助事業を

活用しながら、農業経営の維持発展を図ってまいりたいというふうに考えているところです。 

  以上であります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○議長（渡辺定己君） お諮りいたします。 

  議事の都合上、時間を延長して行いたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

──────────────────────────────────────────── 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川文雄君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） ただいま町長に答弁をいただきましたけれども、いろいろな方策をも

って維持発展させていくということでありますが、では次の遊休農地、耕作放棄地に対する

今後の対策についてですけれども、対策を考えるにはまず原因究明が必要かと私は思います。

町では何がそれらの原因と考え、それらに対してどのような対策を考えているのか、お尋ね

いたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（車田光男君） ４番議員の質問にお答えいたします。 

  遊休農地、耕作放棄地に対する今後の対策はということでのお尋ねにご答弁させていただ

きます。 

  遊休農地につきましては、農業委員会で毎年１回、利用状況の調査を行っております。年



－153－ 

度別で見ますと、平成25年度は48ヘクタール、平成26年度は50ヘクタール、平成27年度は

55ヘクタールとなっており、農業者の高齢化、あるいは後継者不足等により年々増加の傾向

にあるところでございます。一度遊休化しますと、数年間荒らしてしまいますとその解消に

は多大な労力と費用がかかることから、まずは発生防止が肝要であると考えているところで

ございます。そのため農業委員会といたしましては、農地の出し手や受け手の掘り起こし、

あるいは現場での活動をより強化いたしまして、耕作放棄地の発生防止に努めておるところ

でございます。 

  農業委員会の今後の遊休農地の対策といたしまして、遊休農地が既にリスト化してござい

ますので、農業委員さんには担当地区内の農家の個別訪問など一層の現場での利用調整の活

動をお願いいたしまして、農政サイドはもとより農地中間管理機構と連携しつつ担い手の集

積・集約化、あるいは新規参入の促進など農地利用の最適化を促進し、遊休農地の解消に努

めてまいりたいと考えているところでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） 今の答弁でありますと原因としては高齢化など、そして対策としては

集積・集約をしていくというふうにおっしゃいましたが、私的には商売として稲作に魅力が

なくなってしまったことではないのかというふうに思っております。米づくりが商売になる

のならば、田んぼを遊ばせることはないのではないのでしょうか。稲作がもうかる職業とし

て成立するならば、子供に後を継がせることだというふうに思います。農家の皆さんが、採

算が合わない、職業として成立しないと思うことなどが理由ではないかというふうに思って

おります。この点について町としてどのように分析しているのか、そして経営が成り立つ面

積をどの程度に見込んでおるのか、お尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  町はこれまでも、基本計画の中で複合系を主体として鏡石の農業づくりをしてきておりま

す。鏡石で農業後継者がおる経営は果樹であったり、酪農主体であったりということで、鏡

石の農業が県内でも所得を確保してきた一因は、こういった複合系の強みが鏡石の強みであ

るというふうに思っております。そんな中で米づくりに関しては、先ほど来、魅力がなくな

ったということでありますが、この米づくりにつきましては、国の米政策の中でかなり農家

の皆様方が非常に米政策に揺られてきたという現状の中で、先ほど議員さんがおっしゃいま

したとおり、１人当たり２俵近く食べていた時代から１俵以下の消費しかしなくなってきた
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と、今後ともその傾向が続くという中では、農業が米に頼っていく農業では厳しいだろうな

というふうに思っております。そういうことで議員さんからも先ほど質問いただいた、米で

経営していくのにはどれくらいの面積が必要かということであれば、町のほうの今の基本計

画の中では22ヘクタール規模の米専業でないと、なかなか米だけでやっていくのは大変だろ

うなというような思いでおりますので、こういった規模で米経営をするということと同時に、

付加価値の高い農作物を中心に農業を続けていく、こういった鏡石の得意とする経営体を育

てていくというのが、そのような形で進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） ただいま、稲作の経営が成り立つ面積ということで22町歩という数字

が出てきましたけれども、到底こなし切れる数字ではなかろうと思います。そういったこと

も踏まえ、面整備をすることも確かに必要であるというふうに思います。ですが、逆に消費

拡大、また販売ルートの確保、収入の安定を図ることも私は逆に必要ではないかというふう

に思いますけれども、それらについてはどう思いますか。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  議員さんのおっしゃるとおりでありまして、22ヘクタールの経営という中身でございます

が、これにつきましても実際に売れるおいしい米をつくることもしかりでございますが、先

ほど町長がおっしゃいましたとおり、備蓄米や飼料米など多様なお米をつくりながらコスト

を下げていくと、そういう米専業でありながらもおいしい売れる米、自分で市場を開拓して

いくというそういったことをも含めて、米も多様化に向かっているというふうに思っており

ますので、そのような売れる米に対しての政策及びコストを下げていく政策などを進めてい

かなければならないというふうに考えております。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） そういったあらゆる方面からの支援についても、ぜひ検討いただきい

たいというふうに思うところでございます。 

  それでは、３番の墓地の必要性についてに進みたいと思います。 

  まず、（１）今後、墓地の必要性について、どのように認識しているかについてでありま

す。数年前にも質問されたことでありますけれども、分家住宅や新興住宅の方々は住宅を取

得しただけであり、墓地を持っていない方が非常に多いことを、実際、町民の方々から耳に

いたします。町ではこういった町民の方々がこうした要望を持っておることについて、どう
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認識しているのかお尋ねいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  健康環境課長。 

○健康環境課長（長谷川静男君） ４番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  住民の価値観やライフスタイルが多様化している現在、墓地や埋葬のあり方についても多

様な価値観が出てきているところでございます。核家族化、少子化による家への希薄化や墓

を代々管理する難しさから、都市部等では継承者を必要とせず管理者等が永代供養を行う墓

として壁型墓地等の多様な形態の墓が供給されているほか、自然にかえりたいという要請等

から生まれた散骨等、葬送の多様化が見られる状況にございます。 

  ご質問の、今後の墓地の必要性につきましては、墓地、埋葬等に関する法律第10条の第１

項によりまして、町として増設等は県知事の許可を受けなければならないものとも規定され

ております。このような法律、指針によりまして、既存の墓地との整合性、町内の人口動向、

広域的な視点、事業手法、財源等を含め総合的に検討してまいりたいと思います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） では、（２）町では需要調査を行っているのかについてでありますけ

れども、町として今後どのように進むにしても、正確な需要調査をする必要があるのではな

いでしょうか。今、墓地のあきを探している方はまさに今すぐ欲しい方で、そういった方の

声に応えることは現実的に不可能だと思いますけれども、５年、10年先の潜在的な需要調査

によって、方向性を決めるべきだと思うところでございますけれども、そちら町の考えをお

聞かせ願います。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  健康環境課長。 

○健康環境課長（長谷川静男君） ４番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  町では墓地に対する需要調査を行っているかのご質問でございますが、現在のところ調査

は行っておりません。 

  なお、墓地に対する問い合わせにつきましては、現状でございますが年間二、三件程度と

なっておりまして、その方々に対しましては、その都度墓地の管理者であります管理組合や

行政区等の連絡先等をご紹介しているところでございます。今後は墓地を取り巻く社会環境

の変化を踏まえまして、墓地の公衆衛生確保もさることながら墓地の永続性の確保、好意的

な需給バランスの確保、周辺の生活環境との調和等公共性を踏まえまして、今後も墓地をめ

ぐる課題等を調査研究していくとともに、今ほどおっしゃられました住民ニーズの把握につ
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いても検討していきたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川君。 

〔４番 古川文雄君 登壇〕 

○４番（古川文雄君） 人間、最終的にはお墓に入りますので、よろしくお願いします。 

  ぜひとも早急にそういった需要調査を行い、町民のニーズを正確に把握し、町民の方々の

声に応えていただきますよう要望いたしまして、私の一般質問を終了といたします。 

○議長（渡辺定己君） ４番、古川文雄君の一般質問はこれまでといたします。 

  以上をもって、通告のありました一般質問は全部終了いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎休会について 

○議長（渡辺定己君） お諮りいたします。 

  議事の都合により、あす９月８日から９月15日までの８日間を休会としたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、あす９月８日から９月15日までの８日間は休会とすることに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（渡辺定己君） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

散会 午後 ５時１１分 
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平成２８年第５回鏡石町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２８年９月１６日（金）午前１０時開議 

日程第 １ 認定第 ２号 平成２７年度鏡石町各会計歳入歳出決算認定について 

             決算審査特別委員長報告 

日程第 ２ 議案第８２号 平成２８年度鏡石町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ３ 議案第８３号 平成２８年度鏡石町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ４ 議案第８４号 平成２８年度鏡石町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ５ 議案第８５号 平成２８年度鏡石町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ６ 議案第８６号 平成２８年度鏡石町工業団地事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ７ 議案第８７号 平成２８年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計補正 

             予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第８８号 平成２８年度鏡石町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議案第８９号 平成２８年度鏡石町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１ 

             号） 

日程第１０ 議案第９０号 平成２８年度鏡石町上水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 請願・陳情について 

             各常任委員長報告 
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開議 午前１０時００分 

◎開議の宣告 

○議長（渡辺定己君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

  本日の議事は、議事日程第４号により運営いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎決算審査特別委員長報告（認定第２号）及び報告に対する質疑、討論、

採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第１、認定第２号 平成27年度鏡石町各会計歳入歳出決算認定に

ついての件を議題といたします。 

  本案に関し、決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  ７番、畑幸一君。 

〔決算審査特別委員長 畑 幸一君 登壇〕 

○７番（決算審査特別委員長 畑 幸一君） おはようございます。 

  報告いたします。 

  平成28年９月16日。鏡石町議会議長、渡辺定己様。平成27年度鏡石町決算審査特別委員

会委員長、畑幸一。 

  平成27年度鏡石町決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会は平成28年９月６日付託された議案を審査の結果、次のとおりすべきものと決定

したので、会議規則第72条の規定により報告します。 

  記。 

  開催日、開議時刻、閉会時刻、出席数、開催場所の順に説明をいたします。 

  平成28年９月12日月曜日、午前９時55分、午後４時37分、委員全員、議会会議室。 

  平成28年９月13日火曜日、午前10時、午後４時56分、委員全員、議会会議室。 

  平成28年９月14日水曜日、午前９時58分、午後３時30分、委員全員、議会会議室。 

  説明者。町長、副町長、教育長、課長、副課長、担当職員、７名です。 

  付託件名。認定第２号 平成27年度鏡石町一般会計歳入歳出決算、平成27年度鏡石町国

民健康保険特別会計歳入歳出決算、平成27年度鏡石町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、

平成27年度鏡石町介護保険特別会計歳入歳出決算、平成27年度鏡石町土地取得事業特別会

計歳入歳出決算、平成27年度鏡石町工業団地事業特別会計歳入歳出決算、平成27年度鏡石

町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、平成27年度鏡石町育英資金貸付費
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特別会計歳入歳出決算、平成27年度鏡石町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算、平成27

年度鏡石町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、平成27年度鏡石町上水道事業会計歳入

歳出決算。 

  審査結果。平成27年度鏡石町一般会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決した。平成

27年度鏡石町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決した。平成27年

度鏡石町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決した。平成27年度鏡

石町介護保険特別会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町土地取

得事業特別会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町工業団地事業

特別会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町鏡石駅東第１土地区

画整理事業特別会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町育英資金

貸付費特別会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町農業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算は、認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町上水道事業会計歳入

歳出決算は、認定すべきものと決した。 

  審査経過。町長、副町長、教育長、各課長、副課長、担当職員に説明を求め、各会計に審

査を行った。 

  主な質疑は別紙のとおりでございます。 

  平成27年度鏡石町一般会計歳入歳出決算は、全会一致で認定すべきものと決した。平成

27年度鏡石町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は、全会一致で認定すべきものと決した。

平成27年度鏡石町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、全会一致で認定すべきものと決

した。平成27年度鏡石町介護保険特別会計歳入歳出決算は、全会一致で認定すべきものと決

した。平成27年度鏡石町土地取得事業特別会計歳入歳出決算は、全会一致で認定すべきもの

と決した。平成27年度鏡石町工業団地事業特別会計歳入歳出決算は、全会一致で認定すべき

ものと決した。平成27年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算は、

全会一致で認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町育英資金貸付費特別会計歳入歳出決

算は、全会一致で認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算は、全会一致で認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算は、全会一致で認定すべきものと決した。平成27年度鏡石町上水道事業会

計歳入歳出決算は、全会一致で認定すべきと決した。 

  意見。町税などの滞納処分について、税負担の公平性に鑑み、関係法による厳正な事務執

行に努めること。 

  以上、報告いたします。 

○議長（渡辺定己君） これより決算審査特別委員長報告に対する質疑に入ります。 
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  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決に入ります。 

  平成27年度鏡石町各会計歳入歳出決算に対する委員長の報告は一般会計、特別会計及び上

水道事業会計の全11会計決算はいずれも認定すべきものであります。 

  お諮りいたします。 

  ……認定すべきものであります。何か間違いありますか。 

〔「いえ、何で水道料金が上がるんですか」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 傍聴席の皆さんにお話しします。 

  傍聴席の方は意見を述べることはできませんので、今後一切、意見の申し出あるときは退

場させますから。 

〔「わかりました」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） お諮りいたします。 

  平成27年度鏡石町各会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（渡辺定己君） 起立全員であります。 

  したがって、認定第２号 平成27年度鏡石町各会計歳入歳出決算認定についての件は、委

員長報告のとおり認定することに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第８２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第２、議案第82号 平成28年度鏡石町一般会計補正予算（第２

号）の件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  副町長、小貫忠男君。 

〔副町長 小貫忠男君 登壇〕 
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○副町長（小貫忠男君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第82号 平成28年度鏡石町一般会計補正予算（第２号）に

つきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  議案書の23ページをお願いいたします。 

  このたびの補正予算につきましては、平成27年度決算に伴う繰越金の処理並びに地方交付

税の減額及び役場庁舎改修事業、地方創生及びふるさと再生加速化交付金事業、町コミュニ

ティーセンター改修事業などの関係経費の補正予算で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ１億3,791万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億

5,866万8,000円とするものでございます。 

  30ページからの事項別明細書によりご説明をさせていただきます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

〔発言する者あり〕 

○議長（渡辺定己君） 傍聴者に先ほど注意したはずです。退席を願います。 

  今度発言したら退席させるって言ったでしょう。退席してください。 

〔「傍聴して悪いんですか」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 悪いから言っているんです。発言しないでくださいと私言ったはずで

す。 

〔「町民として言っているから。町民として」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 言うことを聞けないんですか。言うことを聞かないんですか。 

〔「は」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 暫時休議いたします。 

休議 午前１０時１５分 

 

再開 午前１０時１７分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き、会議を開きます。 

  説明を求めます。 

○副町長（小貫忠男君） はい。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○副町長（小貫忠男君） 以上、提案の理由のご説明を申し上げました。 

  ご審議をいただきまして、議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 
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  ２番、吉田孝司君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） おはようございます。 

  私のほうからは何点か質疑させていただきたいと思っております。全協等でも説明いただ

いていると思いますが、もし重複していることがあったら申しわけなく思います。 

  まず、第１点目でありますが、36、37ページにおきまして、２点ほど質疑をさせていた

だきたいと思います。 

  １つ目は財政調整基金積立金3,180万円ということであります。これについては再三説明

をいただきまして、昨年度の決算に基づく剰余金を半分を下らない額で積み立てたというこ

とで説明いただいておりますが、これについての現在の基金の残高、これを積み立てること

によっての残高の総額は幾らになるか。そして、我が町における適正な財政調整基金の目標

額といいますか、適正額といいますか、そちらについてお示しいただければと思っておりま

す。 

  続いての質疑は、同じページの下にございますが、地域介護福祉空間整備推進補助金とい

うことでありますが、これについて、私、不勉強で申しわけありませんが、この使途、目的

ですね、こちらを後でお聞かせいただければと思います。 

  38、39ページになりますが、こちらで私がお尋ねしたいのは、一番下のところの道路施

設堆積汚染土砂対策事業でありますが、先ほど副町長説明いただいたように町単独事業、

0.23マイクロシーベルトを超えるところということだと思いますが、これについて予算化

されております。さて、それについてはこれから実際のやる場所を決めるのかなと思います

が、あるいは役場のほうではもう既に決まっているのかどうか。幾つか、何カ所ほどどうい

った順序でやるのかというご説明をいただければと思います。 

  また、40ページ、41ページのほうになりますが、こちらも下のほうになりますが、空き

店舗対策事業ということで２店舗分補助されたと、追加で補助になったということで、これ

も私の不勉強で申しわけございませんが、この空き店舗対策の内容を概略で結構ですので教

えていただければと思います。 

  私からお尋ねしたい点は以上でございますので、まず答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する執行の答弁を求めます。 

  総務課長。 

〔総務課長 栁沼英夫君 登壇〕 

○総務課長（栁沼英夫君） おはようございます。 

  ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  まず第１点、財政調整基金、今回3,100万を積み立てるということで、残高になります。
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なお、財政調整基金につきましては当初予算、さらには今回の繰入額3,100万円、さらに今

回3,180万を積み立てますので、この繰り入れて積み立てた現在高は５億5,879万6,000円に

なる予定になってございます。 

  次に、財政調整基金の目標額としましては、法的に決まってはいないんですけれども、普

通言われているのは標準財政規模の20％ぐらいだということで、標準財政規模が33億でご

ざいますので、大体６億ぐらいが目安だと言われてございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 福祉こども課長。 

〔福祉こども課長 小貫秀明君 登壇〕 

○福祉こども課長（小貫秀明君） おはようございます。 

  ２番議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  議案書の37ページでございますけれども、地域介護・福祉空間整備推進補助事業というこ

とで、185万4,000円の中身と内容ということでご質問がございました。 

  その内容でございますけれども、介護ロボット等導入支援事業の実施に要する費用に充て

るためということでございまして、市町村が交付を受けまして、民間事業者が実施する事業

に対して交付するという内容でございます。これにより、地域における高齢者の生きがい活

動や地域貢献等を支援する施設及び設備等の整備事業の推進、並びに介護ロボットの普及に

より、働きやすい職場環境の整備による介護従事者の確保等に寄与するという補助事業の中

身でございます。 

  具体的には介護ロボット等の導入支援事業ということでございまして、町内にある事業所、

具体的にいいますと２業者でございますけれども、そちらから要望がございまして、中身と

しましては見守り支援ベッドシステムということでございまして、例えば認知症が進んでお

りまして、例えば介護者が見ていない間に立ち上がったり、廊下を歩いたりというセンサー

ですね、センサー等の設置などが挙げられております。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 都市建設課長。 

〔参事兼都市建設課長 圓谷信行君 登壇〕 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） それでは、私のほうから39ページになりますが、道路

施設堆積汚染土対策関係でございます。 

  現在、道路の除染ということで鋭意努力中でございますが、その中で道路除染で堆積物が

撤去されていない箇所につきまして、少しずつになりますが、年次計画で実施したいという

ことで考えてございます。 

  内容につきましては、主要な側溝、ますなどで堆積物が多くて支障になる箇所から順次や
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ることになっております。これにつきましては、先月、先々月と各行政区のほうに、側溝に

ついて要望箇所があればということでおろしております。それを受けまして、少しずつです

が徐々に順次整備したいというふうに考えています。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） 産業課長。 

〔産業課長 小貫正信君 登壇〕 

○産業課長（小貫正信君） ご答弁申し上げます。 

  41ページの空き店舗対策事業補助金の関係でございます。 

  本事業につきましては、地域商店街の活性化及びそのにぎわいを創出するということで、

空き店舗を再活用しようということの事業でございます。初期投資となります家賃を２年間

補塡するということで、１年目は３分の１、２年目は４分の１という初期投資を補塡して補

助するものでございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番、今泉文克君。 

〔１０番 今泉文克君 登壇〕 

○１０番（今泉文克君） おはようございます。 

  私のほうから２点ほどお尋ねいたします。 

  35ページになりますが、ここの７番の企画費のところで、案内標識移設工事ということで、

４号拡幅に伴う支出が65万ほど計上されております。これは４号拡幅だから町が代行してや

って、後からこれらの経費というのは国のほう、４号拡幅のほうから町に入るのか。それと

も既に入っているのか、それが第１点でございます。 

  あと同じく第２点は、２項の徴収費の部分ですね。ここの説明の欄の105番、過誤納還付

金という形で400万ほど計上になっているんですが、これはどのような内容であるのか。ま

た、なぜこの過誤納還付金というものが生じたのか。それらについて説明を求めます。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  総務課長。 

〔総務課長 栁沼英夫君 登壇〕 

○総務課長（栁沼英夫君） 今泉議員のご質問にご答弁申し上げます。 

  35ページの７、企画費、案内標識移設工事65万円でございますが、これにつきましては、

４号拡幅に伴いまして久来石交差点、今改修中でございまして、そこにありました役場の、

役場、鳥見山公園、一小というような案内標識がございました。それを移設するものでござ

いまして、それ以外に９の諸費に防犯灯の移設工事というのがございます。今回、この案内
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標識と防犯灯１基だけが支障物件ということで対象になりまして、歳入としまして、33ペー

ジの雑入の114番に支障物件移転補償費ということで補償費をいただいて、町のほうで移転

するというような内容になってございます。 

  以上、答弁といたします。 

○議長（渡辺定己君） 税務町民課長。 

〔参事兼税務町民課長 木賊正男君 登壇〕 

○参事兼税務町民課長（木賊正男君） 10番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  同じく35ページでございますけれども、２項の徴税費、２目の賦課徴収費の中で、説明欄

105番、過誤納還付金ということで400万円の補正をお願いしてございます。こちらの中身

というふうなことのご質問でございますが、過誤納還付金につきましては当初予算で350万

ほどとっておりました。これまでに既に300万ほどの支出がございますが、こちらについて

は法人町民税に係ります予定納税に基づきます還付金ということで、本申告で１者が320万

ほどの還付がございましたので、今回足りませんので、こちらで補正をお願いしたものでご

ざいます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより議案第82号 平成28年度鏡石町一般会計補正予算（第２号）の件を採決いたし

ます。 

  本案について原案に賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（渡辺定己君） 起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第８３号及び議案第８４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第３、議案第83号 平成28年度鏡石町国民健康保険特別会計補
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正予算（第２号）及び日程第４、議案第84号 平成28年度鏡石町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）の２件を一括議題としたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案２件を一括議題としたいと思います。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  税務町民課長。 

〔参事兼税務町民課長 木賊正男君 登壇〕 

○参事兼税務町民課長（木賊正男君） ただいま一括上程されました議案第83号 平成28年

度鏡石町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）及び議案第84号 平成28年度鏡石町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の２議案につきまして、提案理由のご説明を申し

上げます。 

  48ページをお願いいたします。 

  初めに、議案第83号 平成28年度鏡石町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

きまして、ご説明申し上げます。 

  このたびの補正予算につきましては、平成27年度会計の決算に伴う繰越金及び国庫補助金

等実績による返還金等による補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ8,080万7,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億

9,437万1,000円とするものでございます。 

  詳細につきましては、54ページからの事項別明細によりご説明申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○参事兼税務町民課長（木賊正男君） 以上が国民健康保険特別会計の補正予算でございます。 

  次に、61ページをお願いいたします。 

  議案第84号 平成28年度鏡石町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまし

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

  このたびの補正予算につきましては、平成27年度会計の決算に伴います繰越金の増額によ

る補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ182万5,000円を追

加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,823万7,000円とするものでご

ざいます。 

  詳細につきましては、66ページからの事項別明細によりご説明申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

参事兼税務町民課長（木賊正男君） 以上、一括上程されました２議案につきまして提案理由
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の説明を申し上げました。 

  ご審議をいただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより２件の一括質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  ２番、吉田孝司君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 私のほうからは１点質問させていただきます。といいますか、教えて

いただければ思うんですが、54ページのところで、先ほど課長のほうから説明ありました国

保制度関係業務準備事業補助金についてであります。 

  平成30年度から国保が広域化、つまり県の所管で行われると、県が行うということになっ

てくると思うんですが、そうしますと町としての国保へのかかわり方、いわゆる町の国保の

事務が変わってくるのかなというふうに私どもは推測しておりますが、平成30年ですから時

間があるといえばあるし、ないといえばないという状況ですが、今の時点において国保事務

が、我が町における国保事務がどのように変わってくるのか。その辺、そういうふうな予定、

あるいはそういう見通しがあるようでしたらば、お知らせいただければと思っております。 

  以上です。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  税務町民課長。 

〔参事兼税務町民課長 木賊正男君 登壇〕 

○参事兼税務町民課長（木賊正男君） ２番議員のご質問にご答弁を申し上げます。 

  議案書54ページ、55ページの中の歳入の中で２款国庫支出金、２項国庫補助金、３目の

国保制度関係業務準備事業補助金といたしまして49万6,000円を計上させていただきました。

こちら、ただいまご質問ありましたとおり、平成30年度から全国の自治体が、各都道府県が

被保険者となって行うことになってございます。こちらは御承知のとおりだと思います。今

現在は各市町村が被保険者となって保険業務を運営しておりますが、30年度４月１日からは

福島県が保険事業者として全県を押さえていくというふうなことになってございます。 

  ただ、これまで市町村がそれぞれの中で国保税を賦課してございましたので、そちらにつ

いて、いわゆる標準システム等の算定のためのシステムがえをしなければならないというこ

とで、まだその方法については確定はしておりませんが、そのシステム改修のための経費を

今回計上させていただいたというふうなことになります。30年度からは、今現在わかってい

るのでは、福島県下の中で各自治体がそれぞれ開きがございますので、国保税の賦課の金額

が違いますので、そちらについて、いわゆる納付金という形で県のほうに納めていくという
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ふうな形になります。その際には、今現在も国保運営協議会がございますが、そちらの中で

いわゆる負担金の制度がまだ残りますので、その適正な負担についてご審議をいただきなが

ら進めていくというふうなことでは、今の国民健康保険税の賦課徴収とそんなに変わるもの

ではございませんが、その中でこれから順次進めていくということで、今、準備を進めてい

る状況でございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって一括質疑を終了いたします。 

  これより一括討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって一括討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  初めに、議案第83号 平成28年度鏡石町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の件

を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第84号 平成28年度鏡石町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の件

を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第８５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第５、議案第85号 平成28年度鏡石町介護保険特別会計補正予

算（第１号）の件を議題といたします。 

  暫時休議いたします。 
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休議 午前１０時５７分 

 

再開 午前１０時５７分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き、会議を開きます。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  福祉こども課長。 

〔福祉こども課長 小貫秀明君 登壇〕 

○福祉こども課長（小貫秀明君） ただいま上程されました議案第85号 平成28年度鏡石町

介護保険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  このたびの補正につきましては、平成27年度決算に伴う会計整理によるもの及び平成27

年度介護給付費に係る国・県等の負担金、交付金の確定による返還金の増額などのための補

正予算でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ441万4,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億2,741万4,000円とするものでございま

す。 

  詳細につきましては、74ページからの事項別明細書にご説明申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○福祉こども課長（小貫秀明君） 以上、ご説明申し上げました。 

  ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議案第85号 平成28年度鏡石町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件を採決いたし

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第８６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第６、議案第86号 平成28年度鏡石町工業団地事業特別会計補

正予算（第１号）の件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  産業課長。 

〔産業課長 小貫正信君 登壇〕 

○産業課長（小貫正信君） ただいま上程されました議案第86号 平成28年度鏡石町工業団

地事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  このたびの補正予算につきましては、平成27年度決算に伴い、繰越金を歳入に計上し整理

するもので、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ43万1,000円を増額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,743万4,000円とするものであります。 

  詳細につきましては、84ページからの事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○産業課長（小貫正信君） 以上、ご説明申し上げました。 

  よろしくご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議案第86号 平成28年度鏡石町工業団地事業特別会計補正予算（第１号）の件を採決い

たします。 
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  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第８７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第７、議案第87号 平成28年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整

理事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  都市建設課長。 

〔参事兼都市建設課長 圓谷信行君 登壇〕 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ただいま上程されました議案第87号 平成28年度鏡

石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由の

ご説明を申し上げます。 

  このたびの補正につきましては、平成27年度決算に伴う繰越金の精算、それから区画道路

築造工事などを計上するものでございまして、歳入歳出の予算の補正では、既定の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ2,711万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１億9,111万9,000円とするものでございます。 

  また、第２条では地方債の補正でございまして、88ページになります。 

  第２表になりますが、限度額を3,240万から5,380万円に変更するものでございます。 

  詳細につきましては、事項別明細92ページによりまして、説明をしたいと思います。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） 以上、提案理由の説明を申し上げました。 

  ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  ２番、吉田孝司君。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 私のほうからお尋ねしたいのは区画整理事業債の点、そしてそれに伴

うこの事業の今後の見通しといいますか、それをお尋ねしたいなと思っています。 

  2,140万円を新たに起債して、総額が5,880万円という説明を受けました。これについて

は、返済が恐らく20年ぐらいかかるのかななんていうふうに想定しておったんですが、実際
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いつまでかかるのかどうか。そういう中において、実際町としては、この駅東の区画整理事

業の当面の見通し、その辺はどのように思っておられるのか、その辺をお聞かせいただけれ

ばと思います。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

〔参事兼都市建設課長 圓谷信行君 登壇〕 

○参事兼都市建設課長（圓谷信行君） ただいまの町債の関係の質問でございますが、町債に

つきましては５年据え置きで20年の返済になります。今後の見通しになりますが、これは審

議会、区画整理には地権者対象組織委員会というのがございますが、その中も含めまして検

討中でございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、吉田孝司君の再質問の発言を許します。 

〔２番 吉田孝司君 登壇〕 

○２番（吉田孝司君） 今、課長のほうから、今後の見通しについては審議会のほうでお考え

になっているという話でありましたが、町長としてはどのようなビジョンをお考えになって

いるのか。これもいろいろ何かの予算の関係とか、いろんなほかの事業との関係とかもござ

いますでしょうから、なかなか答えにくい部分があるかと思いますが、町長としてのビジョ

ンをお聞かせいただければと思います。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） 質問に対する答弁を求めます。 

  町長。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） ご答弁申し上げます。 

  町長としてのビジョンということでありますけれども、これはさきの委員会等でもお話を

させていただきましたけれども、まず、この事業が始まって以来、この事業に対して約23億

円をこれまでに投資をしていると、そういう中で、そのうち約６億円弱がいわゆるばら買い

になっている町有地があると、そういう中でⅠ工区がほぼ終わろうとしているということで

あります。 

  残る46ヘクタールあるわけであります。そういう中で、この23億を投資した中で、先ほ

ど言った町有地もあるという、そういったことから、前回お話しさせてもらいましたけれど

も、まずはⅢ工区については立ち上げようと、これについては公共用地の施設も確保できる
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と、そういったことも含めてやろうと。その残りについてもさらに33町歩、33ヘクタール

くらい残りがあるわけであります。これについては、Ⅲ工区の進め方にもよりますけれども、

その残りもいわゆる何とか前に進むのか、後に戻るのか、こういったことも含めて早目に検

討していきたい。いわゆる先延ばしはしないで、しっかりとこの56ヘクタールをどうするか

ということも踏まえて、検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上であります。 

○議長（渡辺定己君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議案第87号 平成28年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会計補正予算（第１

号）の件を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議案第８８号～議案第９０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第８、議案第88号 平成28年度鏡石町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）及び日程第９、議案第89号 平成28年度鏡石町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号）並びに日程第10、議案第90号 平成28年度鏡石町上下水道事業会

計補正予算（第１号）の３件を一括議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案３件を一括議題といたします。 

  提出者から提案理由の一括説明を求めます。 

  上下水道課長。 
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〔参事兼上下水道課長 髙原芳昭君 登壇〕 

○参事兼上下水道課長（髙原芳昭君） ただいま一括上程されました議案第88号 平成28年

度鏡石町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）及び議案第89号 平成28年度鏡石町

農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、続きまして議案第90号 平成28年度鏡石

町上水道事業会計補正予算（第１号）の３議案につきまして、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

  初めに、議案第88号、97ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第88号 平成28年度鏡石町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

て、ご説明を申し上げます。 

  このたびの補正につきましては、27年度決算に伴います繰越金等の整理に伴う歳入歳出予

算の補正でありまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ497万3,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億8,737万3,000円とするものでございます。 

  詳細につきましては、102ページからの事項別明細によりご説明を申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○参事兼上下水道課長（髙原芳昭君） 続きまして、議案第89号でございます。 

  105ページになります。 

  議案第89号 平成28年度鏡石町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につきま

して、ご説明を申し上げます。 

  このたびの補正につきましては、27年度決算繰り越しに伴います繰越金の整理に伴う歳入

歳出予算の補正でありまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ67万4,000円

を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,947万4,000円とするもの

でございます。 

  詳細につきましては、110ページからの事項別明細にご説明申し上げます。 

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○参事兼上下水道課長（髙原芳昭君） 次に、議案第90号でございます。 

  112ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第90号 平成27年度鏡石町上水道事業会計補正予算（第１号）につきまして、提案

理由をご説明を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、水道施設修繕に係ります工事費等の補正増額でございまして、

第２条収益的収入及び支出でございますが、第１款水道事業費用、第１項営業費用の既決予

定額に388万円を増額いたしまして２億923万5,000円とするものでありまして、第４項予備

費につきまして388万円を減額し、118万5,000円とするものでございます。 

  詳細につきましては、114ページの事項別明細によりご説明申し上げます。 
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〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕 

○参事兼上下水道課長（髙原芳昭君） 以上、一括上程されました第88条、第89号、90号の

３議案につきまして、提案理由の説明を申し上げました。 

  ご審議をいただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の一括説明を終わります。 

  これより３件の一括質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって一括質疑を終了いたします。 

  これより３件の一括討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって一括討論を終了いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、議案第88号 平成28年度鏡石町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の

件を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第89号 平成28年度鏡石町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の

件を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第90号 平成28年度鏡石町上水道事業会計補正予算（第１号）の件を採決い

たします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 



－177－ 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎総務文教常任委員長報告（請願・陳情について）及び報告に対する質

疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第11、請願・陳情についての件を議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求めます。 

  総務文教常任委員長、５番、菊地洋君。 

〔総務文教常任委員長 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（総務文教常任委員長 菊地 洋君） ご報告申し上げます。 

  平成28年９月16日。鏡石町議会議長、渡辺定己様。総務文教常任委員会委員長、菊地洋。 

  陳情審査報告書。 

  本委員会は平成28年９月６日付託された陳情を審査の結果、次のとおりとすべきものと決

定したので、会議規則第89条の規定により報告します。 

  記。 

  開催月日、平成28年９月９日。開議時刻、午前10時。閉会時刻、午前11時48分。 

  出席者、委員全員。開催場所、第１会議室。 

  説明者。総務課、栁沼総務課長、根本総括主幹、橋本主幹。 

  付託件名。陳情第10号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について。 

  審査結果。陳情第10号は採択すべきものと決した。 

  審査経過。担当課、総務課の意見・説明を求め、審査をした結果、陳情第10号については

全会一致で採択すべきものと決した。 

  意見なし。 

  以上、ご報告いたします。 

○議長（渡辺定己君） これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 
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  これより採決を行います。 

  陳情第10号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情についての採決を行います。 

  本件に対する委員長の報告は採択すべきものであります。 

  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○議長（渡辺定己君） 挙手全員であります。 

  したがって、本件は委員長報告のとおり採択とすることに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎常任委員会閉会中の所管事務調査の申出について 

○議長（渡辺定己君） 日程第12、常任委員会閉会中の所管事務調査の申出についての件を議

題といたします。 

  各常任委員長から、会議規則第70条の規定によって、お手元に配付しました所管事務調査

実施の申し出があります。 

  お諮りいたします。 

  各委員長から申し出のとおり、所管事務調査を実施することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、各委員長から申し出のとおり、各委員会の所管事務調査を実施することに決

しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議会運営委員会閉会中の継続調査の申出について 

○議長（渡辺定己君） 日程第13、議会運営委員会閉会中の継続調査の申し出についての件を

議題といたします。 

  議会運営委員長から、会議規則第70条の規定によって、お手元に配付しました所管事務調

査について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りいたします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

  ここで、意見書案配付のため、暫時休議いたします。 

休議 午前１１時２７分 
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再開 午前１１時２８分 

○議長（渡辺定己君） 休議前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加 

○議長（渡辺定己君） ただいま意見書案が提出されました。 

  所定の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。 

  お諮りいたします。 

  本案は日程に追加し、日程第14として議題とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案を日程に追加し、日程第14として議題とすることに決しました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡辺定己君） 日程第14、意見書案第７号 地方財政の充実・強化を求める意見書

（案）を議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  ５番、菊地洋君。 

〔５番 菊地 洋君 登壇〕 

○５番（菊地 洋君） ただいま上程されました意見書について報告をいたします。 

  平成28年９月16日。鏡石町議会議長、渡辺定己様。提出者、鏡石町議会議員、菊地洋。

賛成者、鏡石町議会議員、長田守弘。同じく、古川文雄。 

  地方財政の充実・強化を求める意見書（案）。 

  上記の意見書を別紙のとおり、所定の賛成者とともに連署して提出します。 

  意見書案第７号。 

  地方財政の充実・強化を求める意見書（案）。 

  地方自治体は子育て支援、医療・介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、地方交

通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定、実

行など、新たな政策課題に直面しています。 

〔「朗読省略」の声あり〕 

○５番（菊地 洋君） 朗読省略が出ましたので、下の記についてご報告をいたします。 

  記。 

  １、社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など、増大する地方自

治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方財源総額の確保を図ること。 
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  ２、子ども・子育て支援新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生活困窮

者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズの対

応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。 

  ３、地方交付税におけるトップランナー方式の導入は、地域によって人口規模、事業規模

の差異、各自治体における検討過程や民間産業の展開度合いの違いがあることから、これ以

上拡大しないこと。 

  ４、復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については、復興集中期

間終了後の2016年度以降も継続すること。また、2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減、

急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続

き検討すること。 

  ５、地域間の財源偏在性の是正のため、地方偏在性の小さな所得税、消費税を対象に国税

から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に各種税制

の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の

確保を初め、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。 

  ６、地方財政計画に計上されている歳出特別枠重点課題対応分及びまち・ひと・しごと創

生事業費については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を

確保すること。また、これらの財源措置について臨時・一時的な財源から耐久的財源へとの

転換を図るため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振りかえ

ること。 

  ７、地方交付税の財源補償機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終

了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を

講じること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成28年９月16日。鏡石町議会。 

  内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、内閣特例担当大臣、経済産業大臣、

地方創生担当大臣。 

  以上でございます。 

○議長（渡辺定己君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 
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  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） 討論なしと認めます。 

  採決を行います。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（渡辺定己君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎閉議の宣告 

○議長（渡辺定己君） 以上をもって本定例会に付議された案件は全部終了いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎町長挨拶 

○議長（渡辺定己君） ここで、招集者から閉会に当たり挨拶があります。 

  町長。 

〔町長 遠藤栄作君 登壇〕 

○町長（遠藤栄作君） 閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

  第５回鏡石町定例議会において提案いたしました議案につきまして、慎重にご審議をいた

だき、いずれも原案どおり認定、同意、議決を賜りまして、まことにありがとうございました。 

  今定例会は決算議会と言われるように、平成27年度決算審査が特別委員会において行われ

たところでありますが、会期中議員各位から賜りましたご高見等につきましては、十分にこ

れを尊重し、対応いたしまして、町政執行に努めてまいりたいと考えております。 

  今後とも議員の皆様方には、町政進展のため一層のご活躍を切にご祈念申し上げる次第で

あります。 

  終わりに、これから実りの秋を迎えますが、皆様方にはくれぐれもご自愛をいただき、ご

健勝にてご精励賜りますようお願い申し上げ、閉会の挨拶といたします。 

  ありがとうございました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○議長（渡辺定己君） これにて第５回鏡石町議会定例会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

閉会 午前１１時３６分 
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